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赤 磐 市 

  



 

 

 

１ 事業名 企業立地支援事業 主担当課 商工観光課 

事
業
内
容 

事業方針 
市内への企業立地を促進するため、新規立地企業等に対する助成制度を充実さ

せる。 

事業の対象 新・増設の立地企業 

連携・協働の相手 － 

取組内容 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

・物流施設誘致促進奨励金制

度の実施 

・企業誘致奨励金制度の実施 

・雇用促進奨励金制度の実施 

 
 
⇒ 

⇒ 

９８，４３０千円 １４１，７７０千円 ３３，９５０千円 

実
施
状
況 

《平成２８年度の事業実績・効果》 達成度 ４ 

(1) 企業誘致奨励金：市内の土地を取得し、工場等を建設し、操業を開始した企業に対して奨

励金（５年間）を交付した。   94,000,000円（6件） 

(2) 物流施設誘致促進奨励金：市内の公的団地用地を取得し、物流施設を建設し、操業を開始

した企業に対して奨励金（1回のみ）を交付した。   4,430,000円（1件） 

《事業実施による課題》 

それぞれの奨励金交付規則を補完するための運用方針の制定が必要 

《次年度における改善策》 

企業立地促進法の改正により、製造業以外の分野の企業参入も想定されることから、制度改正を含

め検討する。 

１ 事業名 企業立地支援事業 主担当課 商工観光課 

事
業
内
容 

事業方針 
市内への企業立地を促進するため、新規立地企業等に対する助成制度を充実

させる。 

事業の対象 新・増設の立地企業 

連携・協働の相手 － 

取組内容 

及び目標 

平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

・物流施設誘致促進奨励

金制度の実施 

・企業誘致奨励金制度の

実施 

・雇用促進奨励金制度の

実施 

⇒ ⇒ 

１４１，７７０千円 ３３，９５０千円 ２９，６１０千円 

平成 28年度実績報告書及び平成 29年度実施計画書の見方 

平成２８年度の

事業実績・効

果、課題の洗い

出しと、平成２

９年度における

改善策などの自

己検証を行い、

達成度を記入し

ています。 

平成２８年度

時点の事業計

画及び実績を

記入していま

す。 

上記の平成２８

年度の自己検証

を踏まえ、平成

２９年度以降の

事業計画を策定

しています。 
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実施計画事業一覧表 

 

【重点戦略 Ⅰ】経済・産業に活力があり、ひとが集まるまちを創る 

No 重点 実施計画事業名 主担当課 頁 

【戦略プログラム】企業誘致による安定的で良質な雇用創出プログラム 

1 重点 企業立地支援事業 商工観光課 ７ 

2 重点 規制の見直しによる企業誘致の促進 都市計画課 ８ 

3 重点 市道等整備計画 建設課 ９ 

4  企業誘致情報発信事業 商工観光課 １０ 

5  企業誘致促進アドバイザー制度 商工観光課 １１ 

6  快適な工業団地づくり 商工観光課 １２ 

7  工業団地造成事業 商工観光課〈特別会計〉 １３ 

8  広域交通基盤の整備促進 建設課 １４ 

 重点 ［再掲］あかいわに戻ろうプロジェクト まち・ひと・しごと創生課  94 

  ［再掲］人材確保支援、UIJ ターン、地域の若者の定着推進事業 商工観光課 １０8 

【戦略プログラム】商工業・観光振興による賑わいと活力創出プログラム  

9 重点 シティプロモーションの推進 秘書企画課 １６ 

10 重点 あかいわ創業塾・あかいわ創業支援ネットワーク連携強化 商工観光課 １７ 

11 重点 観光情報発信事業 商工観光課 １８ 

12 重点 東京オリンピック事前キャンプ地誘致活動等事業 スポーツ振興課 １９ 

13  市職員研修派遣 総務課 ２０ 

14  赤磐市の産業を支援し、振興を図っていく機関の創設 商工観光課 ２１ 

15  中小企業等支援事業 商工観光課 ２２ 

16  観光資源整備等事業 商工観光課 ２３ 

17  歴史・文化・芸術情報発信事業 商工観光課 ２４ 

18  文化財保護啓発事業 社会教育課 ２５ 

19  史跡保存整備事業 社会教育課 ２６ 

20  芸術文化活動推進事業 社会教育課 ２７ 

21  永瀬清子の里づくり事業 社会教育課 ２８ 

【戦略プログラム】強い農業の確立プログラム  

22 重点 多様な担い手の確保・育成 農林課 ３０ 

23 重点 地域の担い手リーダー育成 農林課 ３１ 

24 重点 農産物の品質向上、生産振興 農林課 ３２ 

25 重点 農産物の販路拡大 農林課 ３３ 

26 重点 多面的機能向上対策事業 農林課 ３４ 

27 重点 農作物への鳥獣対策事業 農林課 ３５ 

28  農作業の省力化、規模拡大 農林課 ３６ 

29  耕畜連携の推進 農林課 ３７ 

30  担い手への農地集積 農林課 ３８ 

31  生産基盤の整備 建設課 ３９ 
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【重点戦略 Ⅱ】安心して子育てができ、次代を担うひとが育つまちを創る 

No 重点 実施計画事業名 主担当課 頁 

【戦略プログラム】安心して家庭を築ける環境創出プログラム  

32  多様な働き方の提案 まち・ひと・しごと創生課  ４１ 

33  世帯のニーズに対応した住宅助成の充実（市分譲宅地） 都市計画課〈特別会計〉 ４２ 

 重点 [再掲]移住・定住を支援する体制の充実 まち・ひと・しごと創生課  ９３ 

 重点 [再掲]あかいわに戻ろうプロジェクト まち・ひと・しごと創生課  ９４ 

 重点 [再掲]協働のまちづくり推進事業 協働推進課 １１９ 

 重点 [再掲]企業立地支援事業 商工観光課 ７ 

 重点 [再掲]あかいわ創業塾・あかいわ創業支援ネットワーク連携強化 商工観光課 １７ 

 重点 [再掲]魅力的な中心市街地の形成（土地区画整理事業） 都市計画課 ９９ 

  [再掲]赤磐市の産業を支援し、振興を図っていく機関の創設 商工観光課 ２１ 

  [再掲]中小企業等支援事業 商工観光課 ２２ 

  [再掲]人材確保支援、UIJ ターン、地域の若者の定着推進事業 商工観光課 １０８ 

【戦略プログラム】安心して出産・子育てができる環境創出プログラム  

34 重点 子ども医療費給付事業 健康増進課 ４４ 

35 重点 不妊・不育等治療助成事業 健康増進課 ４５ 

36 重点 認定こども園整備事業 子育て支援課 ４６ 

37  母子保健事業 健康増進課 ４７ 

38  ２４時間電話健康相談事業 健康増進課 ４８ 

39  県南東部圏域救急医療体制 健康増進課 ４９ 

40  幼児クラブ育成事業 健康増進課 ５０ 

41  愛育委員による子育て支援活動 健康増進課 ５１ 

42  栄養委員による子育て支援活動 健康増進課 ５２ 

43  民生委員児童委員活動事業 社会福祉課 ５３ 

44  子ども・子育て利用者支援事業 子育て支援課 ５４ 

45  子ども・子育て支援事業 子育て支援課 ５５ 

46  多子世帯の保育料負担軽減措置 子育て支援課 ５６ 

47  ひとり親家庭自立支援事業 子育て支援課 ５７ 

  [再掲]男女共同参画事業 協働推進課 １２３ 

【戦略プログラム】子どもが健やかに育つ教育環境創出プログラム  

48 重点 非構造部材耐震補強事業 教育総務課 ５９ 

49 重点 生活環境整備事業（特別支援学級エアコン整備事業） 教育総務課 ６０ 

50 重点 吉井中学校プール整備事業 教育総務課 ６１ 

51 重点 桜が丘小学校教室増築工事 教育総務課 ６２ 

52 重点 山陽北幼稚園トイレ改修工事 教育総務課 ６３ 

53 重点 ＩＣＴ機器整備事業 教育総務課 ６４ 

54 重点 高校通学補助 教育総務課 ６５ 

55 重点 赤磐市学力向上アクションプラン 学校教育課 ６６ 

56 重点 産官学連携協力事業 学校教育課 ６７ 
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57 重点 通学路等防犯カメラ設置事業 学校教育課 ６８ 

58 重点 資料館運営事業 社会教育課 ６９ 

59 重点 施設維持管理事業（大型厨房機器の更新） 給食センター(学校教育課)  ７０ 

60  食育推進活動 健康増進課 ７１ 

61  外国語指導助手配置事業 教育総務課 ７２ 

62  遠距離通学支援事業 教育総務課 ７３ 

63  赤磐市不登校対策アクションプラン 学校教育課 ７４ 

64  赤磐市学力向上プラン（情報モラル・メディアコントロール） 学校教育課 ７５ 

65  学校経営支援事業 学校教育課 ７６ 

66  読み聞かせ活動や読書活動の充実 学校教育課 ７７ 

67  郷土の魅力を生かした学習活動推進事業 学校教育課 ７８ 

68  学校支援地域本部事業 学校教育課 ７９ 

69  放課後子ども教室推進事業 社会教育課 ８０ 

70  モデル園による幼稚園教育の充実 学校教育課 ８１ 

71  異校種合同研修事業 学校教育課 ８２ 

72  教育支援委員会の活性化 学校教育課 ８３ 

73  通級指導教室の充実 学校教育課 ８４ 

74  つくしんぼ就学相談事業 学校教育課 ８５ 

75  学校園間交流体験活動促進事業 学校教育課 ８６ 

76  家庭教育講座 社会教育課 ８７ 

77  青少年健全育成事業 社会教育課 ８８ 

78  ヤングボランティア養成事業（青少年健全育成事業） 社会教育課 ８９ 

79  人権教育推進事業 社会教育課 ９０ 

80  食育推進事業 給食センター(学校教育課)  ９１ 

 重点 [再掲]赤磐市健康増進計画策定 健康増進課 １２７ 

  [再掲]人権啓発事業・各種相談事業 協働推進課 １２４ 

 

【重点戦略 Ⅲ】多彩な人材の活躍により、地域が活性化しているまちを創る 

No  実施計画事業名 主担当課 頁 

【戦略プログラム】移住・定住が進むまち創出プログラム  

81 重点 移住・定住を支援する体制の充実 まち・ひと・しごと創生課  ９３ 

82 重点 あかいわに戻ろうプロジェクト まち・ひと・しごと創生課  ９４ 

83 重点 住宅団地等まちづくり活性化対策事業 まち・ひと・しごと創生課  ９５ 

84 重点 各種啓発事業（防災） くらし安全課 ９６ 

85 重点 ごみ減量化・３Ｒ推進事業 環境課 ９７ 

86 重点 つつじ作業所改修事業 社会福祉課 ９８ 

87 重点 魅力的な中心市街地の形成（土地区画整理事業） 都市計画課 ９９ 

88 重点 特定施設周辺地域環境整備事業 建設課 １００ 

89 重点 山陽団地公共擁壁維持管理事業 建設課 １０１ 

90 重点 雨水対策事業 建設課 １０２ 
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91 重点 消防体制の充実強化 警防課 １０３ 

92  消費者対策の充実 くらし安全課 １０４ 

93  交通安全指導・啓発事業及び交通安全施設整備事業 くらし安全課 １０５ 

94  環境保全対策事業 環境課 １０６ 

95  障害者支援事業 社会福祉課 １０７ 

96  人材確保支援、UIJ ターン、地域の若者の定着推進事業 商工観光課 １０８ 

97  魅力的な中心市街地の形成（公営住宅） 都市計画課 １０９ 

98  老朽管更新・改良事業 上下水道課〈特別会計〉 １１０ 

99  下水道整備事業 上下水道課〈特別会計〉 １１１ 

100  防災体制の強化 建設課 １１２ 

101  消防団員の入団促進 消防総務課 １１３ 

102  消防団協力事業所認定促進事業 消防総務課 １１４ 

103  生活の安全確保対策（住宅用火災警報器） 予防課 １１５ 

 重点 [再掲]シティプロモーションの推進 秘書企画課 １６ 

 重点 [再掲]協働のまちづくり推進事業 協働推進課 １１９ 

 重点 [再掲]企業立地支援事業 商工観光課 ７ 

 重点 [再掲]あかいわ創業塾・あかいわ創業支援ネットワーク連携強化 商工観光課 １７ 

 重点 [再掲]観光情報発信事業 商工観光課 １８ 

 重点 [再掲]規制の見直しによる企業誘致の促進 都市計画課 ８ 

 重点 [再掲]安心して利用できる道路等の整備 建設課 １２１ 

  [再掲]多様な働き方の提案 まち・ひと・しごと創生課  ４１ 

  [再掲]企業誘致情報発信事業 商工観光課 １０ 

  [再掲]企業誘致促進アドバイザー制度 商工観光課 １１ 

  [再掲]赤磐市の産業を支援し、振興を図っていく機関の創設 商工観光課 ２１ 

  [再掲]中小企業等支援事業 商工観光課 ２２ 

  [再掲]歴史・文化・芸術情報発信事業 商工観光課 ２３ 

  [再掲]観光資源整備等事業 商工観光課 ２４ 

  [再掲]世帯のニーズに対応した住宅助成の充実（市分譲宅地） 都市計画課〈特別会計〉 ４２ 

【戦略プログラム】支えあいを中心とした協働によるまちづくり推進プログラム  

104 重点 公共交通機関の整備・確保と利用促進 秘書企画課 １１７ 

105 重点 避難行動要支援者名簿整備事業 くらし安全課 １１８ 

106 重点 協働のまちづくり推進事業 協働推進課 １１９ 

107 重点 旧赤磐市民病院施設を活用した地域包括ケアシステムの地域拠点づくり  健康増進課 １２０ 

108 重点 安心して利用できる道路等の整備 建設課 １２１ 

109  行政推進事業（自治振興事業） くらし安全課 １２２ 

110  男女共同参画事業 協働推進課 １２３ 

111  人権啓発事業・各種相談事業 協働推進課 １２４ 

  [再掲]人権教育推進事業 社会教育課 ９０ 

  [再掲]愛育委員による子育て支援活動 健康増進課 ５１ 

  [再掲]栄養委員による子育て支援活動 健康増進課 ５２ 
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  [再掲]民生委員児童委員活動事業 社会福祉課 ５３ 

  [再掲]認知症の見守り事業 介護保険課 １３９ 

  [再掲]消防団員の入団促進 消防総務課 １１３ 

  [再掲]消防団協力事業所認定促進事業 消防総務課 １１４ 

【戦略プログラム】高齢者が生きがいを持ち元気に暮らせる地域創出プログラム  

112 重点 地域医療ミーティング推進事業 健康増進課 １２６ 

113 重点 赤磐市健康増進計画策定 健康増進課 １２７ 

114 重点 買い物支援見守り事業 社会福祉課 １２８ 

115 重点 山陽老人福祉センター源泉ポンプ交換・修繕 社会福祉課 １２９ 

116 重点 図書推進活動事業 中央図書館（社会教育課） １３０ 

117 重点 公民館学習活動推進事業（主催講座） 中央公民館（社会教育課） １３１ 

118  健康増進事業（健康教育、訪問指導、健康診査等） 健康増進課 １３２ 

119  佐伯北・是里診療所運営事業 健康増進課〈特別会計〉 １３３ 

120  熊山診療所運営事業 健康増進課〈特別会計〉 １３４ 

121  訪問看護ステーション運営事業 健康増進課〈特別会計〉 １３５ 

122  包括的支援事業 介護保険課 １３６ 

123  地域包括ケアシステム構築促進事業 介護保険課 １３７ 

124  高齢者介護予防施策事業 介護保険課 １３８ 

125  認知症の見守り事業 介護保険課 １３９ 

126  集いの場の開拓 介護保険課 １４０ 

127  高齢者福祉事業 社会福祉課 １４１ 

128  介護予防・生活支援事業 社会福祉課 １４２ 

129  あかまつ荘改修事業 社会福祉課 １４３ 

130  体育協会育成事業 スポーツ振興課 １４４ 

131  チャレンジデーへの参加事業 スポーツ振興課 １４５ 

132  社会体育施設管理運営及び学校体育施設開放事業 スポーツ振興課 １４６ 

133  救急隊員の資質向上並びに医療機関等との連携強化 警防課 １４７ 

 重点 
[再掲]旧赤磐市民病院施設を活用した地域包括ケアシステムの地

域拠点づくり 
健康増進課 １２０ 

  [再掲]県南東部圏域救急医療体制 健康増進課 ４９ 
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【重点戦略Ⅰ】経済・産業に活力があり、ひとが集まるまちを創る 

【戦略プログラム】企業誘致による安定的で良質な雇用創出プログラム 
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１ 事業名 企業立地支援事業 主担当課 商工観光課 

事
業
内
容 

事業方針 
市内への企業立地を促進するため、新規立地企業等に対する助成制度を充実さ

せる。 

事業の対象 新・増設の立地企業 

連携・協働の相手 － 

取組内容 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

・物流施設誘致促進奨励金制

度の実施 

・企業誘致奨励金制度の実施 

・雇用促進奨励金制度の実施 

 
 
⇒ 

⇒ 

９８，４３０千円 １４１，７７０千円 ３３，９５０千円 

実
施
状
況 

《平成２８年度の事業実績・効果》 達成度 ４ 

(1) 企業誘致奨励金：市内の土地を取得し、工場等を建設し、操業を開始した企業に対して奨

励金（５年間）を交付した。   94,000,000円（6件） 

(2) 物流施設誘致促進奨励金：市内の公的団地用地を取得し、物流施設を建設し、操業を開始

した企業に対して奨励金（1回のみ）を交付した。   4,430,000円（1件） 

《事業実施による課題》 

それぞれの奨励金交付規則を補完するための運用方針の制定が必要 

《次年度における改善策》 

企業立地促進法の改正により、製造業以外の分野の企業参入も想定されることから、制度改正を含

め検討する。 

１ 事業名 企業立地支援事業 主担当課 商工観光課 

事
業
内
容 

事業方針 
市内への企業立地を促進するため、新規立地企業等に対する助成制度を充実さ

せる。 

事業の対象 新・増設の立地企業 

連携・協働の相手 － 

取組内容 

及び目標 

平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

・物流施設誘致促進奨励

金制度の実施 

・企業誘致奨励金制度の

実施 

・雇用促進奨励金制度の

実施 

⇒ ⇒ 

１４１，７７０千円 ３３，９５０千円 ２９，６１０千円 
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２ 事業名 規制の見直しによる企業誘致の促進 主担当課 都市計画課 

事
業
内
容 

事業方針 

現在、各種規制により企業用地の確保等が困難であるため、雇用及び賑わい創

出の場を確保するための新たな拠点形成を目指して、拠点の位置や整備手法、土

地利用規制の見直しに係る検討を行う。 

事業の対象 市内の拠点形成地域 

連携・協働の相手 民間有識者、民間事業者等 

取組内容 

平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 

・経済、産業活性化エリアの

方針決定 

・立地適正化計画（現状と課

題の分析） 

・立地適正化計画策定準備 

・都市計画マスタープラン

の改定案の検討 

・都市計画マスター

プランの改定 

７，０００千円 ７，０００千円 ３，０００千円 

実
施
状
況 

《平成２８年度の事業実績・効果》 達成度 ４ 

第３回目の経済・産業活性化エリア有識者懇談会を開催。. 

立地適正化計画策定にあたり、基礎となる人口、土地利用、都市機能、災害、生活利便性等の現

状、将来見通しにおける都市構造の課題分析（基礎調査）を実施。 

《事業実施による課題》 

関連する農振計画、公共交通計画との整合が必要。上位計画（集約型都市構造への転換）に基づく

まちづくりの方針決定が必要 

《次年度における改善策》 

庁内連携を図るためプロジェクトチームを設置し、連携を図っていく。 

 

２ 事業名 規制の見直しによる企業誘致の促進 主担当課 都市計画課 

事
業
内
容 

事業方針 

現在、各種規制により企業用地の確保等が困難であるため、雇用及び賑わい創

出の場を確保するための新たな拠点形成を目指して、拠点の位置や整備手法、土

地利用規制の見直しに係る検討を行う。 

事業の対象 市内の拠点形成地域 

連携・協働の相手 民間有識者、民間事業者等 

取組内容 

及び目標 

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

・立地適正化計画策定準

備 

・都市計画マスタープラン

の改定案の検討 

・都市計画マスタープラン

の改定 

・地区計画策定等検討 

７，０００千円 ３，０００千円 未定 千円 
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３ 事業名 市道等整備計画 主担当課 建設課 

事
業
内
容 

事業方針 
利便性と賑わいのある中心市街地形成に向けて、市街地に企業や生活利便施設

等の立地誘導や交通渋滞解消に向けて市道整備を行う。 

事業の対象 市道岩田長尾線、あかいわ山陽総合流通センタ－地区計画道路 

連携・協働の相手 地元地区との連携 

取組内容 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

・路線測量、詳細設計等 

 

・用地測量、物件調査、不

動産鑑定等 

・補償、用地買収 

 
 

２３，４９０千円 ３０，０００千円 鑑定結果による 

実
施
状
況 

《平成２８年度の事業実績・効果》 達成度 ４ 

路線測量を実施し道路計画を決定した。計画、用地提供について関係者より大筋了承を得ている。 

事業量：L=650ｍ、W=10ｍ 

地質調査 ボーリング８ヶ所 

交差点計画 ４ヶ所 

《事業実施による課題》 

国からの補助割り当てが厳しく、市単独費での事業対応を迫られている。 

《次年度における改善策》 

各種期成会要望活動へ積極的に参加していく。また、開発公社を通じた土地購入などを行い、事業

費を平準化しながら事業を推進していく必要がある。 

３ 事業名 市道等整備計画 主担当課 建設課 

事
業
内
容 

事業方針 
利便性と賑わいのある中心市街地形成に向けて、市街地に企業や生活利便施設

等の立地誘導や交通渋滞解消に向けて市道整備を行う。 

事業の対象 市道岩田長尾線、あかいわ山陽総合流通センタ－地区計画道路 

連携・協働の相手 地元地区との連携 

取組内容 

及び目標 

平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

・用地測量、物件調査、不

動産鑑定等 

・補償、用地買収 工事 

３０，０００千円 鑑定結果による 未定 千円 
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４ 事業名 企業誘致情報発信事業 主担当課 商工観光課 

事
業
内
容 

事業方針 
 企業誘致を促進するための各種情報発信を行うほか、市内立地済企業の更なる

投資を促進するため、企業訪問等によりニーズの把握を行う。 

事業の対象 新規誘致企業、立地済企業 

連携・協働の相手 県、その他関係機関 

取組内容 

平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 

・トップセールスによる企業誘致の実施 

・ホームページ等での情報発信による企業誘致の

促進 

・県主催の企業立地セミナー等を活用した企業誘

致の促進 

・市内企業同士の連携推進 

・市内企業への訪問活動による要望等の把握 

⇒ ⇒ 

７９２千円 ７９２千円 ７９２千円 

実
施
状
況 

《平成２８年度の事業実績・効果》 達成度 ４ 

企業訪問（２５社） 

県主催の企業立地セミナ－参加（大阪・東京・名古屋） 

HPで小瀬木工業団地の紹介 

賀詞交歓会の実施（参加企業 133社） 

《事業実施による課題》 

今の取り組みで十分か、さらなる方策が必要か検討する必要がある 

《次年度における改善策》 

さらに積極的な情報発信を行っていく。 

４ 事業名 企業誘致情報発信事業 主担当課 商工観光課 

事
業
内
容 

事業方針 
 企業誘致を促進するための各種情報発信を行うほか、市内立地済企業の更なる

投資を促進するため、企業訪問等によりニーズの把握を行う。 

事業の対象 新規誘致企業、立地済企業 

連携・協働の相手 県、その他関係機関 

取組内容 

及び目標 

平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

・トップセールスによる企業誘致の実施 

・ホームページ等での情報発信による企業

誘致の促進 

・県主催の企業立地セミナー等を活用した

企業誘致の促進 

・市内企業同士の連携推進 

・市内企業への訪問活動による要望等の

把握 

⇒ ⇒ 

７９２千円 ７９２千円 ７９２千円 
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５ 事業名 企業誘致促進アドバイザー制度 主担当課 商工観光課 

事
業
内
容 

事業方針 

積極的な企業誘致活動を推進するため、企業誘致促進アドバイザー制度（仮称）

を整備し、企業ＯＢ、金融機関等の専門的な人材資源から企業誘致を促進するため

の指導、助言を得るとともに情報ネットワークの拡大を図る。 

事業の対象 市内立地企業、工場建設及び工場増設を計画中の企業 

連携・協働の相手 企業 OB、金融機関等 

取組内容 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

・企業誘致促進アドバイザ

ー制度の検討 

・企業誘致促進アドバイザ

ー制度の創設 

・アドバイザーと連携した

企業誘致活動の実施 

・アドバイザーと連携した

企業誘致活動の実施 

通常事務費対応 通常事務費対応 通常事務費対応 

実
施
状
況 

《平成２８年度の事業実績・効果》 達成度 ３ 

県内他市の制度制定状況を調査した。 

県内で実施している市はなかった。 

《事業実施による課題》 

企業誘致を行う公的団地の造成に向け、現在測量設計中 

《次年度における改善策》 

計画通りに造成を行い、企業誘致の受け皿を整えるとともに、アドバイザー制度の確立を行う。 

５ 事業名 企業誘致促進アドバイザー制度 主担当課 商工観光課 

事
業
内
容 

事業方針 

積極的な企業誘致活動を推進するため、企業誘致促進アドバイザー制度（仮称）

を整備し、企業ＯＢ、金融機関等の専門的な人材資源から企業誘致を促進するため

の指導、助言を得るとともに情報ネットワークの拡大を図る。 

事業の対象 市内立地企業、工場建設及び工場増設を計画中の企業 

連携・協働の相手 企業 OB、金融機関等 

取組内容 

及び目標 

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

・企業誘致促進アドバイザ

ー制度の創設準備 

アドバイザーと連携した企

業誘致活動の実施 

・アドバイザーと連携した

企業誘致活動の実施 

 

 

       ⇒ 

通常事務費対応 通常事務費対応 - 千円 
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６ 事業名 快適な工業団地づくり 主担当課 商工観光課 

事
業
内
容 

事業方針 工業団地の維持管理を行い、立地する企業の操業環境の充実を図る。 

事業の対象 工業団地に立地する企業 

連携・協働の相手 － 

取組内容 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

・工業団地等維持管理事業 

⇒ ⇒ 

５０７千円 ４，７１７千円 １，０１７千円 

実
施
状
況 

《平成２８年度の事業実績・効果》 達成度 ４ 

団地内公用地の草刈、水路清掃 

（山口・多賀・仁堀） 

《事業実施による課題》 

平成３０年度には小瀬木工業団地が完成するため、維持管理経費が増加する。 

《次年度における改善策》 

進出企業と共同で維持管理経を行うなど経費削減に努める必要がある。 

６ 事業名 快適な工業団地づくり 主担当課 商工観光課 

事
業
内
容 

事業方針 工業団地の維持管理を行い、立地する企業の操業環境の充実を図る。 

事業の対象 工業団地に立地する企業 

連携・協働の相手 － 

取組内容 

及び目標 

平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

・工業団地等維持管理事

業 ⇒ ⇒ 

４，７１７千円 １，０１７千円 １，０１７千円 
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７ 事業名 工業団地造成事業 主担当課 商工観光課 

事
業
内
容 

事業方針 

現在、市内工業団地の利用率が９割以上となっていることから、円滑な企業誘致

を進めていくため、企業立地適地調査の結果に基づく適地候補地を企業用地として

確保・造成する。 

事業の対象 地元及び地権者 

連携・協働の相手 地元連絡調整委員 

取組内容 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

・地元調整、地権者交渉 

・土地売買 

・測量設計 

・造成開始 

・企業募集 

・企業決定 

 

造成工事完了 

１９７，２０１千円 ６４２，９５８千円 －    千円 

実
施
状
況 

《平成２８年度の事業実績・効果》 達成度 ４ 

小瀬木団地の用地買収 

用地測量・実施設計 

《事業実施による課題》 

財政状況を勘案し、事業費を抑える必要がある。 

《次年度における改善策》 

工法等を検討し、事業費の削減に努める。 

７ 事業名 工業団地造成事業 主担当課 商工観光課 

事
業
内
容 

事業方針 

現在、市内工業団地の利用率が９割以上となっていることから、円滑な企業誘致

を進めていくため、企業立地適地調査の結果に基づく適地候補地を企業用地として

確保・造成する。 

事業の対象 地元及び地権者 

連携・協働の相手 地元連絡調整委員 

取組内容 

及び目標 

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

・造成開始 

・企業募集 

・企業決定 

・造成工事完了 

 ― 

６４２，９５８千円 －    千円    ― 千円 
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８ 事業名 広域交通基盤の整備促進 主担当課 建設課 

事
業
内
容 

事業方針 
企業がより良い生産活動を行える環境整備を目指すため、広域交通網の更なる

充実を図る。 

事業の対象 地域高規格道路美作岡山道路、備前東部広域農道、県道 

連携・協働の相手 県、関係市町、地元地区 

取組内容 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

・美作岡山道路整備促進期成会での要望

活動等の実施 

・美作岡山道路整備の実施 

・備前東部広域農道整備の実施 

・県道に係る道路整備促進期成会での要望

活動等の実施 

・県道整備の実施 

⇒ ⇒ 

７６，２２４千円 ５０，０００千円 ５０，０００千円 

実
施
状
況 

《平成２８年度の事業実績・効果》 達成度 ４ 

美作岡山道路、備前東部広域農道及び県道の整備については、岡山県が継続的に整備工事を実施

した。 

美作岡山道路整備促進期成会、県道に係る道路整備促進期成会において、平成２９年度国の予算

への要望箇所等をとりまとめ、７月に国土交通省中国地方整備局、８月に国土交通省本省及び岡山

県選出国会議員に対して早期整備促進の要望を行った。 

《事業実施による課題》 

美作岡山道路、備前東部広域農道及び県道の整備については、財源との兼ね合いなどから進捗が

遅れている。 

《次年度における改善策》 

近年、国の財源確保などが厳しくなっており、美作岡山道路整備促進期成会及び県道に係る道路整

備促進期成会において、要望活動の回数を増やすことが必要となる。 

８ 事業名 広域交通基盤の整備促進 主担当課 建設課 

事
業
内
容 

事業方針 
企業がより良い生産活動を行える環境整備を目指すため、広域交通網の更なる

充実を図る。 

事業の対象 地域高規格道路美作岡山道路、備前東部広域農道、県道 

連携・協働の相手 県、関係市町、地元地区 

取組内容 

及び目標 

平成２９年度 平成３０年度 平成 3１年度 

・美作岡山道路整備促進期成会で

の要望活動等の実施 

・美作岡山道路整備の実施 

・備前東部広域農道整備の実施 

・県道に係る道路整備促進期成会

での要望活動等の実施 

・県道整備の実施 

⇒ ⇒ 

５０，０００千円 ５０，０００千円 ５０，０００千円 
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【重点戦略Ⅰ】経済・産業に活力があり、ひとが集まるまちを創る 

【戦略プログラム】商工業・観光振興による賑わいと活力創出プログラム 
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９ 事業名 シティプロモーションの推進 主担当課 秘書企画課 

事
業
内
容 

事業方針 

『住み続けたい、住んでみたい、訪れてみたいと思われ選ばれるまち・赤磐市』の

実現に向け、市の特産品やマスコットキャラクター「あかいわモモちゃん」、映画「種ま

く旅人」等をコンテンツとしたＰＲ活動を行い、赤磐市の魅力の発信と認知度の向上

を図る。 

事業の対象 市内外在住者 

連携・協働の相手 商工会、観光協会、民間事業者等 

取組内容 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

・赤磐市広報大使の創設 

・広報大使、あかいわモモちゃ

んを活用したイベント展開、グ

ッズ販売 

・オールあかいわ宣伝隊への

参加 

・映画「種まく旅人」上映に合

わせた市のＰＲ活動 

・あかいわ映画祭りの開

催 

・フォトコンテストの開催 

・広報大使、あかいわモモ

ちゃんを活用したイベント

展開、グッズ販売 

 

・あかいわ映画祭りの

開催 

・フォトコンテスト受賞

作品の活用 

・広報大使、あかいわ

モモちゃんを活用した

イベント展開、グッズ

販売 

１９，２２５千円 １５，９９０千円 １５，９９０千円 

実
施
状
況 

《平成２８年度の事業実績・効果》 達成度 ４ 

・映画「種まく旅人」上映に合わせ、写真パネル展やロケ地巡りツアーなどを行った。 

・広報大使を創設した。（４名・１組） 

・あかいわモモちゃんのグッズ作成及び販売を行った。（７種類） 

・あかいわモモちゃんを活用して県外イベントに参加、PR した。 

《事業実施による課題》 

映画「種まく旅人」上映終了による、話題性の低下 

《次年度における改善策》 

映画「種まく旅人」や広報大使を活用した新しい事業の実施 

９ 事業名 シティプロモーションの推進 主担当課 秘書企画課 

事
業
内
容 

事業方針 

「“住み続けたい”“住んでみたい”“訪れてみたい”」と思われ、選ばれるまちを目

指すため、市の特産品やマスコットキャラクター「あかいわモモちゃん」等を活用した

ＰＲ活動を行い、また、映画「種まく旅人」をきっかけとした映画文化を活用した赤磐

市の魅力の発信と認知度の向上を図る。 

事業の対象 市内外在住者 

連携・協働の相手 商工会、観光協会、民間事業者等 

取組内容 

及び目標 

平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

・あかいわ映画祭りの開

催 

・フォトコンテストの開催 

・広報大使、あかいわモモ

ちゃんを活用したイベント

展開、グッズ販売 

 

・あかいわ映画祭りの開

催 

・フォトコンテスト受賞作品

を活用した市の PR 

・広報大使、あかいわモモ

ちゃんを活用したイベント

展開、グッズ販売 

・あかいわ映画祭りの開

催 

・フォトコンテスト受賞作品

を活用した市の PR 

・広報大使、あかいわモモ

ちゃんを活用したイベント

展開、グッズ販売 

１５，９９０千円 １５，９９０千円 １５，９９０千円 
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10 事業名 あかいわ創業塾・あかいわ創業支援ネットワーク連携強化 主担当課 商工観光課 

事
業
内
容 

事業方針 

企業、金融機関、商工会等の関係機関と交流・連携して、各主体に蓄積されたノウ

ハウ等を効果的に結びつけることができるよう、「あかいわ創業支援ネットワーク」体制

の充実・強化を図る。 

創業しやすい環境づくりのため、創業希望者の相談にワンストップで対応し、意欲あ

る若者や女性の創業を積極的に支援する「創業支援窓口」の充実を図る。 

また、関係機関の連携を強化し、ビジネスマッチング等、創業の各段階の課題に応じ

た適切なノウハウ習得を促す「あかいわ創業塾」を開催する。 

事業の対象 創業希望者、創業して間もない事業者 

連携・協働の相手 商工会、金融機関等 

取組内容 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

・あかいわ創業支援ネットワーク体制の充実・

強化の促進 

・創業支援窓口による創業支援の実施 

・あかいわ創業塾の開催による支援の実施 

・創業支援事業計画担当者連絡会議の開催 

⇒ ⇒ 

７００千円 ７００千円 ７００千円 

実
施
状
況 

《平成２８年度の事業実績・効果》 達成度 ４ 

あかいわ創業塾開催（商工会委託１回 5日間プログラム） 

創業支援事業計画担当者連絡会議開催 

《事業実施による課題》 

創業を検討する方への周知や広報を強化するとともに、参加しやすいプログラムの創出や環境整備

が必要。 

《次年度における改善策》 

 女性でも気軽に参加できる環境づくりと商工会や産業支援センターと連携を図り、参加者の増加を目

指す。 

10 事業名 あかいわ創業塾・あかいわ創業支援ネットワーク連携強化 主担当課 商工観光課 

事
業
内
容 

事業方針 

企業、金融機関、商工会等の関係機関と交流・連携して、各主体に蓄積されたノウ

ハウ等を効果的に結びつけることができるよう、「あかいわ創業支援ネットワーク」体制

の充実・強化を図る。 

創業しやすい環境づくりのため、創業希望者の相談にワンストップで対応し、意欲あ

る若者や女性の創業を積極的に支援する「創業支援窓口」の充実を図る。 

また、関係機関の連携を強化し、ビジネスマッチング等、創業の各段階の課題に応じ

た適切なノウハウ習得を促す「あかいわ創業塾」を開催する。 

事業の対象 創業希望者、創業して間もない事業者 

連携・協働の相手 商工会、金融機関等 

取組内容 

及び目標 

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

・あかいわ創業支援ネットワーク体制の充実・

強化の促進 

・創業支援窓口による創業支援の実施 

・あかいわ創業塾の開催による支援の実施 

・創業支援事業計画担当者連絡会議の開催 

⇒ ⇒ 

７００千円 ７００千円 700千円 
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11 事業名 観光情報発信事業 主担当課 商工観光課 

事
業
内
容 

事業方針 

国内外からの観光客の増加を図るため、関係団体や事業者等との連携により観

光客のニーズを把握する。 

オールあかいわ宣伝隊と銘打ち、赤磐市広報大使や関係団体、事業者等と連携

して赤磐市の特産品や観光情報、移住情報等をＰＲする。 

事業の対象 観光客 

連携・協働の相手 観光協会、民間事業者等の関係機関、市民協力者 

取組内容 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

オールあかいわ宣伝隊等によるＰＲ活

動 

あかいわ広報大使や

関係団体、事業者等

と連携した観光情報

等のＰＲ活動 

⇒ 

１３，００９千円 ６，３８５千円 検討中 

実
施
状
況 

《平成２８年度の事業実績・効果》 達成度 ４ 

 国内では東京、大阪の首都圏を中心に物産展の開催やイベントに参加して、アンケートの実施や観

光ＰＲ、情報発信を行った。 

7/22（金）・23（土） 旬のあかいわ白桃フェア： JR岡山駅 

7/30（土） もんげーええとこ備前フェア 2016in 明石：イオン明石ショッピングセンター 

8/23（火） 観光プレゼンテーション：堂島ホテル 

9/3（土）・4(日) 中四国 9県観光物産店：せんちゅうパル 

9/9（金）・10（土） 旬のあかいわぶどうフェア：JR大阪駅  

9/17（土）・18（日） 来て・観て・食べて inおかやま： 岡山コンベンションセンター 

9/22（木）～25（日） ツーリズム EXPOジャパン：東京ビックサイト 

また、岡山県や JETRO などと連携・協力し、香港や中国などをターゲットとする香港国際見本市に

参加し、インバウンドに向けた観光・広報宣伝活動を行った。 

8/11（木）～14（日） FOOD EXPO2016：香港コンベンション&エキシビジョンセンター 

 

《事業実施による課題》 

赤磐市の知名度の低さや、受入体制の強化が今後の課題であり、広域連携での集客が必要。 

《次年度における改善策》 

 訪日外国人や関西圏にターゲットを絞り、吉井川ＤＭＯや東備広域推進連絡協議会と連携を図りな

がら効果的な情報発信やＰＲを行う。 

11 事業名 観光情報発信事業 主担当課 商工観光課 

事
業
内
容 

事業方針 

国内外からの観光客の増加を図るため、関係団体や事業者等との連携により観

光客のニーズを把握する。 

あかいわ広報大使や関係団体、事業者等と連携して赤磐市の特産品や観光情

報、移住情報等をＰＲする。 

事業の対象 観光客 

連携・協働の相手 観光協会、民間事業者等の関係機関、市民協力者 

取組内容 

及び目標 

平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

関西圏を中心とした広域的

ＰＲ活動 検討中 検討中 

６，３８５千円 未定 未定 



19 

 

 

12 事業名 東京オリンピック事前キャンプ地誘致活動等事業 主担当課 スポーツ振興課 

事
業
内
容 

事業方針 

赤磐市の地域特性・資源を活かしたホッケー、バレーボールによるスポーツの普

及振興及び地域の活性化を目指し、東京オリンピックで、事前キャンプ地として誘致

活動等を展開していく。 

事業の対象 赤磐市民及びホッケー競技者、バレーボール競技者 

連携・協働の相手 

・オリンピック参加国代表選手・役員関係者 

・内閣府（東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部事務局） 

・県スポーツ振興課 

・市総合政策部、産業振興部ほか 

・市商工会ほか 

取組内容 

平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 

― ― ― 

― 千円 ― 千円  ― 千円 

実
施
状
況 

《平成２８年度の事業実績・効果》 達成度 - 

― 

《事業実施による課題》 

― 

《次年度における改善策》 

― 

12 事業名 東京オリンピック事前キャンプ地誘致活動等事業 主担当課 スポーツ振興課 

事
業
内
容 

事業方針 

赤磐市の地域特性・資源を活かしたホッケー、バレーボールによるスポーツの普

及振興及び地域の活性化を目指し、東京オリンピックで、事前キャンプ地として誘致

活動等を展開していく。 

事業の対象 赤磐市民及びホッケー競技者、バレーボール競技者 

連携・協働の相手 

・オリンピック参加国代表選手・役員関係者 

・内閣府（東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部事務局） 

・県スポーツ振興課 

・市総合政策部、産業振興部ほか 

・市商工会ほか 

取組内容 

及び目標 

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

・施設改修工事実施設計

予定 

 

・施設改修工事予定 

・オリンピツクホストタウン

登録 

 

・赤磐市熊山運動公園で

ホッケー競技テストイベン

ト開催 

・オリンピック参加国との

交流会開催 

・日本人オリンピアン講演

会の開催 

 

未定 未定 未定 
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13 事業名 市職員研修派遣 主担当課 総務課 

事
業
内
容 

事業方針 
産業支援センター（仮称）の設立や市の産業振興を図ることを目的に、市職員を専

門機関に研修派遣し、人材育成を行う。 

事業の対象 市職員 

連携・協働の相手 － 

取組内容 

平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 

・市職員の派遣 － － 

７，７００千円 ７，７００千円 － 千円 

実
施
状
況 

《平成２８年度の事業実績・効果》 達成度 ４ 

研修派遣先において、岡山県内の創業支援機関の創業・ベンチャー支援・育成などの事業実施を経

験し、創業支援機関の取組や現状を把握し、事業立ち上げに必要な知識の習得やプレゼンテーショ

ン能力の向上、ビジネスプランのブラッシュアップ等の研修を実施した。 

派遣職員は、創業に必要な知識の習得方法やプレゼンテーション能力の向上、起業意識の向上を図

るための実用的な技術、知識、手法のスキルアップに繋がった。 

《事業実施による課題》 

研修派遣期間における派遣職員の従事業務や勤務状況などの詳細について、確認・把握しづらい状

態である。 

《次年度における改善策》 

人事評価に係る業績評価シート等や定期的な業務報告（書面）の提出を求め、また、面談する機会を

設け、派遣職員と連携を密に行い、従事業務や勤務状況などの把握や修得知識のフィードバック等

を促す。 

13 事業名 市職員研修派遣 主担当課 総務課 

事
業
内
容 

事業方針 
赤磐市産業支援センターの設立や市の産業振興を図ることを目的に、市職員を専

門機関に研修派遣し、人材育成を行う。 

事業の対象 市職員 

連携・協働の相手 岡山県産業振興財団 

取組内容 

及び目標 

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

・市職員の派遣 ・市職員の派遣 ・市職員の派遣 

７，７００千円 ７，７００千円 ７，７００千円 
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１４ 事業名 赤磐市の産業を支援し、振興を図っていく機関の創設 主担当課 商工観光課 

事
業
内
容 

事業方針 

 商工会、県産業振興財団、他市町等の関係機関との人的交流や研修等を通じ、市

の産業振興を担うキーマンとなる市職員を育成するとともに、市の産業振興を支援

するための機関の創設を目指す。 

事業の対象 市職員、市内企業 

連携・協働の相手 商工会、(公財)岡山県産業振興財団等 

取組内容 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

・人材育成研修会への

参加促進 

・産業支援センター（仮

称）の設立準備（検討

委員会の設置等） 

・人材育成研修会への参

加促進 

・産業支援センターの設

立 

・人材育成研修会への参加

促進 

・産業支援センターの運営 

１，０７７千円 検討中 検討中 

実
施
状
況 

《平成２８年度の事業実績・効果》 達成度 ３ 

 産業支援センタ－の設立について検討し、平成 29年 4月 1日に商工観光課内に設立。 

《事業実施による課題》 

 支援センターの活動拠点となる施設整備や人材育成及び確保を行っていく必要がある。 

《次年度における改善策》 

 市職員が積極的に研修などに参加するとともに、産業振興を担うキーマンとなる人材の確保を行

う。 

１４ 事業名 赤磐市の産業を支援し、振興を図っていく機関の創設 主担当課 商工観光課 

事
業
内
容 

事業方針 

 商工会、県産業振興財団、他市町等の関係機関との人的交流や研修等を通じ、市

の産業振興を担うキーマンとなる市職員を育成するとともに、市の産業振興を支援

するための機関の創設を目指す。 

事業の対象 市職員、市内企業 

連携・協働の相手 商工会、(公財)岡山県産業振興財団等 

取組内容 

及び目標 

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

・人材育成研修会への参

加促進 

・産業支援センターの設

立 

・人材育成研修会への参

加促進 

・産業支援センターの運

営 

 

 

⇒ 

検討中 検討中 - 千円 
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１５ 事業名 中小企業等支援事業 主担当課 商工観光課 

事
業
内
容 

事業方針 

市内の中小企業者小規模事業者が抱える経営課題に対応し、事業の安定経営が

実現できるよう、商工会や金融機関等関係機関との連携を強化する。経営環境の変

化に即した各種支援制度を活用するほか、新たな支援制度の創出を検討する。 

事業の対象 中小企業、小規模事業者 

連携・協働の相手 商工会、市内金融機関等 

取組内容 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

・商工業起業家奨励金 

・中小企業等専門家派遣事

業補助金 

・中小企業等ホームページ

作成支援事業補助金 

・中小企業等展示会出展事

業補助金 

・新たな支援制度の創設 

 
 
 
 

⇒ 

 
 
 
 
⇒ 

５，９５４千円 ５，９５４千円 ５，９５４千円 

実
施
状
況 

《平成２８年度の事業実績・効果》 達成度 ４ 

企業家奨励金の交付 2,400,000 円（12件） 

ホ－ムペ－ジ作成支援事業補助金 250,000 円（5件） 

展示会出展補助金 674,000円（9件） 

 

《事業実施による課題》 

 支援制度の広報・説明不足等により、新規事業者からの制度活用が図れなかった。 

また、国内需要から国外輸出に向けた支援の創出が必要。 

《次年度における改善策》 

 企業訪問等により、制度の説明や事業者ニーズを把握し、海外輸出の取組みに対しての支援制度

の創出を検討する。 

１５ 事業名 中小企業等支援事業 主担当課 商工観光課 

事
業
内
容 

事業方針 

市内の中小企業者小規模事業者が抱える経営課題に対応し、事業の安定経営が

実現できるよう、商工会や金融機関等関係機関との連携を強化する。経営環境の変

化に即した各種支援制度を活用するほか、新たな支援制度の創出を検討する。 

事業の対象 中小企業、小規模事業者 

連携・協働の相手 商工会、市内金融機関等 

取組内容 

及び目標 

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

・商工業起業家奨励金 

・中小企業等専門家派遣

事業補助金 

・中小企業等ホームペー

ジ作成支援事業補助金 

・中小企業等展示会出展

事業補助金 

・新たな支援制度の検討 

 

 

 

⇒ ⇒ 

５，９５４千円 ５，９５４千円 ５，９５４千円 
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１６ 事業名 観光資源整備等事業 主担当課 商工観光課 

事
業
内
容 

事業方針 

周遊できる観光ルート形成のため、観光資源の洗い出し、セールスポイントの整理、アピー

ル方法の検討を行う。近隣自治体等との広域連携に係る協議の場を設け、効果的な取組を検

討する。 

快適で利便性の高い観光受入体制整備、観光客へのサービス充実のため、観光ボランティ

ア組織の導入や多言語対応の観光案内サービスの整備等、訪日外国人も視野に入れたおも

てなしのレベルアップを促進する。 

事業の対象 観光客 

連携・協働の相手 観光協会、民間事業者等の関係機関、市民協力者、近隣自治体 

取組内容 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

・近隣自治体との広域連携によ

る検討組織の設置 

・観光資源の掘り起こし、周遊ル

ートの検討 

・多言語対応型受入環境の整備

手法の検討 

・観光施設維持管理・修繕 

・近隣自治体との広域連携に

よる観光経営組織の設立 

・周遊ルートの検証 

・地域人材の育成 

・多言語対応型受入環境の

整備 

・観光施設維持管理・修繕 

・近隣自治体との広域連携に

よる観光地経営組織の運営

の支援 

・観光施設維持管理・修繕 

１９，３９５千円 ３２，３００千円 ２２，３００千円 

実
施
状
況 

《平成２８年度の事業実績・効果》 達成度 ４ 

吉井川流域 DMO準備会の開催（８回開催） 

有識者会議の開催（２回開催） 

  ワークショップを開催（3回）し、周遊ル－トを設定 

《事業実施による課題》 

 近隣自治体との広域連携はもとより、地域人材の育成と受入体制の充実と環境整備を図る必要が

ある。 

《次年度における改善策》 

 地域人材の育成及び地域住民の意識付けを行い、観光資源の掘り起こしと周遊ルートの検証を行

う。 

１６ 事業名 観光資源整備等事業 主担当課 商工観光課 

事
業
内
容 

事業方針 

周遊できる観光ルート形成のため、観光資源の洗い出し、セールスポイントの整理、アピー

ル方法の検討を行う。近隣自治体等との広域連携に係る協議の場を設け、効果的な取組を検

討する。 

快適で利便性の高い観光受入体制整備、観光客へのサービス充実のため、観光ボランティ

ア組織の導入や多言語対応の観光案内サービスの整備等、訪日外国人も視野に入れたおも

てなしのレベルアップを促進する。 

事業の対象 観光客 

連携・協働の相手 観光協会、民間事業者等の関係機関、市民協力者、近隣自治体 

取組内容 

及び目標 

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

・近隣自治体との広域連携に

よる観光経営組織の設立 

・周遊ルートの検証 

・地域人材の育成 

・多言語対応型受入環境の

整備 

・観光施設維持管理・修繕 

・近隣自治体との広域連携に

よる観光地経営組織の運営

の支援 

・観光施設維持管理・修繕 ⇒ 

３２，３００千円 ２２，３００千円 １７，３００千円 
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１７ 事業名 歴史・文化・芸術情報発信事業 主担当課 商工観光課 

事
業
内
容 

事業方針 

歴史・文化・芸術等の地域固有の文化資源について、広く内外に情報発信し、交

流人口の増加を図る。 

市民が赤磐市に愛着や誇りを感じられるよう、文化財の保存・活用を行う。永瀬清

子の里づくり事業等、様々な文化の伝承と活用をさらに発展させ、歴史・文化・芸術

の振興を図る。 

事業の対象 市民、市外在住者 

連携・協働の相手 社会教育課（文化財保護・郷土資料館）、観光協会 

取組内容 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

・オールあかいわ宣伝隊

事業を活用した情報発信 

・吉井川流域ＤＭＯ事業を

活用した情報発信 ⇒ 

観光情報発信事業に含む 観光情報発信事業に含む 観光情報発信事業に含む 

実
施
状
況 

《平成２８年度の事業実績・効果》 達成度 ４ 

赤磐市の知名度アップを目的に、東京、大阪、岡山、香港で PR活動を通して情報発信を行った。 

《事業実施による課題》 

赤磐市のPR活動とあわせて、着地型の素材提供や情報発信を行い、広域連携での取り組みが必要

である。 

《次年度における改善策》 

吉井川ＤＭＯや備前広域推進連絡協議会と連携を図りながら効果的な情報発信やＰＲを行う。 

１７ 事業名 歴史・文化・芸術情報発信事業 主担当課 商工観光課 

事
業
内
容 

事業方針 
歴史・文化・芸術等の地域固有の文化資源について、広く内外に情報発信し、交

流人口の増加を図る。 

事業の対象 市民、市外在住者 

連携・協働の相手 社会教育課（文化財保護・郷土資料館）、観光協会 

取組内容 

及び目標 

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

・吉井川流域ＤＭＯ事業を

活用した情報発信 ⇒ ⇒ 

観光情報発信事業に含む 観光情報発信事業に含む 観光情報発信事業に含む 
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１８ 事業名 文化財保護啓発事業 主担当課 社会教育課 

事
業
内
容 

事業方針 

市内文化財の情報収集に努め、有識者の指導を受けながら調査・研究を行うことで適切な

保護・整備を推進するとともに、文化財の案内看板整備や価値を広めるための講座・見学会

の開催、ホームページ等を通じた情報発信を行い、文化財の活用を進める。 

事業の対象 
調査・保存・整備：指定文化財をはじめとする市内文化財 

普及啓発活動：市民、市外からの来訪者 

連携・協働の相手 
調査・保存・整備：所有者、地元住民 

普及啓発活動：関係部署 

取組内容 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

・文化財保護委員会議の開催 

・歴史まなび講座の開催 

・歴史ウォーキングの開催 

・文化財案内看板の修繕、パンフレ

ット･シンポジウム記録集等の刊行 

 
 

⇒ ⇒ 

３，７３６千円 ２，７７５千円 ３，０００千円 

実
施
状
況 

《平成２８年度の事業実績・効果》 達成度 ４ 

有識者から指導を受けて文化財保護を図るため、文化財保護委員会議を開催：5月 26日、3月 24日⇒市指定

文化財の建造物（木造）の見直し作業 

熊山遺跡国指定 60周年を記念して歴史まなび講座「熊山遺跡とその周辺」を計 3回開催：7月 16日、8月 27

日、9月 24日⇒参加者延べ 330名 

地域の文化財を再発見してもらうため、歴史ウォーキングを開催：11月 26日⇒参加者 16 名 

文化財案内看板（桜が丘西古墳遺跡の碑）を修繕した。 

文化財に関する情報発信のため、文化財マップを 5,000 部増刷、両宮山古墳パンフレットを 10,000部印刷、平

成 27年度に市制 10周年を記念して開催したシンポジウム「両宮山古墳とその時代」の記録集を 500部刊行し

た。 

《事業実施による課題》 

市指定文化財の見直し作業は 1年目であり、今後継続して見直しを進めていく必要がある。 

歴史まなび講座や史跡シンポジウムの参加者は多いが、市民と連携して文化財の保護活用を図るよ

うな試みが必要と考える。 

《次年度における改善策》 

市指定文化財の見直し作業は建造物（石造）を進める。 

引き続き、両宮山古墳に関する史跡シンポジウムを開催する。 

１８ 事業名 文化財保護啓発事業 主担当課 社会教育課 

事
業
内
容 

事業方針 

市内文化財の情報収集に努め、有識者の指導を受けながら調査・研究を行うことで適切な

保護・整備を推進するとともに、文化財の案内看板整備や価値を広めるための講座・見学会

の開催、ホームページ等を通じた情報発信を行い、文化財の活用を進める。 

事業の対象 
調査・保存・整備：指定文化財をはじめとする市内文化財 

普及啓発活動：市民、市外からの来訪者 

連携・協働の相手 
調査・保存・整備：所有者、地元住民 

普及啓発活動：関係部署 

取組内容 

及び目標 

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

・文化財保護委員会議の開催 

・史跡シンポジウムの開催 

・歴史ウォーキングの開催 

・文化財案内看板の設置、パンフレ

ット等の刊行 

⇒ ⇒ 

２，７７５千円 ３，０００千円 ３，０００千円 
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１９ 事業名 史跡保存整備事業 主担当課 社会教育課 

事
業
内
容 

事業方針 

両宮山古墳は、崩落や破損が進んでいる墳丘を修復する。修復に当たっては、事

前に発掘調査を行い、有識者の助言を得ながら修復方法の検討を行う。 

備前国分寺跡は、見学者が歴史を体感できるよう、整備内容を検討する。 

事業の対象 史跡両宮山古墳、備前国分寺跡 

連携・協働の相手 所有者、地元住民、国県有識者（第二次山陽遺跡整備委員ほか）等 

取組内容 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

・第二次山陽遺跡整備委員会の開催 
・両宮山古墳の修復方法の

検討 

・備前国分寺跡講堂の整備 

・両宮山古墳の墳丘の修

復工事及び発掘調査報告

書の刊行 

 

・両宮山古墳の墳丘の

修復工事 

９，３９６千円 ３５，３９９千円 ３９，５４２千円 

実
施
状
況 

《平成２８年度の事業実績・効果》 達成度 ５ 

史跡保存整備に対し有識者から助言を受けるため第二次山陽遺跡整備委員会を開催：7 月 14 日、2

月 9日に開催。 

両宮山古墳の墳丘裾の修復工事のための基本設計を策定。 

備前国分寺跡保存整備工事の第Ⅰ期 8 年目を実施し、講堂の立体表示や解説板を設置した。講堂

地区の工事が完了したため、現地見学会を開催：3月 18日⇒参加者 50名 

《事業実施による課題》 

両宮山古墳の墳丘修復工事に向け、具体的な地元調整が必要。 

備前国分寺跡の整備完了地区の活用方法の検討が必要で、未整備地区の早期の施工が望まれ

る。 

《次年度における改善策》 

両宮山古墳の墳丘修復工事の 1か年目を地元や設計業者等と円滑に協議し進める。 

 

１９ 事業名 史跡保存整備事業 主担当課 社会教育課 

事
業
内
容 

事業方針 

両宮山古墳は、崩落や破損が進んでいる墳丘を修復する。修復に当たっては、事

前に発掘調査を行い、有識者の助言を得ながら修復方法の検討を行う。 

備前国分寺跡は、見学者が歴史を体感できるよう、整備内容を検討する。 

事業の対象 史跡両宮山古墳、備前国分寺跡 

連携・協働の相手 所有者、地元住民、国県有識者（第二次山陽遺跡整備委員ほか）等 

取組内容 

及び目標 

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

・第二次山陽遺跡整備委員会の開催 

・両宮山古墳の墳丘の修復

工事及び発掘調査報告書の

刊行 

・両宮山古墳の墳丘の

修復工事 

 

・両宮山古墳の墳丘の修

復工事 

 

３５，３９９千円 ３９，５４２千円 ４０，５００千円 
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２０ 事業名 芸術文化活動推進事業 主担当課 社会教育課 

事
業
内
容 

事業方針 

地域における文化を大切にし、次世代へ継承していくため、文化協会等社会教育

関係団体の育成や活性化に向けた支援を行うほか、社会教育と学校教育活動が連

携した芸術・文化活動及び情操教育を推進し、一流の文化芸術を生で鑑賞する質の

高い文化芸術活動の推進を図る。その他、公民館における実生活に即した学習活

動及び文化活動を推進する。 

事業の対象 すべての市民 

連携・協働の相手 
社会教育関係団体、赤磐市内の小中学校、赤磐市立公民館グループ・いきいき交

流センターグループ 

取組内容 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

・文化協会等社会教育関係団体の育成・活性化に向けた支

援（社会教育関係団体の登録及び企画提案事業の実施） 

・一流の文化芸術を生で鑑賞する質の高い文化芸術活動

の推進 

・公民館における実生活に即した学習活動及び文化活動の

推進 

⇒ ⇒ 

１，９３９千円 ２，５００千円 ２，５００千円 

実
施
状
況 

《平成２８年度の事業実績・効果》 達成度 ４ 

○社会教育関係団体の登録確認、企画提案型補助金制度の審査を実施した。また、各団体の資質向上のた

め、指導助言を行った。⇒継続審査９団体、新規登録団体審査１団体、企画提案型補助事業審査１３事業、次

年度補助事業審査１２事業 

○一流の文化芸術を鑑賞するため、「次代を担う子どもの文化芸術体験事業」を実施した。⇒市内７小学校 

○あかいわアートラリー2016 の開催⇒市内 11 か所で作家による作品展示やワークショップによる市民がアート

と触れあえる場を提供し、10,801名が参加した。 

《事業実施による課題》 

引き続き、芸術文化活動の推進を図る必要がある。また、その活動をいかに市民に広く周知するか

啓発の工夫が必要である。 

《次年度における改善策》 

魅力ある事業を展開するとともに、広報誌・HP 等を活用して情報の発信を行い、市民へ広く周知を図

る。 

２０ 事業名 芸術文化活動推進事業 主担当課 社会教育課 

事
業
内
容 

事業方針 

地域における文化を大切にし、次世代へ継承していくため、文化協会等社会教育

関係団体の育成や活性化に向けた支援を行うほか、社会教育と学校教育活動が連

携した芸術・文化活動及び情操教育を推進し、一流の文化芸術を生で鑑賞する質の

高い文化芸術活動の推進を図る。その他、公民館における実生活に即した学習活

動及び文化活動を推進する。 

事業の対象 すべての市民 

連携・協働の相手 
社会教育関係団体、赤磐市内の小中学校、赤磐市立公民館グループ・いきいき交

流センターグループ 

取組内容 

及び目標 

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

・文化協会等社会教育関係団体

の育成・活性化に向けた支援 

・一流の文化芸術を生で鑑賞する

質の高い文化芸術活動の推進 

・公民館における実生活に即した

学習活動及び文化活動の推進 

⇒ ⇒ 

２，５００千円 ２，５００千円 ２，５００千円 
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２１ 事業名 永瀬清子の里づくり事業 主担当課 社会教育課 

事
業
内
容 

事業方針 
赤磐市出身の詩人・永瀬清子を通じて郷土への理解と愛着を深めるため、永瀬清

子賞詩作品の募集や詩の創作講座、朗読会等の文化芸術活動を推進する。 

事業の対象 市民 

連携・協働の相手 県内小中学校、市公民館、いきいき交流センター、県内関係文化施設、大学等 

取組内容 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

・永瀬清子賞（詩作品コンクー

ル）の実施（応募点数 510 点 

応募校数 31校） 

・詩の創作講座の開催 

・関係資料の整理及び公開 

・朗読会の開催 

 

・永瀬清子賞（詩作品コン

クール）の実施（応募点数

520 点 応募校数 32校） 

・詩の創作講座の開催 

・関係資料の整理及び公

開 

・朗読会の開催 

永瀬清子賞（詩作品コンク

ール）の実施（応募点数 520

点 応募校数 32校） 

・詩の創作講座の開催 

・関係資料の整理及び公開 

・朗読会の開催 

４，４２８千円 ４，９１６千円 ４，９１６千円 

実
施
状
況 

《平成２８年度の事業実績・効果》 達成度 ４ 

第 14回永瀬清子賞詩作品募集 ⇒ 応募点数 437点、応募校数 31校 

詩創作教室開催 ⇒ 開催校：小学校 1校（60人・9月 28 日）、中学校 1校（47人・7月 11 日/12日） 

市民対象の現代詩講座「詩のピクニック」（年 11 回・うち 1 回は公開講座）実施 ⇒ 例会受講者 10 人 公開講

座受講者 38人 

啓発チラシ「もっと知りたい永瀬清子」2000枚、『資料集―永瀬清子の詩の世界 第 4集』500部、チラシ「永瀬清

子が作詩・校閲・補作した校歌」1000 枚、平成 28 年の永瀬清子についての動向をまとめた年報（第 12 号）200

部作成 ⇒ 国公立図書館・大学図書館・文学館等に配布・寄贈 

永瀬清子展示室企画展（年 3回・関連行事 1回）を開催し、中央図書館、赤坂公民館、吉井公民館でも展示を実

施。 ⇒ 企画展関連行事参加者 26人 

第 20回朗読会「永瀬清子の詩の世界」開催（2月 12日） ⇒ 参加者 308人 

継続的な種々の取り組みにより、広い世代かつ様々な興味関心をもつ層に応じた詩の魅力を伝えることができ

た。永瀬清子と親交をもつ著名人や地元の関係者からの資料寄贈・情報提供により資料収集・展示・記録を行う

ことで、効率的な事業の実施ができた。 

《事業実施による課題》 

永瀬清子賞への市内全校の応募ならびに応募校数、応募点数の増加。 

《次年度における改善策》 

永瀬清子賞への市内全校の応募ならびに応募校数と応募点数の増加のために、引き続き市内小中

学校への呼びかけとともに、永瀬清子が校歌を作詞した小中学校にも応募の呼びかけを行う。 

２１ 事業名 永瀬清子の里づくり事業 主担当課 社会教育課 

事
業
内
容 

事業方針 
赤磐市出身の詩人・永瀬清子を通じて郷土への理解と愛着を深めるため、永瀬清

子賞詩作品の募集や詩の創作講座、朗読会等の文化芸術活動を推進する。 

事業の対象 市民 

連携・協働の相手 県内小中学校、市公民館、いきいき交流センター、県内関係文化施設、大学等 

取組内容 

及び目標 

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

永瀬清子賞（詩作品コンクー

ル）の実施（応募点数 520点 

応募校数 32校） 

・詩の創作講座の開催 

・関係資料の整理及び公開 

・朗読会の開催 

・永瀬清子賞（詩作品コンク

ール）の実施（応募点数

520 点 応募校数 32校） 

・詩の創作講座の開催 

・関係資料の整理及び公開 

・朗読会の開催 

・永瀬清子賞（詩作品コンク

ール）の実施（応募点数

520点 応募校数 32校） 

・詩の創作講座の開催 

・関係資料の整理及び公開 

・朗読会の開催 

４，９１６千円 ４，９１６千円 ４，９１６千円 
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【重点戦略Ⅰ】経済・産業に活力があり、ひとが集まるまちを創る 

【戦略プログラム】強い農業の確立プログラム 
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２２ 事業名 多様な担い手の確保・育成 主担当課 農林課 

事
業
内
容 

事業方針 
生産組織、関係機関と連携し、新規就農者の支援体制を整えるとともに農業経営

基盤が整うまでの期間を支援する。 

事業の対象 新規就農者、研修者、県農業大学校生 

連携・協働の相手 生産組織（研修受入農家）、ＪＡ、県農業大学校、県農業普及指導センター 

取組内容 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

・新規就農者支援（農林業就業

奨励金、農大生就農奨励金） 

・新規就農者の農地、住居の確

保支援（新規就農総合支援事

業補助金） 

・新規就農者の研修体制の整

備（栽培技術、農業経営塾（仮

称）） 

・施設・農業機械の導入支援

（農業近代化資金、新規就農経

営支援事業（施設機械補助）） 

・農業者の育成確保（農業制度

資金利子補給事業） 

・新規就農者支援（農林業就業奨

励金、農大生就農奨励金） 

・新規就農者の農地、住居の確保

支援（新規就農総合支援事業補助

金） 

・新規就農者の研修体制の整備

（栽培技術、農業経営塾（仮称）） 

・施設・農業機械の導入支援（農業

近代化資金、新規就農経営支援

事業（施設機械補助）） 

・農業者の育成確保（農業制度資

金利子補給事業） 

・新規就農者支援（農林業就業

奨励金、農大生就農奨励金） 

・新規就農者の農地、住居の確

保支援（新規就農総合支援事

業補助金） 

・新規就農者の研修体制の整

備（栽培技術、農業経営塾（仮

称）） 

・施設・農業機械の導入支援

（農業近代化資金、新規就農経

営支援事業（施設機械補助）） 

・農業者の育成確保（農業制度

資金利子補給事業） 

３１，０００千円 ３７，７３２千円 ４８１，０００千円 

実
施
状
況 

《平成２８年度の事業実績・効果》 達成度 ４ 

農林業就業奨励金奨励金 ３件 ３３０千円 

新規就農総合支援事業補助金（青年就農給付金経営開始型） 延べ７人 １１，２５０千円 

研修体制の整備（是里体験農園）・・・是里地域資源活用協議会 

農業経営者クラブ活動費 １３５千円 

利子補給等  全１９件  ２０５千円 

《事業実施による課題》 

就農者の増加や社会環境の変化で、新しいパターンの就農形態が想定される。国や県の動向を見な

がら、支援に努める。 

《次年度における改善策》 

就農支援センター設置による支援 

２２ 事業名 多様な担い手の確保・育成 主担当課 農林課 

事
業
内
容 

事業方針 
生産組織、関係機関と連携し、新規就農者の支援体制を整えるとともに農業経営

基盤が整うまでの期間を支援する。 

事業の対象 新規就農者、研修者、県農業大学校生 

連携・協働の相手 生産組織（研修受入農家）、ＪＡ、県農業大学校、県農業普及指導センター 

取組内容 

及び目標 

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

・新規就農者支援 

・新規就農者の農地、住居

の確保支援 

・新規就農者の研修体制

の整備 

・施設・農業機械の導入支

援 

・農業者の育成確保 

・新規就農者支援 

・新規就農者の農地、住

居の確保支援 

・新規就農者の研修体制

の整備 

・施設・農業機械の導入

支援 

・農業者の育成確保 

・新規就農者支援 

・新規就農者の農地、住

居の確保支援 

・新規就農者の研修体制

の整備 

・施設・農業機械の導入

支援 

・農業者の育成確保 

 

 

３７，７３２千円 ４８１，０００千円 ３６，０００千円 
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２３ 事業名 地域の担い手リーダー育成 
主担当

課 
農林課 

事
業
内
容 

事業方針 
集落営農組織化、法人化を推進することで、地域の農業を担うリーダーを育成する。 

機械の共同利用、共同農作業により、低コスト化・効率化を目指す。 

事業の対象 集落営農組織 

連携・協働の相手 ＪＡ、県農業普及指導センター 

取組内容 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

・集落営農組織化、法人化

推進 

・機械の共同利用、共同農

作業化 

・経営体育成支援事業補

助金 

・農業経営基盤強化資金 

・集落営農組織化、法人化

推進 

・機械の共同利用、共同農

作業化 

・経営体育成支援事業補助

金 

・農業経営基盤強化資金 

・集落営農組織化、法人

化推進 

・機械の共同利用、共同

農作業化 

・経営体育成支援事業補

助金 

・農業経営基盤強化資金 

３，０００千円 ３，０００千円 ３，０００千円 

実
施
状
況 

《平成２８年度の事業実績・効果》 達成度 ４ 

担い手確保・経営強化対策支援  ３件  ８,１１１千円 

《事業実施による課題》 

経営体育成事業補助金について、人・農地プランと農地中間管理機構の活用が要件に加わるなど、使

いにくくなった。 

《次年度における改善策》 

国の動向等を見据えながら、担い手の育成に努める。 

２３ 事業名 地域の担い手リーダー育成 主担当課 農林課 

事
業
内
容 

事業方針 
集落営農組織化、法人化を推進することで、地域の農業を担うリーダーを育成する。 

機械の共同利用、共同農作業により、低コスト化・効率化を目指す。 

事業の対象 集落営農組織 

連携・協働の相手 ＪＡ、県農業普及指導センター 

取組内容 

及び目標 

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

・集落営農組織化、法人化

推進 

・機械の共同利用、共同農

作業化 

・経営体育成支援事業補

助金 

・農業経営基盤強化資金 

・集落営農組織化、法人化

推進 

・機械の共同利用、共同農

作業化 

・経営体育成支援事業補助

金 

・農業経営基盤強化資金 

・集落営農組織化、法人

化推進 

・機械の共同利用、共同

農作業化 

・経営体育成支援事業補

助金 

・農業経営基盤強化資金 

３，０００千円 ３，０００千円 ３，０００千円 
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２４ 事業名 農産物の品質向上、生産振興 主担当課 農林課 

事
業
内
容 

事業方針 
ＧＡＰ認証や地理的表示などによる農産物の高付加価値化や施設整備による品

質の向上と安定出荷を図り、農家所得の確保を図る。 

事業の対象 生産組織 

連携・協働の相手 県、ＪＡ、普及指導センター 

取組内容 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

・ＧＡＰ認証取得支援 

・果樹の苗や施設整備等への補

助（園芸産地供給強化事業、園

芸施設整備補助金） 

・新技術の研究の支援（次世代

フルーツ生産団地強化事業） 

・是里地域資源活用 

・園芸作物担い手支援事業 

 

 
 

⇒ ⇒ 

１７，１３２千円 １７，１３２千円 １７，１３２千円 

実
施
状
況 

《平成２８年度の事業実績・効果》 達成度 ４ 

ＧＡＰ認証取得支援のための勉強会  ２８５千円 

白桃の供給力強化対策事業 ＪＡモモ部会 ４３，３８２千円 

次世代フルーツ生産団地強化事業 ＪＡモモ部会 ブドウ生産協議会 ２７，７５０千円 

是里地域資源活用 ８，１０６千円 

《事業実施による課題》 

ＧＡＰは認証取得が毎年必要であり、継続的な経費負担を生じる。 

《次年度における改善策》 

ＪＡ補助金等の有効活用 

２４ 事業名 農産物の品質向上、生産振興 主担当課 農林課 

事
業
内
容 

事業方針 
ＧＡＰ認証や地理的表示などによる農産物の高付加価値化や施設整備による品

質の向上と安定出荷を図り、農家所得の確保を図る。 

事業の対象 生産組織 

連携・協働の相手 県、ＪＡ、普及指導センター 

取組内容 

及び目標 

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

・ＧＡＰ認証取得支援 

・果樹の苗や施設整備等へ

の補助（園芸産地供給強化

事業、園芸施設整備補助

金） 

・新技術の研究の支援（次世

代フルーツ生産団地強化事

業） 

・是里地域資源活用 

・園芸作物担い手支援事業 

⇒ ⇒ 

１７，１３２千円 １７，１３２千円 １７，１３２千円 
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２５ 事業名 農産物の販路拡大 主担当課 農林課 

事
業
内
容 

事業方針 

加工品の開発、学校給食への地場食材の利用拡大、農産物の６産業化により販売方法の

多様化を図る。また、国内にとどまらず、海外市場も視野に引き続き販路拡大に取り組むこと

とし、オールあかいわ宣伝隊等、赤磐市のＰＲ活動とあわせて実施する。 

事業の対象 モモ、ブドウ等の果物、野菜 

連携・協働の相手 
ＪＡ、オールあかいわ宣伝隊、赤磐ふるさとの味研究会、あかいわ地場食材地産地消推進協

議会 

取組内容 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

・オールあかいわ宣伝隊等による

ＰＲ活動 

・海外市場におけるモモ、ぶどう

の試験販売 

・学校給食地場食材利用拡大モ

デル事業による学校給食におけ

る地域農産物の利用拡大 

⇒ ⇒ 

３，３５６千円 ３５０千円 ３５０千円 

実
施
状
況 

《平成２８年度の事業実績・効果》 達成度 ４ 

・ＦＯＯＤ ＥＸＰＯ2016 に出展（8/11～13  白桃、ブドウ、加工品をＰＲ） 

・あかいわ地域商社の設立 

・あかいわを食べようプロジェクト：集出荷システム、鮮度維持装置の導入、地場食材地産地消推進

協議会開催  

《事業実施による課題》 

海外への販路の拡大には、輸送コスト、輸送リスクの低減が必要である。ビジネスパートナーとなる

バイヤーとのマッチングも課題である。 

地場食材の安定的な生産～流通～消費体制の整備 

《次年度における改善策》 

岡山大学と連携し、白桃、ブドウの輸送試験を行う。 

生産量の増加、年間を通しての品ぞろえ、集荷・納品対策等の試行 

２５ 事業名 農産物の販路拡大 主担当課 農林課 

事
業
内
容 

事業方針 

加工品の開発、学校給食への地場食材の利用拡大、農産物の６産業化により販

売方法の多様化を図る。また、国内にとどまらず、海外市場も視野に引き続き販路

拡大に取り組むこととし、オールあかいわ宣伝隊等、赤磐市のＰＲ活動とあわせて実

施する。 

事業の対象 モモ、ブドウ等の果物、野菜 

連携・協働の相手 
ＪＡ、オールあかいわ宣伝隊、赤磐ふるさとの味研究会、あかいわ地場食材地産地

消推進協議会 

取組内容 

及び目標 

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

・オールあかいわ宣伝隊等に

よるＰＲ活動 

・海外市場におけるモモ、ぶど

うの試験販売 

・学校給食地場食材利用拡大

モデル事業による学校給食に

おける地域農産物の利用拡大 

⇒ ⇒ 

３，３５６千円 ３５０千円 ３５０千円 
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２６ 事業名 多面的機能向上対策事業 主担当課 農林課 

事
業
内
容 

事業方針 

農業・農村の有する多面的機能（国土保全、水源涵養、自然環境保全、良好な景

観等）の維持・発揮を図るため、農地や農業用施設の維持管理等行う地域の共同活

動に対して支援を行い、地域資源の適切な保全管理を推進する。 

事業の対象 赤磐市内における農業振興地域内の農地及び農業用施設等 

連携・協働の相手 多面的機能の維持等を行う活動組織 

取組内容 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

・多面的機能支払交付金事業

の活用による支援 

・中山間地域等直接支払事業

の活用による支援 

⇒ ⇒ 

９７，７９３千円 １１０，１９２千円 １１５，０００千円 

実
施
状
況 

《平成２８年度の事業実績・効果》 達成度 ４ 

多面的機能支払交付金    ２組織増  計１５組織  １１，４２６千円 

中山間地域等直接支払い事業  計４４組織  ５１３ha  ８５，０８７千円 

《事業実施による課題》 

活動組織内の中心となる人材の確保 

《次年度における改善策》 

前年度に引き続き、普及啓発を行う。 

２６ 事業名 多面的機能向上対策事業 主担当課 農林課 

事
業
内
容 

事業方針 

農業・農村の有する多面的機能（国土保全、水源涵養、自然環境保全、良好な景

観等）の維持・発揮を図るため、農地や農業用施設の維持管理等行う地域の共同活

動に対して支援を行い、地域資源の適切な保全管理を推進する。 

事業の対象 赤磐市内における農業振興地域内の農地及び農業用施設等 

連携・協働の相手 多面的機能の維持等を行う活動組織 

取組内容 

及び目標 

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

・多面的機能支払交付金事業

の活用による支援 

・中山間地域等直接支払事業

の活用による支援 

⇒ ⇒ 

１１０，１９２千円 １１５，０００千円 １２０，０００千円 
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２７ 事業名 農作物への鳥獣対策事業 主担当課 農林課 

事
業
内
容 

事業方針 

鳥獣による農作物被害は、農業所得の減少、営農意欲の低下による耕作放棄地の増加等につがる

ため、農作物を柵などで囲う防護、鳥獣の捕獲による個体数調整、鳥獣被害を受けにくい地域づくり等

の対策を行う。 

事業の対象 被害のある集落の地域住民、狩猟者、その他関係機関 

連携・協働の相手 被害のある集落の地域住民、狩猟者、その他関係機関 

取組内容 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

・狩猟者による野生鳥獣の捕獲推進・

個体数調整 

・鳥獣被害防止対策協議会の開催 

・農作物被害防止対策事業（防護柵

整備等） 

・有害鳥獣対策セミナーの開催 

・鳥獣被害対策実施隊の活動推進 

・狩猟者の安定的確保と若年層増の

促進 

・鳥獣被害防止対策協議会の開催 

・農作物被害防止対策事業（防護柵整

備等） 

・有害鳥獣対策セミナーの開催 

・設置済み捕獲柵の有効活用 

・サル等の多様化する獣種への被害

対策 

⇒ 

２９，６０１千円 ３３，７４０千円 ３３，７４０千円 

実
施
状
況 

《平成２８年度の事業実績・効果》 達成度 ４ 

・平成２７年度より狩猟免許の新規取得者に対する補助金制度を設け、平成２８年度には４名増加し、狩猟者は２６年度ま

では減少の一途をたどっていたが、２７年度から２年連続での増加となった。捕獲頭数はイノシシ・シカ・ヌートリア等の主要

な鳥獣は軒並み前年度比増となった。 

・協議会の開催により、各方面の意見・提案を集約。１歩踏み込んだ鳥獣対策に向けた具体的な協議を行った。 

・平成２８年度の防護柵設置延長は３７，８６２ｍ。集落全体で取り組む大規模防護柵の設置を１地区で実施。イノシシ被害

の大幅減に繋がった。 

・実施隊員１０名が岡山県主催の鳥獣被害対策推進リーダー研修を受講。各地域で、防護柵の設置方法の指導や被害軽

減対策の提案等を行っている。 

《事業実施による課題》 

・狩猟者の高齢化対策（平均年齢６５歳超） 

・設置済み捕獲柵の管理 

・鳥獣の多様化（サル・アライグマ・ツキノワグマ等） 

《次年度における改善策》 

・若年層の狩猟者確保に向けた対策（広報活動等） 

・設置済み捕獲柵の情報を猟友会と共有し、効率的な活用を行う。 

・多様化する鳥獣被害への対応（各種講習会や先進事例視察） 

２７ 事業名 農作物への鳥獣対策事業 主担当課 農林課 

事
業
内
容 

事業方針 

鳥獣による農作物被害は、農業所得の減少、営農意欲の低下による耕作放棄地の増加等につがる

ため、農作物を柵などで囲う防護、鳥獣の捕獲による個体数調整、鳥獣被害を受けにくい地域づくり等

の対策を行う。 

事業の対象 被害のある集落の地域住民、狩猟者、その他関係機関 

連携・協働の相手 被害のある集落の地域住民、狩猟者、その他関係機関 

取組内容 

及び目標 

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

・狩猟者の安定的確保と若年層増の促進 

・鳥獣被害防止対策協議会の開催 

・農作物被害防止対策事業（防護柵整備

等） 

・有害鳥獣対策セミナーの開催 

・設置済み捕獲柵の有効活用 

・サル等の多様化する獣種への被害対策 

⇒ ⇒ 

３３，７４０千円 ３３，７４０千円 ３３，７４０千円 
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２８ 事業名 農作業の省力化、規模拡大 主担当課 農林課 

事
業
内
容 

事業方針 
大規模な園芸施設の導入により規模拡大・作業の省力化を図ることにより、農家

所得の向上を図る。 

事業の対象 野菜栽培組織 

連携・協働の相手 ＪＡ、県農業普及指導センター 

取組内容 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

・次世代園芸施設の導入

検討。 

・水稲に代わる品目として

の野菜栽培の振興 

・次世代園芸施設の導入

検討。 

・水稲に代わる品目として

の野菜、花類栽培の振興 

・次世代園芸施設の導入

検討。 

・ＩＴの活用による省力化

の推進。 

・水稲に代わる品目として

の野菜栽培の振興 
２，４７１千円 ３，０００千円 ３，０００千円 

実
施
状
況 

《平成２８年度の事業実績・効果》 達成度 ４ 

・平成２８年度から実施している補助制度。１０名から申込みがあり、９名実施。 

・野菜栽培の規模拡大による農業振興や周年出荷による農家の所得の向上。 

《事業実施による課題》 

・補助事業の条件の見直しが必要。 

《次年度における改善策》 

・補助事業の条件の見直し 

２８ 事業名 農作業の省力化、規模拡大 主担当課 農林課 

事
業
内
容 

事業方針 
大規模な園芸施設の導入により規模拡大・作業の省力化を図ることにより、農家

所得の向上を図る。 

事業の対象 野菜栽培組織 

連携・協働の相手 ＪＡ、県農業普及指導センター 

取組内容 

及び目標 

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

・次世代園芸施設の導入

検討。 

・水稲に代わる品目として

の野菜栽培の振興 

・次世代園芸施設の導入検

討。 

・ＩＴの活用による省力化の

推進。 

・水稲に代わる品目として

の野菜栽培の振興 

・次世代園芸施設の導

入検討。 

・ＩＴの活用による省力

化の推進。 

・水稲に代わる品目とし

ての野菜栽培の振興 

３，０００千円 ３，０００千円 ３，０００千円 



37 

 

 

 

  

２９ 事業名 耕畜連携の推進 主担当課 農林課 

事
業
内
容 

事業方針 飼料用米への転換を促進する。 

事業の対象 水稲生産農家 

連携・協働の相手 ＪＡ 

取組内容 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

・交付金を活用した飼料

用米への転換促進 

・交付金を活用した飼料

用米への転換促進 

平成３０年以降の国制度

が不明 

収量に応じ 55～105千円 収量に応じ 55～105千円 - 千円 

実
施
状
況 

《平成２８年度の事業実績・効果》 達成度 ４ 

・赤坂  資源循環型  １件 （３８，０４３㎡） 

・熊山  わら利用    ５件 （可真下２支部 ６１，３９８㎡、個人４件 ４１，７２３㎡） 

《事業実施による課題》 

市内や近隣地域の酪農家との耕畜連携を図りながら多収品種の導入を勧めるとともに、契約栽培を

通じて需要に応じた生産数量を確保していく必要がある。 

《次年度における改善策》 

国の新たな食料・農業・農村基本計画に基づき、飼料用米等の生産拡大を推進し、水田活用の直接

支払交付金など必要な支援を実施する。 

２９ 事業名 耕畜連携の推進 主担当課 農林課 

事
業
内
容 

事業方針 飼料用米への転換を促進する。 

事業の対象 水稲生産農家 

連携・協働の相手 ＪＡ 

取組内容 

及び目標 

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

・交付金を活用した飼料用

米への転換促進 

平成３０年以降の国制度

が不明 

平成３０年以降の国制度

が不明 

収量に応じ 55～105千円 - 千円 ― 千円 
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３０ 事業名 担い手への農地集積 主担当課 農林課 

事
業
内
容 

事業方針 

農業の規模拡大や効率的な農作業機械の利用による農家所得の向上を図るた

め、また、耕作放棄地の発生防止を図るため、担い手に優良農地の集積・連反化を

進める。 

事業の対象 
廃業や経営部門の廃止等により耕作できなくなる農地 

集約の相手方は、担い手農家、認定農業者、農業生産法人、新規就農者等 

連携・協働の相手 農地中間管理機構 

取組内容 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

・農地はつらつ集積事業 

・農地集積促進事業 

・農地中間管理事業 

・農地はつらつ集積事業 

・農地集積促進事業 

・農地中間管理事業 

・農地はつらつ集積事業 

・農地集積促進事業 

・農地中間管理事業 
１４，７８７千円 １３，１４８千円 １４，０００千円 

実
施
状
況 

《平成２８年度の事業実績・効果》 達成度 ４ 

農地はつらつ集積事業  支払実績：１２１ha   １０，２９６千円 

農地集積促進事業  支払実績： １７ha      ５０５千円 

農地中間管理事業  支払実績：２８ha   ３，９８６千円 

《事業実施による課題》 

農地中間管理事業については、制度の周知が十分とは言えない。 

 

《次年度における改善策》 

県、機構と連携し、周知化を図る。また多面的機能支払交付金事業を活用し、担い手への支援をおこ

なえるような取り組みを目指す。 

３０ 事業名 担い手への農地集積 主担当課 農林課 

事
業
内
容 

事業方針 

農業の規模拡大や効率的な農作業機械の利用による農家所得の向上を図るた

め、また、耕作放棄地の発生防止を図るため、担い手に優良農地の集積・連反化を

進める。 

事業の対象 
廃業や経営部門の廃止等により耕作できなくなる農地 

集約の相手方は、担い手農家、認定農業者、農業生産法人、新規就農者等 

連携・協働の相手 農地中間管理機構 

取組内容 

及び目標 

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

・農地はつらつ集積事業 

・農地集積促進事業 

・農地中間管理事業 

・農地はつらつ集積事業 

・農地集積促進事業 

・農地中間管理事業 

・農地はつらつ集積事業 

・農地集積促進事業 

・農地中間管理事業 

１３，１４８千円 １４，０００千円 １４，０００千円 
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３１ 事業名 生産基盤の整備 主担当課 建設課 

事
業
内
容 

事業方針 
農業後継者・新規就農者・認定農業者の確保・育成、農地の流動化促進、労働力

の省力化による生産コスト削減等を目的に、農業生産基盤の整備を行う。 

事業の対象 農地、農道、農業集落道、農業用用排水施設 

連携・協働の相手 県、地元地区及び受益者 

取組内容 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

・農業用排水施設整備の実施 

・農道及び農業集落道整備の実施 

・ほ場整備の実施 

⇒ ⇒ 

５０，５００千円 ４５，０００千円 ４５，０００千円 

実
施
状
況 

《平成２８年度の事業実績・効果》 達成度 ４ 

津崎水路       L=128ｍをボックスカルバート、L=275ｍを L型水路 

尾谷農道舗装    L=348ｍ 

下万吉農道舗装   L=752ｍ 

市内一円樋門改修 N=４基 

《事業実施による課題》 

県営事業で実施している事業について国の予算配分が減少傾向であり、全体的に工事が遅れてきて

いる。 

《次年度における改善策》 

早期完了に向け県へ要望していく。 

３１ 事業名 生産基盤の整備 主担当課 建設課 

事
業
内
容 

事業方針 
農業後継者・新規就農者・認定農業者の確保・育成、農地の流動化促進、労働力

の省力化による生産コスト削減等を目的に、農業生産基盤の整備を行う。 

事業の対象 農地、農道、農業集落道、農業用用排水施設 

連携・協働の相手 県、地元地区及び受益者 

取組内容 

及び目標 

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

・農業用排水施設整備の実施 

・農道及び農業集落道整備の実施 

・ほ場整備の実施 

⇒ ⇒ 

５５，０００千円 ４５，０００千円 ４５，０００千円 
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【重点戦略Ⅱ】安心して子育てができ、次代を担うひとが育つまちを創る 

【戦略プログラム】安心して家庭を築ける環境創出プログラム 
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３２ 事業名 多様な働き方の提案 主担当課 まち・ひと・しごと創生課 

事
業
内
容 

事業方針 
市民に「クラウドソーシング」という新しい働き方を紹介し、子育て世代やアクティブシニ

アといった、働くことをあきらめていた世代の収入確保に貢献する。 

事業の対象 フルタイムで働きに出るには時間的、地理的、その他の制約がある人 

連携・協働の相手 民間事業者 

取組内容 

平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 

・クラウドソーシング認知

セミナーの開催 

・クラウドソーシング体験

セミナーの開催 

・地域ディレクターの設置 

・クラウドソーシング認知セミナ

ーの開催 

・クラウドソーシング体験セミナ

ーの開催 

・地域ディレクターの育成によ

る高単価の仕事を受注できる

仕組みづくりの実施 

・スキルアップセミナーの開催 

・前年度事業に加え、 

当該事業が自立自走し

ていくための仕組みづく

りを行う。 

 

 

 

 
６，９０４千円 １１，５００千円 １８，１１０千円 

実
施
状
況 

《平成 28 年度の事業実績・効果》 達成度 ４ 

クラウドソーシングを周知するため、和気町と合同で初心者向けセミナーを開催：2月 25日、3月 4日の

２回開催 ⇒ 参加者 95名 

クラウドソーシングスキルアップセミナー及び自主勉強会の開催：２月８日、14 日、28 日、３月 14 日 ⇒ 

参加者 19名 

地域ディレクターを設置し、セミナー参加者へのフォローアップを行うことで不安なく仕事ができるサポー

ト体制を整えた。 

《事業実施による課題》 

地域ディレクターを設置することで、クラウドワーカーとして自立し、働き続けられるサポート体制を整え

ることはできたが、「安定した収入を稼ぐ」ためには、単価が高い仕事を受注できる体制をつくる必要が

ある。またワーカー個々のスキルアップも必要である。 

《次年度における改善策》 

地域ディレクターを育成し、単価が高い仕事を受注できる仕組みづくりを行う。また、幅広い案件の受注

ができるよう、専門的な知識を得られるような講座等を開催する。 

３２ 事業名 多様な働き方の提案 主担当課 まち・ひと・しごと創生課 

事
業
内
容 

事業方針 
市民に「クラウドソーシング」という新しい働き方を紹介し、子育て世代やアクティブシニ

アといった、働くことをあきらめていた世代の収入確保に貢献する。 

事業の対象 フルタイムで働きに出るには時間的、地理的、その他の制約がある人 

連携・協働の相手 民間事業者 

取組内容 

及び目標 

平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

・クラウドソーシングという新

しい働き方の紹介 

・クラウドソーシングを活用し

て仕事の受注ができるワー

カーの育成（20人） 

・地域ディレクター育成等に

よる高単価の仕事受注体制

の構築 

・クラウドソーシングを活

用して仕事の受注ができ

るワーカーの育成（20人） 

・当該事業が自立自走し

ていくための仕組みづくり 

・自走のためのフォローア

ップを行い、当該事業が継

続していくための支援を行

う。 

１１，５００千円 １８，１１０千円 ５，０００千円 
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３３ 事業名 世帯のニーズに対応した住宅助成の充実（市分譲宅地） 主担当課 都市計画課 

事
業
内
容 

事業方針 
定住促進奨励金等の活用により市北部の市分譲地への定住を促進させ、人口の

増加を図る。 

事業の対象 市民、赤磐市への転入を考えている市外在住者 

連携・協働の相手 県、民間事業者 

取組内容 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

・販売促進 

・定住促進奨励金の活用 

 

 

⇒ ⇒ 

１，６００千円 １，６００千円 １，６００千円 

実
施
状
況 

《平成２８年度の事業実績・効果》 達成度 ４ 

新聞広告で販売促進を図る。（岡山市内版２回 東備版４回） 

定住促進奨励金については交付実績なし 

交付期間延長に伴う制度改正 交付対象期限を H28.3→H31.3 末に延長 

《事業実施による課題》 

販売価格の設定に際し市場性を導入し販売促進を図る（H29.7 価格改定） 

H29.1 価格改定に伴う不動産鑑定評価を実施 H29△改訂 

《次年度における改善策》 

販売促進を図るため定住フェア（首都圏、関西圏等）、新聞等で積極的に PR 

従来どおりの PRでは効果希薄、新たな PR 策の検討が必要 

３３ 事業名 世帯のニーズに対応した住宅助成の充実（市分譲宅地） 主担当課 都市計画課 

事
業
内
容 

事業方針 
定住促進奨励金等の活用により市北部の市分譲地への定住を促進させ、人口の

増加を図る。 

事業の対象 市民、赤磐市への転入を考えている市外在住者 

連携・協働の相手 県、民間事業者 

取組内容 

及び目標 

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

・販売促進 

・定住促進奨励金の活用 ⇒ ⇒ 

１，６００千円 １，６００千円 1，６００千円 
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【重点戦略Ⅱ】安心して子育てができ、次代を担うひとが育つまちを創る 

【戦略プログラム】安心して出産・子育てができる環境創出プログラム 
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３４ 事業名 子ども医療費給付事業 
主担当

課 
健康増進課 

事
業
内
容 

事業方針 
子育てに係る経済的負担の軽減と、子どもの健康維持を目的として、保険診療に

係る総医療費のうち、保護者の自己負担分を助成する。 

事業の対象 市内に住所を有し、健康保険に加入する子ども 

連携・協働の相手 
医療機関、岡山県国民健康保険団体連合会、社会保険診療報酬支払基金岡山支

部 

取組内容 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

・中学生まで 

 無料／現物給付 

・高校生等 

 １割自己負担／償還給付 

・中学生まで 

 無料／現物給付 

・高校生等 

 １割自己負担／償還給付 

・高校生等を現物給

付化 

２３２，８０９千円 ２４１，５７０千円 ２４１，５７０千円 

実
施
状
況 

《平成２８年度の事業実績・効果》 達成度 ５ 

・医療費給付額   224,497,293 円   （うち高校生等 4,685,265 円） 

・医療費給付件数    110,653 件   （うち高校生等    2,829件） 

《事業実施による課題》 

・高校生等の給付方法を償還給付としているが、保護者の手続上の負担が大きい。 

《次年度における改善策》 

・高校生等の給付方法を現物給付化する。 

３４ 事業名 子ども医療費給付事業 主担当課 健康増進課 

事
業
内
容 

事業方針 
子育てに係る経済的負担の軽減と、子どもの健康維持を目的として、保険診療に

係る総医療費のうち、保護者の自己負担分を助成する。 

事業の対象 市内に住所を有し、健康保険に加入する子ども 

連携・協働の相手 
医療機関、岡山県国民健康保険団体連合会、社会保険診療報酬支払基金岡山支

部 

取組内容 

及び目標 

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

・中学生まで 

無料／現物給付 

・高校生等 

１割自己負担／償還給付 

・高校生等を現物給付化 

⇒ 

２４１，５７０千円 ２４１，５７０千円 ２４１，５７０千円 
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35 事業名 不妊・不育等治療助成事業 主担当課 健康増進課 

事
業
内
容 

事業方針 
不妊・不育治療に関する正しい知識の普及や、子どもを望むご夫婦の経済的負担

を少しでも軽減することを目的に、保険適用外の治療費の一部を助成する。 

事業の対象 不妊・不育治療を受けている夫婦 

連携・協働の相手 産科医療機関（制度の周知）、県（制度調整） 

取組内容 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

・不妊・不育治療にか

かる費用の一部助成 

・国、県の制度改正を

踏まえ、男性不妊治

療を追加した助成制

度の改正 

・不妊・不育治療にかかる費

用の一部助成 

 ⇒ 

２，０１７千円 ４，６００千円 ４，６００千円 

実
施
状
況 

《平成２８年度の事業実績・効果》 達成度 ４ 

・助成金額  2,016,377 円 

・助成件数       35件 

《事業実施による課題》 

・身体的、精神的な負担も大きいことも踏まえた支援を必要としている。 

《次年度における改善策》 

・経済的支援のみにとどまらず、正しい知識の普及や啓発、また、必要な場合は相談事業に繋いでい

けるよう制度のＰＲを行う。 

35 事業名 不妊・不育等治療助成事業 主担当課 健康増進課 

事
業
内
容 

事業方針 
不妊・不育治療に関する正しい知識の普及や、子どもを望むご夫婦の経済的負担

を少しでも軽減することを目的に、保険適用外の治療費の一部を助成する。 

事業の対象 不妊・不育治療を受けている夫婦 

連携・協働の相手 産科医療機関（制度の周知）、県（制度調整） 

取組内容 

及び目標 

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

・不妊・不育治療にかかる

費用の一部助成 

 

・不妊・不育治療にかかる

費用の一部助成 ⇒ 

４，６００千円 ４，６００千円 ４，６００千円 
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36 事業名 認定こども園整備事業 主担当課 子育て支援課 

事
業
内
容 

事業方針 

公立保育園再編事業の推進に当たり、赤坂地域統合保育園を保育所型認定こど

も園として開設する。また、吉井地域の保育園統合においても、地域や保護者の意

向を把握し、認定こども園としての開設を検討する。私立保育園の意向を踏まえて、

桜が丘地域を中心にした設置への支援を行う。 

事業の対象 赤坂・吉井地域の公立保育園、認定こども園への移行を計画する私立保育園 

連携・協働の相手 教育委員会、地域、民生児童委員 

取組内容 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

・造成工事 

・赤坂認定こども園開

設準備 

・桜が丘東認定こども

園施設整備補助 

 

・園舎建築工事 

・赤坂認定こども園開設準

備 

・赤坂認定こども園開設 

・桜が丘東認定こども園開

設 

・吉井地域保育園統合に関

する準備調査 

・旧赤坂地域保育園園舎解

体工事 

３３３，５１３千円 ２５６，０００千円 ５０,０００千円 

実
施
状
況 

《平成２８年度の事業実績・効果》 達成度 ３ 

・赤坂認定こども園造成工事実施、園舎建築工事着工 

・桜が丘東認定こども園開園にかかる施設整備補助 

《事業実施による課題》 

・園舎建築工事のおくれ（繰越） 

・附帯工事の早期完了 

《次年度における改善策》 

・H29.4.1 桜が丘東認定こども園（民間）開園 

・H29.10.1 赤坂認定こども園開園予定 

36 事業名 認定こども園整備事業 主担当課 子育て支援課 

事
業
内
容 

事業方針 

公立保育園再編事業の推進に当たり、赤坂地域統合保育園を保育所型認定こど

も園として開設する。また、吉井地域の保育園統合においても、地域や保護者の意

向を把握し、認定こども園としての開設を検討する。 

事業の対象 赤坂・吉井地域の公立保育園、認定こども園への移行を計画する私立保育園 

連携・協働の相手 教育委員会、地域 

取組内容 

及び目標 

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

・赤坂認定こども園開設 

・桜が丘認定こども園開設 

 

・旧赤坂地域保育園園舎解

体工事 

・吉井地域保育園統合に関

する準備調査 

 

・吉井地域統合保育園

の地元協議 

 

２５６，０００千円 ５０,０００千円 ５０，０００千円 



47 

  

37 事業名 母子保健事業 主担当課 健康増進課 

事
業
内
容 

事業方針 

核家族世帯の増加や地域のつながりの希薄化により、子育てに関して周囲の支援や協力

を得ることが難しい状況にあるため、保護者の子育てに関する不安の軽減を図り、安心して子

育てができる環境づくりを進める。 

事業の対象 市内の子育て世帯 

連携・協働の相手 
児童館、子育て支援センター、幼稚園・保育園・小学校・中学校等、地域の愛育委員や栄養委

員 

取組内容 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 
〈妊娠期〉・母子健康手帳の交付、妊婦一般健康診査、妊婦

訪問 

〈乳児期〉・先天性代謝異常等検査、新生児聴覚検査、乳児

一般健康診査、新生児訪問、乳児家庭全戸訪問事業（こんに

ちは赤ちゃん事業）、乳児健診（４か月児）、育児相談、未熟

児養育医療費給付事業 

〈幼児期〉・１歳６か月児健診、２歳６か月児歯科健診、３歳児

健診、育児相談、親子教室、心理・言語相談、要観察児教

室、幼児歯科教室 

〈その他〉・子育て講座、多胎児のつどい 

・地域の愛育委員や栄養委員と協働した活動 

⇒ ⇒ 

４５，６０５千円 ４５，６０５千円 ４５，６０５千円 

実
施
状
況 

《平成２８年度の事業実績・効果》 達成度 ４ 

安心して子育てのできる環境づくりを進める為、妊娠期からの支援体制の充実について、検討すると
ともに、保護者の育児力を高めるための、各種教室や講演会を企画し、実施した。 
また、地域の愛育委員や栄養委員と協働での活動を通して、育児についての知識の啓発や、世代間
の交流、子育て中の保護者同士の交流が図れるようにした。 

《事業実施による課題》 

健やか親子（第２次）の重点課題にも妊娠期からの児童虐待防止対策が掲げられているが、近年、家庭
環境等により妊娠中からの支援が必要な妊婦や、核家族化により家族からの協力を得ることが難しい家
庭もあり、、妊娠期からの出産・育児への切れ目ない支援体制づくりが重要である。 

《次年度における改善策》 

出産後の母親の育児負担の軽減を図るため、平成２９年度より妊娠・出産包括支援事業を実施す

る。 

37 事業名 母子保健事業 主担当課 健康増進課 

事
業
内
容 

事業方針 

核家族世帯の増加や地域のつながりの希薄化により、子育てに関して周囲の支

援や協力を得ることが難しい状況にあるため、保護者の子育てに関する不安の軽減

を図り、安心して子育てができる環境づくりを進める。 

事業の対象 市内の子育て世帯 

連携・協働の相手 
児童館、子育て支援センター、幼稚園・保育園・小学校・中学校等、地域の愛育委員

や栄養委員 

取組内容 

及び目標 

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 
〈妊娠期〉・母子健康手帳の交付、妊婦一般健康診査、妊婦

訪問 

〈乳児期〉・先天性代謝異常等検査、新生児聴覚検査、乳児

一般健康診査、新生児訪問、乳児家庭全戸訪問事業（こんに

ちは赤ちゃん事業）、乳児健診（４か月児）、育児相談、未熟

児養育医療費給付事業、産後ケア事業、産後子育てサポー

ター派遣事業 

〈幼児期〉・１歳６か月児健診、２歳６か月児歯科健診、３歳児

健診、育児相談、親子教室、心理・言語相談、要観察児教

室、幼児歯科教室 

〈その他〉・子育て講座、多胎児のつどい 

・地域の愛育委員や栄養委員と協働した活動 

⇒ ⇒ 

４５，６０５千円 ４５，６０５千円 ４５，６０５千円 
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38 事業名 ２４時間電話健康相談事業 主担当課 健康増進課 

事
業
内
容 

事業方針 
２４時間体制で保健師や看護師等の医療スタッフがフリーダイヤル電話による健

康相談に対応する。 

事業の対象 市民 

連携・協働の相手 民間事業者 

取組内容 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

・２４時間対応の電話健康

相談の実施 ⇒ ⇒ 

３，６８２千円 ３，７２７千円 ３，７２７千円 

実
施
状
況 

《平成２８年度の事業実績・効果》 達成度 ５ 

年間の利用件数 2,721 件（月平均 226.7 件） 

相談者は３０代女性、６０代が多く、少数ではあるが、中学生や高校生の利用もあった。 

相談内容は「気になる身体の症状に関すること」「治療に関すること」「「夜間・休日の医療機関案内」

「ストレス・メンタルヘルスに関すること」などが主であった。 

利用者からは「不安の軽減につながっている」という感想を聞くことができている。 

愛育委員や栄養委員の協力、健診や講座での広報活動により他の自治体よりも利用実績が多い。 

《事業実施による課題》 

市民への周知の徹底のため、広報の方法の工夫。 

幅広い年齢層の市民から利用後の感想を得ることで利用しやすい事業にする。 

《次年度における改善策》 

適切な利用の仕方ができているかを把握し、赤磐消防本部と委託事業者と市が情報を共有できるよ

うな機会を設ける。 

38 事業名 ２４時間電話健康相談事業 主担当課 健康増進課 

事
業
内
容 

事業方針 
２４時間体制で保健師や看護師等の医療スタッフがフリーダイヤル電話による健

康相談に対応する。 

事業の対象 市民 

連携・協働の相手 民間事業者 

取組内容 

及び目標 

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

・２４時間対応の電話健康

相談の実施 ⇒ ⇒ 

３，７２７千円 ３，７２７千円 ３，７２７千円 
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39 事業名 県南東部圏域救急医療体制 主担当課 健康増進課 

事
業
内
容 

事業方針 
休日又は夜間における重症救急患者の医療確保が必要であるため、岡山県南東

部圏域の医療機関が連帯して輪番方式により内科・小児科の当番を実施する。 

事業の対象 市民 

連携・協働の相手 医師会、医療機関、県、岡山市 

取組内容 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

・病院群輪番制病院等運

営費補助金の支払を応分

負担し、病院群輪番を実

施する。 

⇒ ⇒ 

２，２３１千円 ２，２３１千円 ２，２３１千円 

実
施
状
況 

《平成２８年度の事業実績・効果》 達成度 ４ 

（平成 27年度実績）※平成 28年度実績は岡山市事務局において集計中 

病院群輪番制病院（岡山市立市民病院・済生会総合病院・川崎医大付属川崎病院・国立岡山病院・

岡山赤十字病院・岡山労災病院） 

取扱い患者数 休日 9,589人（うち救急車による患者数 902人） 夜間 19,969人（うち救急車による患

者数 3,587人） 

《事業実施による課題》 

患者数のうち約 85％が救急車ではなく自力等での受診であり、その中には軽症患者の割合が多くな

っている。 

《次年度における改善策》 

赤磐市としては、休日当番医の受診の仕方、赤磐市２４時間電話健康相談事業等の利用を周知し、

救急病院へのコンビニ受診の軽減対策を図る。 

39 事業名 県南東部圏域救急医療体制 主担当課 健康増進課 

事
業
内
容 

事業方針 
休日又は夜間における重症救急患者の医療確保が必要であるため、岡山県南東

部圏域の医療機関が連帯して輪番方式により内科・小児科の当番を実施する。 

事業の対象 市民 

連携・協働の相手 医師会、医療機関、県、岡山市 

取組内容 

及び目標 

平成２９年度 平成３０年度 平成 3１年度 

・病院群輪番制病院等運

営費補助金の支払を応分

負担し、病院群輪番を実

施する。 

⇒ ⇒ 

２，２３１千円 ２，２３１千円 ２，２３１千円 
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40 事業名 幼児クラブ育成事業 主担当課 健康増進課 

事
業
内
容 

事業方針 

保護者の子育てに関する不安の軽減を図り、安心して子育てができる環境づくり

のため、幼児クラブを中心に、地域で子育てをしている保護者同士のつながりが深ま

るように支援する。 

事業の対象 未就園児とその保護者 

連携・協働の相手 地域の愛育委員や栄養委員 

取組内容 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

・幼児クラブ連絡協議会（年

３回）を開催し、幼児クラブ

会員の交流や活動を支援

する。 

・幼児クラブを対象とした健

康教室の実施 

・地域の愛育委員や栄養委

員と協働した事業の実施 

⇒ ⇒ 

愛育・栄養委員活動に含む 愛育・栄養委員活動に含む 愛育・栄養委員活動に含む 

実
施
状
況 

《平成２８年度の事業実績・効果》 達成度 ４ 

幼児クラブ連絡協議会：平成 28 年 6 月 2 日・10 月 13 日、平成 29 年 2 月 17 日の 3 回開催⇒参加

者延べ 43名。幼児クラブ連絡協議会等をとおして、地域活性や組織育成、育児環境整備を行った。 

幼児クラブリーダー講習会（子育て講座と合わせて実施）：8月 10日開催⇒参加者 53名（全体） 

幼児クラブを対象とした健康教室：11回開催⇒参加者延べ 親 82名 幼児 78名 乳児 15名 

愛育委員・栄養委員と協働した事業：健やか親子交流会 

《事業実施による課題》 

幼児クラブの会員数が減少している地区があるため、新規加入者が増え継続運営できるように啓発

していく。幼児クラブ自主活動が継続して行えるよう支援していく。 

《次年度における改善策》 

幼児クラブ PRチラシを修正・作成し訪問・健診等で啓発していく。 

40 事業名 幼児クラブ育成事業 主担当課 健康増進課 

事
業
内
容 

事業方針 

保護者の子育てに関する不安の軽減を図り、安心して子育てができる環境づくり

のため、幼児クラブを中心に、地域で子育てをしている保護者同士のつながりが深ま

るように支援する。 

事業の対象 未就園児とその保護者 

連携・協働の相手 地域の愛育委員や栄養委員 

取組内容 

及び目標 

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

・幼児クラブ連絡協議会（年３回）

を開催し、幼児クラブ会員の交流

や活動を支援する。 

・幼児クラブを対象とした健康教

室の実施 

・地域の愛育委員や栄養委員と

協働した事業の実施 

⇒ ⇒ 

愛育・栄養委員活動に含む 愛育・栄養委員活動に含む 愛育・栄養委員活動に含む 
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41 事業名 愛育委員による子育て支援活動 主担当課 健康増進課 

事
業
内
容 

事業方針 

核家族化や地縁の希薄化が進む中で、初めての子育てに戸惑いや不安、負担を

感じている親が多いことから、子育てを地域で支える取組を推進することにより、安

心して子育てができる環境をつくる。 

事業の対象 子育て中の親 

連携・協働の相手 栄養委員、民生児童委員 

取組内容 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

・健康づくり等に関する研修会の開催 

・健康増進、親子の絆の深め方を学

ぶ交流会の開催（子育てサロン、親

子交流会、乳児ふれあい体験、地域

での交流事業等） 

・赤ちゃん訪問（身近な相談相手とし

ての愛育委員を知ってもらい、子育て

に関する情報提供を行う） 

⇒ ⇒ 

１，７９６千円 １，９００千円 １，９００千円 

実
施
状
況 

《平成２８年度の事業実績・効果》 達成度 ４ 

・子育て講座（講演会）：親 50人、子 28人、幼児歯科教室：128人、親子ふれあいカフェ：親子 16組 

・子育てサロン：8回 延べ 141人、親子交流会：4回 延べ 81人 

・乳児ふれあい体験：5回 親子 83組 中 3生徒 372人 

・赤ちゃん訪問：203人 

・乳児ふれあい体験は、市全域で実施となり、参加者も増加している。 

《事業実施による課題》 

事業をとおし、母子と愛育委員との顔つなぎはできたが、母子と愛育委員の積極的な関わりが不足し

ている。 

《次年度における改善策》 

各事業で、母子と愛育委員とが積極的に関わり、コミュニケーションを図れるような機会を増やす。 

41 事業名 愛育委員による子育て支援活動 主担当課 健康増進課 

事
業
内
容 

事業方針 

核家族化や地縁の希薄化が進む中で、初めての子育てに戸惑いや不安、負担を

感じている親が多いことから、子育てを地域で支える取組を推進することにより、安

心して子育てができる環境をつくる。 

事業の対象 子育て中の親 

連携・協働の相手 栄養委員、民生児童委員 

取組内容 

及び目標 

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

・健康づくり等に関する研修会の開催 

・健康増進、親子の絆の深め方を学

ぶ交流会の開催（子育てサロン、親

子交流会、乳児ふれあい体験等） 

・赤ちゃん訪問（身近な相談相手とし

ての愛育委員を知ってもらい、子育て

に関する情報提供を行う） 

⇒ ⇒ 

１，９００千円 １，９００千円 １，９００千円 
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42 事業名 栄養委員による子育て支援活動 主担当課 健康増進課 

事
業
内
容 

事業方針 

家庭や地域の絆を食生活から強化し、次世代の健康を守る食育を推進するため、

保育園、幼稚園、小学校でＰＴＡと連携して、親子の料理教室、子どもの料理教室の

開催等、子育て支援事業を積極的に進めていく。 

事業の対象 地域の親子 

連携・協働の相手 愛育委員、小学校、幼稚園、保育所 

取組内容 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

・地域のお母さんがすすめる健康支援事

業委員研修会 

・子育て支援事業の開催（子育てサロン、

親子交流会） 

・幼稚園、保育園での食育活動（親子の

料理教室、子どもの料理教室） 

⇒ ⇒ 

１，７８７千円 １，７０１千円 １，７０１千円 

実
施
状
況 

《平成２８年度の事業実績・効果》 達成度 ４ 

子育て支援事業（子育てサロン）：８回開催 ⇒ 延べ１４１人 子育て支援事業（親子交流会）：8 月 2

日、９月１１日、１０月７日の３回開催 ⇒ 参加者 親４５人、子５２人 

保育園、幼稚園、小学校での食育活動：７保育園 7 回、４幼稚園 ５回 ６小学校 ６回開催 ⇒ 参

加者 ５６７名 

調理の試食づくりだけでなく、保護者と会話をし、ふれあう時間を設けるよう工夫したことは、栄養委

員も満足することができ効果的であった。 

《事業実施による課題》 

栄養委員が、自ら考えて活動ができるようサポートすること。 

《次年度における改善策》 

委員改選により、新任の委員が多くなるが、栄養委員の役割や啓発活動をわかりやすく説明すること

で、より充実した推進活動が行えると思われる。また、事業までに、事前の調整を綿密に実施する。 

42 事業名 栄養委員による子育て支援活動 主担当課 健康増進課 

事
業
内
容 

事業方針 

家庭や地域の絆を食生活から強化し、次世代の健康を守る食育を推進するため、

保育園、幼稚園、小学校でＰＴＡと連携して、親子の料理教室、子どもの料理教室の

開催等、子育て支援事業を積極的に進めていく。 

事業の対象 地域の親子 

連携・協働の相手 愛育委員、保育園、幼稚園、小学校 

取組内容 

及び目標 

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

・地域のお母さんがすすめる健康支援事

業委員研修会 

・子育て支援事業の開催（子育てサロン、

親子交流会） 

・保育園、幼稚園、小学校での食育活動

（親子の料理教室、子どもの料理教室） 

⇒ ⇒ 

１，７０１千円 １，７０１千円 １，７０１千円 
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43 事業名 民生委員児童委員活動事業 主担当課 社会福祉課 

事
業
内
容 

事業方針 

地域の民生委員児童委員の活動は、地域において常に住民の立場に立って相談

に応じ、必要な援助を行い、社会福祉の増進に努める。また、地域の子どもたちが元

気に安心して暮らせるように、子どもたちを見守り、子育ての不安や妊娠中の心配ご

となどの相談・支援等を行う。 

事業の対象 市民 

連携・協働の相手 地域住民、愛育委員、栄養委員、社会福祉協議会等 

取組内容 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

・民生委員児童委員活動 

・地区協議会活動 

・市協議会活動 

⇒ ⇒ 

９，５２６千円 ９，４９９千円 ９，４９９千円 

実
施
状
況 

《平成２８年度の事業実績・効果》 達成度 ４ 

民生委員法及び児童福祉法に基づく職務を遂行するとともに、社会福祉協議会等と連携した地域福

祉事業に取り組んだ。４地区の地区協議会及び市協議会活動を展開した。 

 民生委員児童委員数  地区担当 １１３人、主任児童委員 ９人 

《事業実施による課題》 

住民が直面する生活課題の多様化、深刻化のなか、相談内容は多岐にわたり複合的な課題も多くな

っている。住民からの相談に適切に対応し、早期の支援につなげていくために民生委員・児童委員と

して必要な知識の習得とともに、相談援助に関する技術等、その力量を高めることが必要。 

《次年度における改善策》 

民生委員・児童委員として必要な知識を習得する研修事業を実施し、相談援助に関する技術等、そ

の力量を高める。 

43 事業名 民生委員児童委員活動事業 主担当課 社会福祉課 

事
業
内
容 

事業方針 

地域の民生委員児童委員の活動は、地域において常に住民の立場に立って相談

に応じ、必要な援助を行い、社会福祉の増進に努める。また、地域の子どもたちが元

気に安心して暮らせるように、子どもたちを見守り、子育ての不安や妊娠中の心配ご

となどの相談・支援等を行う。 

事業の対象 市民 

連携・協働の相手 地域住民、愛育委員、栄養委員、社会福祉協議会等 

取組内容 

及び目標 

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

・民生委員児童委員活動 

・地区協議会活動 

・市協議会活動 

⇒ ⇒ 

９，４９９千円 ９，４９９千円 ９，４９９千円 
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44 事業名 子ども・子育て利用者支援事業 主担当課 子育て支援課 

事
業
内
容 

事業方針 

妊娠期から出産・育児・就学までの子育て等に関する総合的な情報提供と相談体

制の充実を図るため、身近な場所で相談に応じ、個別のニーズに対して適切な施設

やサービスを円滑に利用できるよう支援する、子育て世代包括支援センターを設立

する。 

事業の対象 これから子育てを始める世帯、小学校就学前の子どもを持つ世帯 

連携・協働の相手 
福祉事務所、児童相談所、保健・医療・福祉機関、療養機関、児童発達支援センタ

ー他 

取組内容 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

・子育て世代包括支援センタ

ーの設立に向けた準備・事

業者の選定、・組織体制の

検討、業務配置の検討等 

・利用者支援専門員の育成 

・設置場所の整備 

・子育て世代包括支援

センター運営開始 

・利用者支援専門員の

育成 

・子育て世代包括支援セ

ンターの運営 

・子育て支援員研修 

３，３０６千円 ８，１６１千円 ８，１６１千円 

実
施
状
況 

《平成２８年度の事業実績・効果》 達成度 ４ 

・子育て世代包括支援センター設置の準備が整った。 

《事業実施による課題》 

・具体的な実施事業の組み立て。 

《次年度における改善策》 

・子育て世代包括支援センター職員と関係各課との協力、調整を行う。 

44 事業名 子ども・子育て利用者支援事業 主担当課 子育て支援課 

事
業
内
容 

事業方針 

妊娠期から出産・育児・就学までの子育て等に関する総合的な情報提供と相談体

制の充実を図るため、身近な場所で相談に応じ、個別のニーズに対して適切な施設

やサービスを円滑に利用できるよう支援する、子育て世代包括支援センターを設立

した。障害者基幹相談センターと一体となった相談業務を担う。 

事業の対象 これから子育てを始める世帯、小学校就学前の子どもを持つ世帯 

連携・協働の相手 
福祉事務所、児童相談所、保健・医療・福祉機関、療養機関、児童発達支援センタ

ー他 

取組内容 

及び目標 

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

・子育て世代包括支援センタ

ー運営開始 

・利用者支援専門員の育成 

 

・子育て世代包括支援

センターの運営 

・子育て支援員研修 

・子育て世代包括支援セ

ンターの運営 

・子育て支援員研修 

８，１６１千円 ８，１６１千円 ８，１６１千円 
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45 事業名 子ども・子育て支援事業 主担当課 子育て支援課 

事
業
内
容 

事業方針 
子育てと仕事が両立でき、男女が共に子育てしやすい環境づくりのため、子育て

支援事業を実施する。 

事業の対象 子育て世帯の子ども 

連携・協働の相手 社会福祉法人、ＮＰＯ、ボランティア 

取組内容 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

・地域子育て支援拠点事業  

・乳児家庭全戸訪問事業 

・養育支援訪問事業 

・子どもを守る地域ネットワーク強化事業 

・ファミリー・サポート・センター事業 

・一時預かり事業 ・延長保育事業 

・病児保育事業 

・放課後児童健全育成事業（あすなろ２クラ

ブ新設移転） 

 
 
 
 
⇒ 
 

（とよたキッズクラ

ブ改築） 

⇒ 

２２７，１１７千円 ２１５，３３２千円 １８８，１０６千円 

実
施
状
況 

《平成２８年度の事業実績・効果》 達成度 ４ 

・各種事業実施により、子育て世帯の支援を行った。 

《事業実施による課題》 

・利用者のニーズの把握が難しい。 

《次年度における改善策》 

・事業者との連携・事業者への指導の強化。 

45 事業名 子ども・子育て支援事業 主担当課 子育て支援課 

事
業
内
容 

事業方針 
子育てと仕事が両立でき、男女が共に子育てしやすい環境づくりのため、子育て

支援事業を実施する。 

事業の対象 子育て世帯の子ども 

連携・協働の相手 社会福祉法人、ＮＰＯ、ボランティア 

取組内容 

及び目標 

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

・地域子育て支援拠点事業 

・緊急時一時預かり支援事業 

・乳児家庭全戸訪問事業 

・養育支援訪問事業 

・子どもを守る地域ネットワーク強化事業 

・ファミリー・サポート・センター事業 

・一時預かり事業 ・延長保育事業 

・病児保育事業・広域相互利用 

・放課後児童健全育成事業 

（とよたキッズクラブ改築） 

 
 
 
 
⇒ 
 
 

 

 
 
⇒ 

 

２１５，３３２千円 １８８，１０６千円 １８８，１０６千円 
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46 事業名 多子世帯の保育料負担軽減措置 主担当課 子育て支援課 

事
業
内
容 

事業方針 
保育所・幼稚園へ通う児童がいる多子世帯を支援するため、低所得世帯を中心に

した保育料の軽減を行う。 

事業の対象 多子世帯（一部３歳以上の児童を除く） 

連携・協働の相手 教育委員会 

取組内容 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

・保育料負担軽減制度の

導入、事業内容の説明 

・制度の運用 

⇒ 

６，４００千円 ６，４００千円 ６，４００千円 

実
施
状
況 

《平成２８年度の事業実績・効果》 達成度 ４ 

・低所得世帯の多子世帯への保育料の軽減を行うことで、経済的負担を軽減 

《事業実施による課題》 

・保育料の減免制度が複雑化 

・各園では、該当かどうか、判断できない。 

《次年度における改善策》 

・保育園、保護者あての通知をわかりやすいものにする。 

46 事業名 多子世帯の保育料負担軽減措置 主担当課 子育て支援課 

事
業
内
容 

事業方針 
保育所・幼稚園へ通う児童がいる多子世帯を支援するため、低所得世帯を中心に

した保育料の軽減を行う。 

事業の対象 多子世帯（一部３歳以上の児童を除く） 

連携・協働の相手 教育委員会 

取組内容 

及び目標 

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

・制度の運用 

・非課税世帯保育料の軽

減 

・制度の運用 ・制度の運用 

６，４００千円 ６，４００千円 ６，４００千円 



57 

 

 

  

47 事業名 ひとり親家庭自立支援事業 主担当課 子育て支援課 

事
業
内
容 

事業方針 
ひとり親家庭等で生活困窮となっている世帯が安心して子育てが行えるよう、就業

支援、児童扶養手当の給付や保育料負担軽減等の支援を行う。 

事業の対象 母子世帯・父子世帯等（貧困家庭を含む） 

連携・協働の相手 民生児童委員、児童相談所、市内で活動する法人・各種団体等、教育委員会 

取組内容 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

・自立支援員等の相談事業 

・児童扶養手当の給付 

・保育料負担軽減措置 

・実態調査及び支援体制の

整備計画の検討 

・自立支援員等の相談事業 

・児童扶養手当の給付 

・保育料負担軽減措置 

・実態調査及び支援体制の

整備計画の検討 
・高等職業訓練促進給付金

事業 

・母子・父子自立支援プロ

グラム策定事業 

⇒ 

１６６，０６９千円 １８１，５９３千円 １８１，５９３千円 

実
施
状
況 

《平成 28 年度の事業実績・効果》 達成度 ４ 

・児童扶養手当の支給及び母子父子自立支援員による相談等により、母子家庭・父子家庭に対する

福祉の増進を図った。 

《事業実施による課題》 

・制度を必要とする人へ、事業の周知を図ること。 

《次年度における改善策》 

高等職業訓練促進給付金事業及び母子・父子自立支援プログラム策定事業について、広報掲載や

現況届の案内等を強化して制度の更なる浸透を図る。 

47 事業名 ひとり親家庭自立支援事業 主担当課 子育て支援課 

事
業
内
容 

事業方針 
ひとり親家庭等で生活困窮となっている世帯が安心して子育てが行えるよう、就業

支援、児童扶養手当の給付や保育料負担軽減等の支援を行う。 

事業の対象 母子世帯・父子世帯等（貧困家庭を含む） 

連携・協働の相手 民生児童委員、児童相談所、市内で活動する法人・各種団体等、教育委員会 

取組内容 

及び目標 

平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

・自立支援員等の相談事業 

・児童扶養手当の給付 

・保育料負担軽減措置 

・実態調査及び支援体制の

整備計画の検討 
・高等職業訓練促進給付金

事業 

・母子・父子自立支援プロ

グラム策定事業 

⇒ ⇒ 

１８１，５９３千円 １８１，５９３千円 １８１，５９３千円 
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【重点戦略Ⅱ】安心して子育てができ、次代を担うひとが育つまちを創る 

【戦略プログラム】子どもが健やかに育つ教育環境創出プログラム 
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48 事業名 非構造部材耐震補強事業 主担当課 教育総務課 

事
業
内
容 

事業方針 

災害時の構造物や機器の落下・転倒による被害を防止し、児童・生徒の安全確保

と災害時避難施設としての機能確保を図り、安全で安心できる環境づくりをよりいっ

そう推進するために非構造部材の耐震化を計画的に進める。 

事業の対象 学校施設の体育館・校舎・園舎 

連携・協働の相手 各種補助金・交付金の有効利用 

取組内容 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

・磐梨中学校体育館の非

構造部材耐震補強工事の

実施 

・交付金不採択により事

業取止め（山陽小校舎・

体育館、高陽中校舎） 

・山陽小学校校舎・体育

館及び高陽中学校の校

舎の非構造部材耐震補

強工事 
１０，０００千円 ０千円 ３０，０００千円 

実
施
状
況 

《平成２８年度の事業実績・効果》 達成度 ４ 

吊天井の撤去、壁のクラック補修、照明器具の落下防止対策などを実施した。また、学校行

事、授業に出来る限り支障のないよう施工方法を適切に選択するとともに、進捗管理の徹底を

図り、学校運営に配慮した施工ができた。磐梨中学校体育館（ステージ上部壁面補修、吊天井

の撤去、照明器具落下防止施工等）、設計（4月～5月）、入札（７月）、施工（７月～8月） 

《事業実施による課題》 

学校施設の老朽化が進む中で、「防災機能強化事業」としての捉え方だけでは国の補助金の

交付認定を得るには厳しい現状である。施設の長寿命化計画の策定を経て、施設全体の改修と

いう大きな枠で改修を進める必要がある。 

《次年度における改善策》 

学校施設の老朽化が進む中で、災害時の構造物や機器の落下・転倒による被害を防止し、

児童・生徒の安全確保と災害時避難施設としての機能確保を図り、安全で安心できる環境づくり

をよりいっそう推進するために、有利な交付金や起債を活用し、施設の長寿命化や大規模改修

の手法も踏まえて、非構造部材の耐震化を計画的に進める。 

48 事業名 非構造部材耐震補強事業 主担当課 教育総務課 

事
業
内
容 

事業方針 

災害時の構造物や機器の落下・転倒による被害を防止し、児童・生徒の安全確保

と災害時避難施設としての機能確保を図り、安全で安心できる環境づくりをよりいっ

そう推進するために非構造部材の耐震化を計画的に進める。 

事業の対象 学校施設の体育館・校舎・園舎 

連携・協働の相手 各種補助金・交付金の有効利用 

取組内容 

及び目標 

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

交付金不採択により事業

取止め（山陽小校舎・体育

館、高陽中校舎） 

山陽小学校校舎・体育館

及び高陽中学校の校舎の

非構造部材耐震補強工事 

城南小・仁美小・吉井中

学校校舎及び体育館の非

構造部材耐震補強工事 

０千円 ３０，０００千円 ２６，０００千円 
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49 事業名 生活環境整備事業（特別支援学級エアコン整備事業） 主担当課 教育総務課 

事
業
内
容 

事業方針 

体力的にも弱い低年齢層と、環境により授業や校内生活が左右されやすい特別

支援教室から順次計画的にエアコン設置を進めることにより、快適な学習環境の提

供に寄与する。 

事業の対象 市内小学校・中学校の特別支援教室計４０部屋の内未設置の３１部屋 

連携・協働の相手 － 

取組内容 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

・市内４中学校の特別支

援教室エアコン設置（９

台） 

 
－ － 

６，０１３千円 -千円 －千円 

実
施
状
況 

《平成２８年度の事業実績・効果》 達成度 ４ 

市内の電気機器事業者育成のため、指名業者・商工会加入・電気商組合加入の 19社へ見積

りを依頼して実施した。予定した施工は夏休み終了までには全て完了した。その後、次年度の教

室運営を見据えて、平成２９年度に特別支援教室として利用予定である空調設備未設置教室に

も整備を進めた。夏休み中での工事実施で、本格稼動は来年度からであるが、短期間でも稼動

させた学校においては、児童の教室内の態度や気持ちの落ち着き具合に、顕著な好転が見え

た。 

《事業実施による課題》 

今後の空調機器整備においては、老朽化している受電設備の能力を精査し、電気容量が不

足しないよう受電設備の改修を設計段階で把握しておく必要がある。 

《次年度における改善策》 

近年、夏季の気温上昇は著しく、生徒の健康管理や学習効果の向上のための快適な就学環境境

の提供の観点からも、普通教室や音楽室等の特別教室へも空調機器を設置することが望ましいと考

える。また、教室内での熱中症への懸念など、学校からの設置要望が高まっており、教育環境の均

等な整備提供のためにも、全学校の必要な教室への空調機器の設置が望まれている。平成２９年度

においては、平成３０年度・３１年度での小中学校の普通教室・音楽教室への空調設備整備に向けて

の設計を実施する。 

49 事業名 生活環境整備事業（小・中学校空調設備整備事業） 主担当課 教育総務課 

事
業
内
容 

事業方針 

生徒の健康管理や学習効率の向上のための快適な就学環境境の提供の観点か

らも、普通教室や音楽室等の特別教室へも空調機器を設置する。また、特別活動教

室等の教室増には随時対応していく。 

事業の対象 市内小学校・中学校 

連携・協働の相手 財源については、国の交付金及び合併特例債を活用する。 

取組内容 

及び目標 

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

 

設計 

小学校４～６年生普通教室 

中学校普通教室と音楽室 

への空調設備設置 

小学校１～３年生普通教室 

と音楽室への空調設備設置 

１９，５０４千円 １７３，１７８千円 ９４，７７０千円 
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50 事業名 吉井中学校プール整備事業 主担当課 教育総務課 

事
業
内
容 

事業方針 

老朽化のため平成１９年以降利用不可能な状況が続いている吉井中学校のプー

ル施設について、円滑な水泳授業の運営や市内学校施設の公平性の観点から整備

を行う。 

事業の対象 吉井中学校プール施設 

連携・協働の相手 財源として設計・施工については学校施設環境改善交付金・過疎債を活用 

取組内容 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

・解体設計監理委託 

・解体工事着手 

・解体工事完了後、新

築工事に着手し年度内

に完成 

 
－ 

１１，８９１千円 １６０，０００千円 - 千円 

実
施
状
況 

《平成２８年度の事業実績・効果》 達成度 ４ 

市内中学校の教育水準の公平性の確保や教育施設の均衡のために、自校のプールで伸び伸びと

水泳ができる環境を整備する必要があることから、教育委員会議で従来の方針を見直した「赤磐市

における教育用プールの管理運営の基本的な考え方」を基に、６月議会での補正予算議決承認を経

て１期工事（解体）を実施し、学校運営に支障を生ずることなく、予定工期内で完了し、Ⅱ期工事（新

築）への準備が完了した。 

《事業実施による課題》 

交付金の採択を得て（H29.6.1.交付決定）学校関係者の理解と議会の議決を得て、学校要望

を取り入れた適正規模の設計を実施し、適正なプール授業実現への整備を実施する。 

《次年度における改善策》 

学校や関係機関とのヒアリングを通して学校要望並びに他中学校との施設の均衡を勘案し、適正

な規模での設計を実施する。施工監理業務委託の基に、安全で効率的な施工に努め、プール新築を

実現する。 

50 事業名 吉井中学校プール整備事業 主担当課 教育総務課 

事
業
内
容 

事業方針 

老朽化のため平成１９年以降利用不可能な状況が続いている吉井中学校のプー

ル施設について、円滑な水泳授業の運営や市内学校施設の公平性の観点から整備

を行う。 

事業の対象 吉井中学校プール施設 

連携・協働の相手 財源として設計・施工については学校施設環境改善交付金・過疎債を活用 

取組内容 

及び目標 

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

６月補正予算に計上

し、新築工事に着手す

る。 

 
－ － 

１６０，０００千円 － 千円 － 千円 
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51 事業名 桜が丘小学校教室増築工事 主担当課 教育総務課 

事
業
内
容 

事業方針 
平成２８1 年度以降、桜が丘小学校において普通教室２教室が不足するため、増

築する。 

事業の対象 桜が丘小学校 

連携・協働の相手 － 

取組内容 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

・増築工事 

 

 
－ － 

６９，３１２千円 -千円 －千円 

実
施
状
況 

《平成２８年度の事業実績・効果》 達成度 ４ 

学校運営中の約半年に渡る長期工事であり、校内及び近隣幼稚園や住宅への安全確保に留意

し、効率よく施工できる監理体制の下で工事を進めた結果、学校運営に支障を生ずることなく、安全

を十分に確保した上で計画通りの施工ができた。家庭科被服室や図工室の目的外の臨時運用がなく

なり、適正な教室配置により、特別支援など多様な就学環境への対応が可能となった。予定以上の

工事進捗により、２月末に工事が完了し、４月運用開始に向け備品整備も確実に実施できた。 

《事業実施による課題》 

学校教育課をはじめ、関係機関と共に増加・減少と２極化する地区別の児童数動向の把握に努

め、中・長期の展望のもとに計画的な教室整備の実施に備え、負担金・交付金の申請事務も遅滞なく

確実に行っていく必要がある。 

《次年度における改善策》 

学校教育課をはじめ、関係機関と児童数動向の把握に努め教室不足に対応していく。 

51 事業名 学校教室増築工事 主担当課 教育総務課 

事
業
内
容 

事業方針 児童生徒数の動向の把握に努め、計画的に教室整備を実施する。 

事業の対象  小学校、中学校 

連携・協働の相手 － 

取組内容 

及び目標 

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

－ － － 

- 千円 － 千円 － 千円 
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52 事業名 山陽北幼稚園トイレ改修工事 主担当課 教育総務課 

事
業
内
容 

事業方針 ３歳児就園に伴うトイレ数の慢性的不足を解消するため、トイレ増設改修を行う。 

事業の対象 山陽北幼稚園 

連携・協働の相手 － 

取組内容 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

・設計監理 

・改築工事 

 
－ － 

６，７９７千円 -千円 －千円 

実
施
状
況 

《平２８年度の事業実績・効果》 達成度 4 

開園時に対応していなかった３歳児就園の始まりに伴う慢性的に不足している幼児用トイレの対策

として、職員室隣接トイレを夏休みの期間を利用し改修した。（小便器３・洋式４・和式１→小便器５・

洋式７（内２は大人用）） 

《事業実施による課題》 

当面は現況で対応できるが今後、園児の増加があった場合に遊戯室も含めた建物等への対応に

ついて考えていく必要がある。 

《次年度における改善策》 

改修したトイレの不具合が発生した時への対応。 

関係機関と今後の園児数の動向の把握に努め、トイレ不足に対応していく。 

52 事業名 山陽北幼稚園トイレ改修工事 主担当課 教育総務課 

事
業
内
容 

事業方針 平成 28年度で事業終了 

事業の対象  

連携・協働の相手  

取組内容 

及び目標 

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

 
－ － － 

－ 千円 － 千円 － 千円 
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53 事業名 ＩＣＴ機器整備事業 主担当課 教育総務課 

事
業
内
容 

事業方針 

小中学校のパソコン教室や校務で使用中のパソコン・ソフトの入替えを行う。校務

支援ソフトや教務用のタブレット（中学校）、パソコン（小学校）を導入する。 

また、中学校においてはタブレット使用による普通教室・特別支援教室・理科室の

無線ＬＡＮの環境整備を行う。小学校においては産官学連携事業において実施中の

タブレットの拡大にＬＡＮ環境を整備していく。 

事業の対象 赤磐市立の小中学校へ通う児童生徒及び教師等 

連携・協働の相手 － 

取組内容 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

・教職員用パソコンの入替え 

・中学校の無線ＬＡＮ環境の

工事 

・平成２９年度から本格実施

するための校務支援ソフト等

の教師に対する講習会の実

施 

・パソコン教室用のハード・ソ

フトの入替え実施 

・研修会の開催 

・教育用 ICT 機器の

活用、管理運営（保

守・リース料・利用料

の支払い） 

５７，７２０千円 ７６，４６３千円 ９０，９９０千円 

実
施
状
況 

《平成２８年度の事業実績・効果》 達成度 4 

教職員用ＰＣ・小学校普通教室用ノートＰＣの更新、校務支援ソフト・小学校国語算数用デジタル教

科書・中学校の指導者用タブレットの新規整備、それに伴う中学校の普通・特別支援教室・理科室へ

の無線ＬＡＮ工事を夏休み終了までに完了した。２学期からは導入したソフトの講習会を行った。 

《事業実施による課題》 

一通りの講習会は行ったが、今後の利用促進のためには利用する教師等の意識改革やさらなる

講習会の実施が必要と思います。また、障害が発生した時の早期復旧を心掛けた教育委員会、関係

業者等の対応が必要と思います。 

《次年度における改善策》 

パソコン教室の更新について、パソコン教室だけの利用ではなく普通教室や外での活用も考えた

機種やソフト選びを行う。また、事業費が大きくなることから国等の財源も考えた事業内容の整備が

必要となってくる。 

53 事業名 ＩＣＴ機器整備事業 主担当課 教育総務課 

事
業
内
容 

事業方針 

パソコン教室の更新に向け、財源として国等の補助金が活用できるよう機種やソ

フトなどの事業内容の精査を行う。また、更新と同時に小規模校と大規模校との遠

隔合同授業が行えるよう準備していく。 

事業の対象 赤磐市立の小中学校へ通う児童生徒及び教師等 

連携・協働の相手 － 

取組内容 

及び目標 

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

・パソコン教室用のハード・ソ

フトの入替え実施に向けた

準備 

・研修会の開催 

・教育用 ICT 機器の活用、

管理運営（保守・リース料・

利用料の支払い） 

・教育用 ICT 機器の活

用、管理運営（保守・リ

ース料・利用料の支払

い） 

 

 

 

→ 

５３，５０６千円 ９０，９９０千円 ９０．９９０千円 
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54 事業名 高等学校等通学費補助（仮称） 主担当課 教育総務課 

事
業
内
容 

事業方針 
高等学校等に通学する生徒の保護者の経済的負担を軽減することにより、子育て

環境の整備を図る。 

事業の対象 赤磐市在住の高等学校等に通学する生徒の保護者 

連携・協働の相手 － 

取組内容 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

 

－ 

 

- 

 

－ 

－ 千円 － 千円 未定 

実
施
状
況 

《平成２８年度の事業実績・効果》 達成度 - 

他市町村の状況を調査し、制度案検討 

《事業実施による課題》 

- 

《次年度における改善策》 

- 

54 事業名 高等学校等通学費補助（仮称） 主担当課 教育総務課 

事
業
内
容 

事業方針 
高等学校等に通学する生徒の保護者の経済的負担を軽減することにより、子育て

環境の整備を図る。 

事業の対象 赤磐市在住の高等学校等に通学する生徒の保護者 

連携・協働の相手 － 

取組内容 

及び目標 

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

・制度案作成 

・教育委員会、総合教育会

議で協議 

 

 
- 

 
- 

- 千円 未定 未定 
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55 事業名 赤磐市学力向上アクションプラン 主担当課 学校教育課 

事
業
内
容 

事業方針 

ＩＣＴ機器の活用、「岡山型学習指導のスタンダード」に基づいた基礎基本の徹底と、考え表現する授業

についての研修の実施による学習指導法の充実。中学校区ごとの課題解決に向けた支援、小中連携加

配教員の配置（保幼小中連携の推進）、学力向上アドバイザーの配置（若手教員への指導支援）による指

導体制の充実。常勤講師（市費）配置による３５人学級、特別支援教育支援員等の配置（個別の支援）、

特別支援にかかる児童生徒の指導に活かす情報共有体制づくりの実施等、落ち着いた学習環境の整

備。大学生等による学習支援ボランティアの配置、学校支援地域本部事業等の充実・拡大、メディアコント

ロールによる生活習慣づくり啓発事業の実施等、家庭・地域の教育環境の整備。標準学力調査（小４，５

年：国・算 中２年：国・数・英）の結果分析にによる学力・学習状況の的確な把握 

事業の対象 市内小学校・中学校に在籍する児童生徒、児童生徒の保護者 

連携・協働の相手 
小・中学校の教職員、家庭を取り巻く地域住民、大学生や地域ボランティア、県教育

委員会、総合教育センター指導主事等の講師 

取組内容 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

・「岡山型学習指導のスタ

ンダード」の定着による考

え、表現する活動を確保

した授業の実施 

・標準学力調査結果に基

づく指導改善 

 
 

⇒ ⇒ 

２，５４５千円 ２，８０７千円 ２，８０７千円 

実
施
状
況 

《平成２８年度の事業実績・効果》 達成度 ４ 

中学校区の取組として、桜が丘中学校区、赤坂中学校区でも学力向上をテーマに、保育園・幼稚園・
子ども園・小学校・中学校との連携を目指した取組が進んでいる。 
児童生徒の学力の把握を各種の調査を元に分析を行い、各校の実態に合わせた学力向上への取
組を行うことができた。 
学習支援員や大学生ボランティアの配置により、個の児童生徒に寄り添った支援を行う支援ができ
た。 

《事業実施による課題》 

本事業の活用により、各校がそれぞれの実態に合わせた取組を行い、平均正答率の数値に伸びは

見られ、中学校は、県平均を上回った。小学校は県平均との差がまだある。 

《次年度における改善策》 

本事業を継続していくが、県事業の動向を踏まえながら、より焦点化して取り組み、徹底する。 

55 事業名 学力向上推進事業 主担当課 学校教育課 

事
業
内
容 

事業方針 

ＩＣＴ機器の活用、「岡山型学習指導のスタンダード」に基づいた基礎基本の徹底と、考え表現する授業

についての研修の実施による学習指導法の充実。中学校区ごとの課題解決に向けた支援、小中連携加

配教員の配置（保幼小中連携の推進）、学力向上アドバイザーの配置（若手教員への指導支援）による指

導体制の充実。常勤講師（市費）配置による３５人学級、特別支援教育支援員等の配置（個別の支援）、

特別支援にかかる児童生徒の指導に活かす情報共有体制づくりの実施等、落ち着いた学習環境の整

備。大学生等による学習支援ボランティアの配置、学校支援地域本部事業等の充実・拡大、メディアコント

ロールによる生活習慣づくり啓発事業の実施等、家庭・地域の教育環境の整備。標準学力調査（小５，６

年：国・算 中１，２年：国・数・英）の結果分析にによる学力・学習状況の的確な把握 

事業の対象 市内小学校・中学校に在籍する児童生徒、児童生徒の保護者 

連携・協働の相手 
小・中学校の教職員、家庭を取り巻く地域住民、大学生や地域ボランティア、県教育

委員会、総合教育センター指導主事等の講師 

取組内容 

及び目標 

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

・講師等の人的配置によ

る落ち着いた学習環境づ

くり 

・標準学力調査結果に基

づいた指導方法の改善 

⇒ ⇒ 

２，８０７千円 ２，８０７千円 ２，８０７千円 
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56 事業名 産官学連携協力事業 主担当課 学校教育課 

事
業
内
容 

事業方針 

岡山大学の開発した学習ドリル、ベネッセコーポレーションの学習教材を希望する

市内小学校全てに導入する。それぞれのコンテンツの持つ有効性を高めるため、互

いのデータ、情報を共有し協議しながら、学力向上を図る。 

事業の対象 市内の小学校児童 

連携・協働の相手 岡山大学、ベネッセコーポレーション 

取組内容 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

・２７年度の検証結果を

もとに対象児童・取組方

法を検討 

・岡山大学、ベネッセコー

ポレーションとの協議に

より、赤磐市の課題解決

に向けた取組を推進 

・２年間の実績をもとに、

産官学の連携モデルを確

立 

・学力向上に関する共同

研究・開発等の産官学連

携モデルを見据えた連携 

 
 

⇒ 

１４，４２６千円 １６，２６９千円 １６，２６９千円 

実
施
状
況 

《平成２８年度の事業実績・効果》 達成度 ４ 

マイクロステップドリル５校、チャレンジタッチ１０校において実施し、児童の学習意欲が高まっている。

また、補充学習の充実により、基礎基本の定着が図られ、全国学力・学習状況調査の全国平均との

平均正答率の差が縮まっている。 

《事業実施による課題》 

補充学習の内容・時間及び取組方法の検討が必要である。 

《次年度における改善策》 

関係機関と情報を共有し協議しながら有効性を高めるよう成果の検証方法について検討する。 

56 事業名 産官学連携協力事業 主担当課 学校教育課 

事
業
内
容 

事業方針 

岡山大学の開発した学習ドリル、ベネッセコーポレーションの学習教材を希望する

市内小学校全てに導入する。それぞれのコンテンツの持つ有効性を高めるため、互

いのデータ、情報を共有し協議しながら、学力向上を図る。 

事業の対象 市内の小学校児童 

連携・協働の相手 岡山大学、ベネッセコーポレーション 

取組内容 

及び目標 

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

・成果の検証方法につい

て検討 

・学力向上に関する共同

研究・開発等の産官学

連携モデルを見据えた

連携 

・学力向上に関する共同研

究・開発等の産官学連携モ

デルを見据えた連携 

 

 

 

⇒ 

１９，７５５千円 １９，７５５千円 １９，７５５千円 
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57 事業名 通学路等防犯カメラ設置事業 主担当課 学校教育課 

事
業
内
容 

事業方針 
児童・生徒の登下校時の安全対策、不審者対策のため、通学路に防犯カメラを設

置する。 

事業の対象 市内小中学校に通う児童・生徒 

連携・協働の相手 学校、ＰＴＡ 

取組内容 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

・防犯カメラの設置及び管理 

・防犯カメラ新設５台 

維持管理 維持管理 

２，０９３千円 ３５８千円 ３５８千円 

実
施
状
況 

《平成２８年度の事業実績・効果》 達成度 ４ 

平成２７年度整備に引き続き県の補助事業を活用して、要望のあった市内１か所２台の通学路防犯

カメラを設置し、全３２か所３５台の防犯カメラで登下校の見守り体制を強化した。 

《事業実施による課題》 

県の補助事業を活用して設置したが、今後の維持管理や故障時の対応が市費になる。 

《次年度における改善策》 

適正な維持管理を行う。 

57 事業名 通学路等防犯カメラ設置事業 主担当課 学校教育課 

事
業
内
容 

事業方針 
児童・生徒の登下校時の安全対策、不審者対策のため、通学路に設置した防犯

カメラの維持管理。 

事業の対象 市内小中学校に通う児童・生徒 

連携・協働の相手 学校、ＰＴＡ、地域 

取組内容 

及び目標 

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

・防犯カメラの維持管理 

 

・維持管理 ・維持管理 

３９５千円 ３９５千円 ３９５千円 
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58 事業名 資料館運営事業 主担当課 社会教育課 

事
業
内
容 

事業方針 

子どもが郷土の歴史や文化を学習できる場として利用できるよう、資料館の展示や体験学習教材等の

充実を図る。学校からの依頼に応じて、資料館見学における解説や、遺跡等における説明を行う。通常の

展示に加え、子どもの興味や関心を喚起するような企画展や講座を実施する。地域の歴史や文化につい

て、さらに自主的に内容を深めていけるように、資料館における自主学習機能の整備を図る。 

事業の対象 市内小中学校に通う子ども、学校関係者、保護者、その他の市民 

連携・協働の相手 各関係課 

取組内容 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

・資料館協議会の開催 

・企画展や季節展示の実

施、子ども向け講座の開催 

・校外学習支援及び講師を

派遣する出前事業対応 

・資料館における自主学習

を支援するための体験教

材や図書の充実 

⇒ ⇒ 

８，０８６千円 ７，７１９千円 ８，０００千円 

実
施
状
況 

《平成２８年度の事業実績・効果》 達成度 ５ 

資料館事業に対する助言を得るため、資料館協議会を開催：6月 30日、3月 8日 

企画展「赤磐の酒-みのる・かもす・いわうー」を開催し、赤磐の酒造りを紹介⇒見学者延べ 1,398名 

県博物館協議会 25周年記念事業巡回パネル展を開催⇒見学者延べ 348名 

郷土の歴史を学習、体験するため、資料館講座や学校向けの見学説明を実施⇒6 回の資料館講

座、24件の学校見学対応 

《事業実施による課題》 

学校の遺跡、資料館見学後の子どもたちの資料館への来館が増えてきているが、子どもたち向けの

体験学習を増やしていく必要がある。 

《次年度における改善策》 

講座や企画展開催の際に、子どもの郷土学習への意欲を喚起するため、缶バッジを作成配布する。 

58 事業名 資料館運営事業 主担当課 社会教育課 

事
業
内
容 

事業方針 

子どもが郷土の歴史や文化を学習できる場として利用できるよう、資料館の展示

や体験学習教材等の充実を図る。学校からの依頼に応じて、資料館見学における

解説や、遺跡等における説明を行う。通常の展示に加え、子どもの興味や関心を喚

起するような企画展や講座を実施する。地域の歴史や文化について、さらに自主的

に内容を深めていけるように、資料館における自主学習機能の整備を図る。 

事業の対象 市内小中学校に通う子ども、学校関係者、保護者、その他の市民 

連携・協働の相手 各関係課 

取組内容 

及び目標 

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

・資料館協議会の開催 

・企画展や季節展示の実

施、子ども向け講座の開催 

・校外学習支援及び講師を

派遣する出前事業対応 

・資料館における自主学習

を支援するための体験教

材や図書の充実 

⇒ ⇒ 

７，７１９千円 ８，０００千円 ８，０００千円 
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59 事業名 施設維持管理事業（給食センター炊飯システム更新） 主担当課 給食センター 

事
業
内
容 

事業方針 
学校給食の安定的な提供のため、老朽化した中央学校給食センターの炊飯シス

テムを更新する。 

事業の対象 市内の児童・生徒 

連携・協働の相手 － 

取組内容 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

・炊飯システムの更新、

工事 

・フライヤーの更新 

 

消毒保管庫の更新 

３５，７９２千円 １１，３９４千円 １３，７１６千円 

実
施
状
況 

《平成２８年度の事業実績・効果》 達成度 ４ 

更新工事を８月２５日に終え、９月１日から新しい炊飯システムで炊飯を行っており、調理員の作業が

軽減され能率が大幅に上がった。また、安定的に学校園へ米飯給食を提供できるようになった。 

《事業実施による課題》 

故障してその日に復旧できないと業務に支障をきたす大型厨房機器の更新を最優先に計画している

が、電気釜、冷凍庫、冷蔵庫等の厨房機器についても老朽化しているものが多く、順次更新する必要

がある。 

《次年度における改善策》 

大型厨房機器は計画的に更新し、その他の厨房機器については、定期的に点検し、修繕の必要な個

所については、早急に対応することにより業務に支障のないようこころがける。 

59 事業名 施設維持管理事業（大型厨房機器の更新） 主担当課 給食センター 

事
業
内
容 

事業方針 
学校給食の安定的な提供のため、老朽化した中央学校給食センターの大型厨房

機器を更新する。 

事業の対象 市内の児童・生徒 

連携・協働の相手 － 

取組内容 

及び目標 

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

・消毒保管庫の更新 

 

・フライヤーの更新 ・食器洗浄機の更新 

 

３，３８１千円 １０，５３０千円 ７７，４３０千円 



71 

 

 

 

 

 

 

60 事業名 食育推進活動 主担当課 健康増進課 

事
業
内
容 

事業方針 

家庭、地域、保育所、幼稚園、学校、生産者・食品関連事業者及び行政がお互い

に連携し、幼児期から一人ひとりが生涯にわたり、心身ともに健全でゆたかな生活を

送れるよう「心」、「健康づくり」、「食文化」、「食の安全・安心」の４つの視点で食育を

進めていく。 

事業の対象 子どもや保護者 

連携・協働の相手 栄養委員、小学校、幼稚園、教育委員会、商工会、ＪＡ、幼児クラブ、栄養士会 

取組内容 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

・あかいわっ子料理教室 

・子どもとママの元気教室 

・親子の料理教室 

・母子衛生教育 

 
 

⇒ 
⇒ 

８０千円 ９６千円 ９６千円 

実
施
状
況 

《平成２８年度の事業実績・効果》 達成度 ４ 

あかいわっ子料理教室：８月４日、２６日、９月２日の３回開催 ⇒ 参加者親 1９名、子１９名 

こどもとママの健康教室：６月１６日、１２月１日の２回開催 ⇒ 参加者２５名 

親子の料理教室：８月２５日、１０月１９日の２回開催 ⇒ 参加者親３３名、子３５名 

《事業実施による課題》 

教室参加者が増加するよう内容を検討し、広報活動を行う。 

《次年度における改善策》 

調理体験から、子どもは学ぶことが多い。伝えたい内容を絞り込み、達成感を感じてもらえるよう教室

を計画する。 

60 事業名 食育推進活動 主担当課 健康増進課 

事
業
内
容 

事業方針 

家庭、地域、保育園、幼稚園、小学校、生産者・食品関連事業者及び行政がお互

いに連携し、幼児期から一人ひとりが生涯にわたり、心身ともに健全でゆたかな生活

を送れるよう「心」、「健康づくり」、「食文化」、「食の安全・安心」の４つの視点で食育

を進めていく。 

事業の対象 子どもや保護者 

連携・協働の相手 栄養委員、小学校、幼稚園、教育委員会、商工会、ＪＡ、幼児クラブ、栄養士会 

取組内容 

及び目標 

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

・あかいわっ子料理教室 

・子どもとママの元気教室 

・親子の料理教室 

・母子衛生教育 

⇒ ⇒ 

９６千円 ９６千円 ９６千円 
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61 事業名 外国語指導助手配置事業 主担当課 教育総務課 

事
業
内
容 

事業方針 

広い視野と国際感覚を持った児童生徒を育成するため、外国語指導助手を市立

各小・中学校に配置し、外国語活動、英語教育及び国際理解教育の充実と英語力

の向上を図る。 

事業の対象 市内小中学校 

連携・協働の相手 民間派遣事業者 

取組内容 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

・各中学校区に１名ずつ

配置 

・先進的な取組の成果の

検証 

・各中学校区に１名ずつ

配置 

・配置方針を検討 

・各中学校区に１名ずつ

配置 

・配置方針を検討 

２５，１４３千円 ３０，１７１千円 ３０，１７１千円 

実
施
状
況 

《平成２８年度の事業実績・効果》 達成度 ４ 

市内５中学校区に１人ずつ配置した。平成２７年９月に派遣法が改正されたことを受け、クーリング

期間の直接任用を廃止し、５中学校区すべてにおいて派遣により配置した。中学校区ごとに中学校で

週に４日、小学校で週に１日、外国語指導助手の指導を受けられるよう割り振りを行った。 

《事業実施による課題》 

中学校区に１人ずつ配置しているが、クラス数の多い中学校区と少ない中学校区とでは外国語指

導助手の指導が受けられる回数が異なり不公平感がある。また、平成３２年度より実施予定の小学

校高学年における英語教育の教科化に向け、外国語指導助手の配置拡大を検討する必要がある。 

《次年度における改善策》 

不公平感の解消のため１名増員し、６名の外国語指導助手を配置する。６名のうち１名については

小学校専任とし、小学校での教科化に向けた検証を行う。 

61 事業名 外国語指導助手配置事業 主担当課 教育総務課 

事
業
内
容 

事業方針 

広い視野と国際感覚を持った児童生徒を育成するため、外国語指導助手を市立

各小・中学校に配置し、外国語活動、英語教育及び国際理解教育の充実と英語力

の向上を図る。 

事業の対象 市内小中学校 

連携・協働の相手 民間派遣事業者 

取組内容 

及び目標 

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

・1名増員し６名配置とす

る。 

・小学校での教科化に向

けた配置の検討 

・小学校での教科化に向

けて計画的な配置を検討 

・小学校での教科化に向

けて計画的な配置を検討 

３０，１７１千円 ３０，１７１千円 ３０，１７１千円 
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62 事業名 遠距離通学支援事業 主担当課 教育総務課 

事
業
内
容 

事業方針 
市内小中学校に遠距離通学する児童生徒及び保護者の負担軽減と安全確保を

図るため、スクールバスの運行及び補助金を交付する。 

事業の対象 市内小中学校に遠距離通学（小学校４ｋｍ以上、中学校６ｋｍ以上）する児童生徒 

連携・協働の相手 民間バス会社 

取組内容 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

・山陽・熊山・赤坂・吉井地域

９ルートのスクールバス運行 

・遠距離通学費補助金の交付 

⇒ ⇒ 

２８，９１０千円 ２９，３７２千円 ２９，３７２千円 

実
施
状
況 

《平成２８年度の事業実績・効果》 達成度 ４ 

山陽小・熊山・赤坂・吉井地域においてスクールバスの委託運行を対象の児童生徒１６１人に対し

て行った。また、遠距離通学費補助金として山陽小・磐梨中・吉井中の対象生徒４８人へ支給を行っ

た。スクールバスの運行や補助金の支給により、遠距離通学の児童生徒及び保護者の負担軽減や

安全確保を行うことができた。 

《事業実施による課題》 

スクールバスの運行については、様々な諸事業による運行計画の変更が発生しそれに対する早

急な対応が必要となってくる。また、運行している市バスの老朽化に伴う故障への対応。 

《次年度における改善策》 

２９年度に現契約の修了する、山陽小と城南小の山方ルートについて、３０年度からの新たな契約

ができるよう準備を行う。 

62 事業名 遠距離通学支援事業 主担当課 教育総務課 

事
業
内
容 

事業方針 
市内小中学校に遠距離通学する児童生徒及び保護者の負担軽減と安全確保を

図るため、スクールバスの運行及び補助金を交付する。 

事業の対象 市内小中学校に遠距離通学（小学校４ｋｍ以上、中学校６ｋｍ以上）する児童生徒 

連携・協働の相手 民間バス会社 

取組内容 

及び目標 

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

・山陽・熊山・赤坂・吉井地域

９ルートのスクールバス運行 

・遠距離通学費補助金の交付 

⇒ ⇒ 

２９，３７２千円 ２９，３７２千円 ２９，３７２千円 



74 

 

 

  

63 事業名 赤磐市不登校対策アクションプラン 主担当課 学校教育課 

事
業
内
容 

事業方針 
豊かな心を育み、誰もがいきいきと学校生活を送ることができるように、教育相談

体制の充実を図り、不登校の問題に適切な対応を行う。 

事業の対象 
不登校及び不登校傾向の児童生徒、不登校及び不登校傾向の児童生徒の保護者

や家族 

連携・協働の相手 
民生委員、愛育委員、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、岡山県

中央児童相談所、岡山県総合教育センター、あかいわ発達障害支援センター 

取組内容 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

・市教委への学校相談員の配置 

・不登校・教育相談支援員（スクールサポーター）

の拡充 

・適応指導教室の運営 

・適時対応の充実（スクールカウンセラー（臨床

心理士）の任用検討） 

⇒ ⇒ 

１４，１１５千円 １５，８７４千円 １５，８７４千円 

実
施
状
況 

《平成２８年度の事業実績・効果》 達成度 ４ 

毎月 10日以上の欠席児童の状況調査を行うことで、各校の実態把握を行い、ケース会の開催や、子

育て支援課、児童相談所等の関係機関との連携ができた。 

登校支援員、スクールソーシャルワーカー、スクールカウンセラー等の配置により不登校の未然防止

や不登校児童生徒への登校支援を行うことができた。 

《事業実施による課題》 

学校と各関係機関と連携させた対応調整に時間がかかる。 

適応指導教室活用の周知。 

《次年度における改善策》 

各校の不登校また不登校傾向にある児童生徒の情報を学校に出向いて積極的に聞き取り、子育て

支援課、児童相談所、適応指導教室等と連携て対応をする。 

63 事業名 不登校対策事業 主担当課 学校教育課 

事
業
内
容 

事業方針 
豊かな心を育み、誰もがいきいきと学校生活を送ることができるように、教育相談

体制の充実を図り、不登校の問題に適切な対応を行う。 

事業の対象 
不登校及び不登校傾向の児童生徒、不登校及び不登校傾向の児童生徒の保護者

や家族 

連携・協働の相手 
民生委員、愛育委員、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、岡山県

中央児童相談所、岡山県総合教育センター、あかいわ発達障害支援センター 

取組内容 

及び目標 

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

・市教委への学校相談員の配置 

・不登校・教育相談支援員（スクールサポーター）

の拡充 

・適応指導教室の運営 

・適時対応の充実（スクールカウンセラー（臨床

心理士）の任用検討） 

⇒ ⇒ 

１５，８７４千円 １５，８７４千円 １５，８７４千円 
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6４ 事業名 赤磐市学力向上プラン（情報モラル・メディアコントロール） 主担当課 学校教育課 

事
業
内
容 

事業方針 

メディアコントロールの取り組みによる生活習慣作りを家庭・地域に啓発するとともに、「家庭学習のスタン

ダード（県教委作成）」に基づいた、自主学習の充実を学校と連携して実践する。ＩＣＴサポーターによる情報モ

ラル教室を実施し、スマホやインターネットの正しい活用について学習する。教員の情報モラル教育の指導力

向上のため、研修を実施し校内の指導体制を強化する。 

事業の対象 市内小学校・中学校に在籍する児童生徒、児童生徒の保護者 

連携・協働の相手 小・中学校の教職員、家庭を取り巻く地域住民 

取組内容 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 
・メディアコントロールに関する、家庭・

地域への啓発物の作成・配付 

・「家庭学習のスタンダード」の定着に

よる学習習慣作りの徹底 

・情報モラル教育に関する校内リーダ

ーの育成に係る研修会の実施 

・ＩＣＴサポーターの配置と情報モラル

教室の全校での実施 

・全国学力学習状況調査の児童生徒

質問紙による検証 

情報モラル教育に関する校内リ

ーダーの育成に係る研修会の

実施 

・ＩＣＴサポーターの配置と情報モ

ラル教室の全校での実施 

・全国学力学習状況調査の児

童生徒質問紙による検証 

 

 

⇒ 

０千円 １４千円 １４千円 

実
施
状
況 

《平成２８年度の事業実績・効果》 達成度 ４ 

市内中学校生徒がＯＫＡＹＡＭＡスマホサミット 2016 に参加し、生徒が主体的に取り組み、県内の中学

生・高校生とともにスマホ利用についてのＣＭや評語を作ったり、赤磐市内の小学生にスマホの使い方

について話をしたりする機会をもった。 

《事業実施による課題》 

小学校におけるメディアコントロールの取り組みの拡充と、教職員の情報モラル教育指導力の向上の必

要がある。 

《次年度における改善策》 

ＯＫＡＹＡＭＡスマホサミットの周知と小学校でのスマホ利用取組の拡大、携帯・スマホ利用のルール作

りを推進し、家庭学習時間の確保を進める。 

64 事業名 赤磐市学力向上プラン（情報モラル・メディアコントロール） 主担当課 学校教育課 

事
業
内
容 

事業方針 

メディアコントロールの取り組みによる生活習慣作りを家庭・地域に啓発するとともに、「家庭学習のスタン

ダード（県教委作成）」に基づいた、自主学習の充実を学校と連携して実践する。ＩＣＴサポーターによる情報モ

ラル教室を実施し、スマホやインターネットの正しい活用について学習する。教員の情報モラル教育の指導力

向上のため、研修を実施し校内の指導体制を強化する。 

事業の対象 市内小学校・中学校に在籍する児童生徒、児童生徒の保護者 

連携・協働の相手 小・中学校の教職員、家庭を取り巻く地域住民 

取組内容 

及び目標 

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 
情報モラル教育に関する校内リー

ダーの育成に係る研修会の実施 

・ＩＣＴサポーターの配置と情報モラ

ル教室の全校での実施 

・全国学力学習状況調査の児童生

徒質問紙による検証 

 

 

⇒ ⇒ 

１４千円 １４千円 １４千円 



76 

 

  

65 事業名 学校経営支援事業 主担当課 学校教育課 

事
業
内
容 

事業方針 
各校の教育課題の解決や先進的な取組を支援することを目的に、効果を見込め

る取組を行う学校に対して、学校長の裁量による予算を交付し事業を推進する。 

事業の対象 市内の小・中学校 

連携・協働の相手 － 

取組内容 

平成２８年度 平成２９年度 平成２８年度 

事業目的の達成状況を各

種調査で確認 

 
－ － 

２，２９２千円 -千円 －千円 

実
施
状
況 

《平成２８年度の事業実績・効果》 達成度 ４ 

平成２７年度からの２年計画で各校の教育課題の改善や特色ある活動を学校裁量により実施した。

予算規模の大幅な削減により計画の見直しをしての実施となったがポイントをさらにしぼったことで成

果があった。 

《事業実施による課題》 

予算規模は縮小したが継続して実施できたことは良かった。ただし予算費目内という制限もあったた

め、その中での実施となった。 

《次年度における改善策》 

平成２８年度で事業終了。 

65 事業名 学校経営支援事業 主担当課 学校教育課 

事
業
内
容 

事業方針 平成２８年度で終了 

事業の対象 － 

連携・協働の相手 － 

取組内容 

及び目標 

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

 
－ － － 

-千円 －千円 - 千円 
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66 事業名 読み聞かせ活動や読書活動の充実 主担当課 学校教育課 

事
業
内
容 

事業方針 

市立図書館と連携を取りながら発達段階に応じた適切な図書を選書し、児童生徒

への紹介、読み聞かせ等を行うことにより本に親しむ環境を整える。 

また、社会教育課、市立図書館と連携し、機会を捉えて家庭での読み聞かせにつ

いて保護者対象の研修会を開催する他、読み聞かせボランティア、お話ボランティア

等の人材発掘を行う。 

事業の対象 幼児、児童、生徒及び保護者 

連携・協働の相手 市立図書館、学校司書、社会教育課、市立図書館 

取組内容 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

・読ませたい本リストの作

成及び周知 

・読み聞かせボランティア、

お話ボランティア等の募

集・研修会の実施 

・図書館司書、司書教諭対

象研修の実施 

・PTA研修会等を活用した「読

み聞かせ」等読書活動に関す

る保護者研修会の実施 

・読み聞かせボランティア、お

話ボランティア等の募集・研修

会の実施 

 

 
 

⇒ 

１４千円 ２８千円 ２８千円 

実
施
状
況 

《平成２８年度の事業実績・効果》 達成度 ４ 

地域のボランティアによる読み聞かせをが各校で行われている。 

市内学校図書館司書と中央図書館司書と一緒に県立図書館の職員を講師に本の取り扱いや管理に

ついて研修を行った。 

《事業実施による課題》 

学校図書館司書、読み聞かせボランティアの情報交換の場が少ない。  

《次年度における改善策》 

図書館司書・読み聞かせボランティア、また、保護者を対象にした研修の充実 

66 事業名 読み聞かせ活動や読書活動の充実 主担当課 学校教育課 

事
業
内
容 

事業方針 

市立図書館と連携を取りながら発達段階に応じた適切な図書を選書し、児童生徒

への紹介、読み聞かせ等を行うことにより本に親しむ環境を整える。 

また、社会教育課、市立図書館と連携し、機会を捉えて家庭での読み聞かせにつ

いて保護者対象の研修会を開催する他、読み聞かせボランティア、お話ボランティア

等の人材発掘を行う。 

事業の対象 幼児、児童、生徒及び保護者 

連携・協働の相手 市立図書館、学校司書、社会教育課、中央図書館 

取組内容 

及び目標 

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

・PTA研修会等を活用し

た「読み聞かせ」等読書活

動に関する保護者研修 

会の実施 

・読み聞かせボランティ

ア、お話ボランティア等の

募集・研修会の実施 

 
 
 

⇒ ⇒ 

２８千円 ２８千円 ２８千円 



78 

 

67 事業名 郷土の魅力を生かした学習活動推進事業 主担当課 学校教育課 

事
業
内
容 

事業方針 

赤磐市内の各幼稚園、小学校、中学校において、地域について学ぶ時間を位置付ける。教育課程の編

成においては、体験活動を重視し、地域の方との交流や見学、体験活動を位置付けることにより、地域の

素晴らしさを意識することができる取組が実施できるようにする。また、各校園の取組と成果を市内で共有

し、地域について学ぶ取組をさらに進める。 

事業の対象 市内幼稚園・小学校・中学校に在籍する幼児・児童・生徒、幼・小・中学校教職員 

連携・協働の相手 地域住民、地域の公民館や歴史郷土資料館、農業協同組合関係者 

取組内容 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

・地域の方をゲストティー

チャーとして招き、地域の

よさを生かした学習活動

を展開 

・地域に出向いて体験的

な活動を実施 

・地域に根差した道徳教

材の作成にも着手し、市

内での研修会を開催 

・地域の方をゲストティーチ

ャーとして招き、地域のよさ

を生かした学習活動を展開 

・地域に出向いて体験的な

活動を実施 

・小中学校の参観日等で、

郷土の魅力を発信する授

業を率先して公開し、地域

へ学習内容を発信 

 
 

 

⇒ 

通常事務費対応 通常事務費対応 通常事務費対応 

実
施
状
況 

《平成２８年度の事業実績・効果》 達成度 ４ 

総合的な学習の時間、生活科等で地域の方を活用したで体験活動を各校園で実施し、充実が図られ

てきている。小学校では、地域の方の指導のもと地域の特産物を栽培する学習を取り入れ、生産者

の方から苦労や喜びについて話を聞く等、その生き方、考え方に学ぶ取り組みもできた。 

《事業実施による課題》 

地域の魅力を地域の方から学ぶ機会を充実させることを更に検討する必要がある。 

《次年度における改善策》 

現在の取組を充実させるとともに、各校の取組や地域人材の情報交換の場を充実させる。 

67 事業名 郷土の魅力を生かした学習活動推進事業 主担当課 学校教育課 

事
業
内
容 

事業方針 

赤磐市内の各幼稚園、小学校、中学校において、地域について学ぶ時間を位置付ける。教育課程の編

成においては、体験活動を重視し、地域の方との交流や見学、体験活動を位置付けることにより、地域の

素晴らしさを意識することができる取組が実施できるようにする。また、各校園の取組と成果を市内で共有

し、地域について学ぶ取組をさらに進める。 

事業の対象 市内幼稚園・小学校・中学校に在籍する幼児・児童・生徒、幼・小・中学校教職員 

連携・協働の相手 地域住民、地域の公民館や歴史郷土資料館、農業協同組合関係者 

取組内容 

及び目標 

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

・地域の方をゲストティーチャ

ーとして招き、地域のよさを生

かした学習活動を展開 

・地域に出向いて体験的な活

動を実施 

・小中学校の参観日等で、郷

土の魅力を発信する授業を率

先して公開し、地域へ学習内

容を発信 

 
 
 
 

⇒ ⇒ 

通常事務費対応 通常事務費対応 通常事務費対応 
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68 事業名 学校支援地域本部事業 主担当課 学校教育課 

事
業
内
容 

事業方針 

地域住民が、学習環境整備や学習支援等の学校教育活動に関っていく学校支援

地域本部事業を実施することで、学校と家庭・地域が協力して、教育課題の解決に

向けた取組を推進する。また、学校を核とした新たな絆を築き、地域の教育力の向

上を図る。 

事業の対象 学校の児童、生徒、教職員 

連携・協働の相手 児童生徒の保護者、地域住民 

取組内容 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

・学校支援本部事業実施

校１０校の運営支援 

・新規導入校へ情報提供・

支援 

・実施校、新規導入校へ

の支援の充実 

・幼稚園への学校支援地

域本部事業の導入検討 

 
 

⇒ 
 

１，６５４千円 ２，８５０千円 ２，８５０千円 

実
施
状
況 

《平成２８年度の事業実績・効果》 達成度 ４ 

本事業を実施している学校が１７校中１０校から１１校に拡大した。各学校、地域の特性に合わせた

運営をとることで、地に足がついた取組ができている。新規の１校についても順調なスタートを切るこ

とができた。他の学校については本事業を行っていないが、地域や学校の実態に応じた協力体制の

もと、学校を中心とした取組が進められている。 

《事業実施による課題》 

本部ごとに課題は様々であるが、コーディネーター、ボランティアの継続的な維持をすることが困難に

なっている。また、補助事業終了後も継続して協働活動が維持できる組織となることが必要である。 

《次年度における改善策》 

コーディネート機能、多様な活動、継続的な活動が実施できるような体制づくりが必要であり、今まで

以上に関係機関や地域住民、様々な団体の緩やかなネットワークを形成するよう働きかける。 

68 事業名 学校支援地域本部事業 主担当課 学校教育課 

事
業
内
容 

事業方針 

地域住民が、学習環境整備や学習支援等の学校教育活動に関っていく学校支援

地域本部事業を実施することで、学校と家庭・地域が協力して、教育課題の解決に

向けた取組を推進する。また、学校を核とした新たな絆を築き、地域の教育力の向

上を図る。 

事業の対象 学校の児童、生徒、教職員 

連携・協働の相手 児童生徒の保護者、地域住民 

取組内容 

及び目標 

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

実施校、新規導入校への

支援の充実 

・幼稚園への学校支援地

域本部事業の導入検討 

⇒ ⇒ 

２，３３１千円 ２，３３１千円 ２，３３１千円 



80 

 

  

69 事業名 放課後子ども教室推進事業 主担当課 社会教育課 

事
業
内
容 

事業方針 

放課後や週末等に小学校の余裕教室等を活用して子どもたちの安全安心な活動

拠点（居場所）を設け、地域の大人の協力を得てスポーツや文化活動等の様々な体

験活動を行う、地域住民との交流活動・学習活動等の取組を推進する。 

事業の対象 児童 

連携・協働の相手 児童の保護者、地域住民 

取組内容 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

・放課後子ども教室推進

事業 
・放課後子ども教室推進事業 

・新規教室の立ち上げ準備 

・放課後子ども教室推進事業 

・新規教室立ち上げ 

９１２千円 ９９５千円 １，２４７千円 

実
施
状
況 

《平成２８年度の事業実績・効果》 達成度 ４ 

継続５教室（赤坂教室、吉井教室、山陽東小学校、山陽公民館、仁美教室）の各教室とも教育活動推

進員を中心に教育活動サポーターや地域ボランティア等により事故なく安全な活動が実施できた。地

域住民の豊かな知識と経験による放課後の学習活動や週末等ならではの地域交流活動・自然体験

活動等を通して、参加した子どもたちは地域住民との交流を深めることができた。 

《事業実施による課題》 

活動運営に関わる地域ボランティアの不足・高齢化により、教育活動推進員等への負担が大きく活

動の拡充が困難であるとの意見があった。 

《次年度における改善策》 

それぞれの地域の実情に合わせた学習機会の提供に向けた支援に努め、長期的に継続できる体制

づくりを地域、保護者等関係機関で協議を図りながら推進する。 

69 事業名 放課後子ども教室推進事業 主担当課 社会教育課 

事
業
内
容 

事業方針 

放課後や週末等に小学校の余裕教室等を活用して子どもたちの安全安心な活動

拠点（居場所）を設け、地域の大人の協力を得てスポーツや文化活動等の様々な体

験活動を行う、地域住民との交流活動・学習・体験活動等の取組を推進する。 

事業の対象 地域の全ての子ども 

連携・協働の相手 児童の保護者、地域住民、企業、NPO団体 

取組内容 

及び目標 

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

・放課後子ども教室推進事業 

・新規教室立ち上げ準備・予

算計上 

放課後子ども教室推進事業 

新規教室立ち上げ 
放課後子ども教室推進事業 

９９５千円 １，２４７千円 １,２４７千円 
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70 事業名 モデル園による幼稚園教育の充実 主担当課 学校教育課 

事
業
内
容 

事業方針 

学級担任だけでは幼児一人一人の安全な生活や十分な指導が難しいケースが増えていることから、支

援員を配置し、学級担任とともに幼児一人一人について、指導の目標や内容、配慮事項などを示した計

画（個別の指導、支援計画）を作成し、教職員の共通理解のもとに、きめ細かな指導を行う。また、家庭や

福祉施設、医療機関等の関連機関と連携し、家庭生活や地域での生活も含め小学校就学後の生活を見

据えた長期的な視点に立った支援を行う。 

事業の対象 幼児、保護者、教職員 

連携・協働の相手 
市内幼稚園、保育園、小学校、あかいわ発達障害支援センター、子育て支援課、社

会福祉課 

取組内容 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

保護者、学級担任との連

携推進 

・保護者支援ができる相

談体制の充実 

・市内幼稚園の特別支援

教育支援員を対象とした

研修会をモデル園で実施 

 

 

 

⇒ ⇒ 

６，４７６千円 ６，５００千円 ６，５００千円 

実
施
状
況 

《平成２８年度の事業実績・効果》 達成度 ４ 

特別支援教育支援員、学習支援員の配置により特別な支援を要する幼児への個別支援だけでな

く、全園児へきめ細やかな支援・指導を行うことができた。 

あかいわ発達障害支援センターや医療機関など、各専門機関との連携により、保護者の悩みに応

じ、専門的な指導を行い就学後の生活を見据えた長期的な支援が可能となっている。 

《事業実施による課題》 

山陽西幼稚園は、モデル園として特別な支援を要する幼児を受け入れるため、園区を市内全域と

しているが、保護者は就学を見据えて地域の幼稚園への入園を希望する幼児が多く、必要な園児の

入園につながっていない。 

《次年度における改善策》 

モデル園での取り組みを全園に拡大中である。 

70 事業名 モデル園による幼稚園教育の充実 主担当課 学校教育課 

事
業
内
容 

事業方針 

学級担任だけでは幼児一人一人の安全な生活や十分な指導が難しいケースが増えていることから、支

援員を配置し、学級担任とともに幼児一人一人について、指導の目標や内容、配慮事項などを示した計

画（個別の指導、支援計画）を作成し、教職員の共通理解のもとに、きめ細かな指導を行う。また、家庭や

福祉施設、医療機関等の関連機関と連携し、家庭生活や地域での生活も含め小学校就学後の生活を見

据えた長期的な視点に立った支援を行う。 

事業の対象 幼児、保護者、教職員 

連携・協働の相手 
市内幼稚園、保育園、小学校、あかいわ発達障害支援センター、子育て支援課、社

会福祉課 

取組内容 

及び目標 

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

・保護者、学級担任との連携推進 

・保護者支援ができる相談体制の

充実 

・市内幼稚園の特別支援教育支

援員を対象とした研修会をモデル

園で実施 

⇒ ⇒ 

６，５００千円 ６，５００千円 ６，５００千円 



82 

 

  

71 事業名 異校種合同研修事業 主担当課 学校教育課 

事
業
内
容 

事業方針 

就学前から小・中学校へ円滑に接続し、子どもの育ちや学びの連続性を確保する

保幼小中連携を進めるため、合同研修会の実施や中学校区での研究会を活用した

教職員間の交流を推進するとともに、保育や教育内容等の相互理解により就学前

から小・中学校への連続した教育活動の推進を図る。 

事業の対象 市内保育園、幼稚園、小学校、中学校の教職員 

連携・協働の相手 
公・私立保育園、外部講師（岡山県教育委員会所属のスーパーバイザーや保幼小

中連携推進市町村の学校教職員、民間の講師等） 

取組内容 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

・公・私立保育園・幼稚園と

の合同研修の実施 

・保幼小合同研修会の開催 

⇒ ⇒ 

５６千円 ５６千円 ５６千円 

実
施
状
況 

《平成２８年度の事業実績・効果》 達成度 ４ 

現在、市内の中学校区を単位とした保幼小中連携教育を進めている。特に赤坂中学校区を市の

研究指定とし平成２８年度をスタートに３年間の研究、研修を重ね１５年間を見通した教育活動のの

推進を図っている。 

また、市内保育園、幼稚園、小学校の教職員代表を委員に委嘱し赤磐市版接続カリキュラムを作

成した。平成２９年度より、市内各校園で共通カリキュラムの試行が始まり市内全域で就学前から小

学校への連続した教育活動の推進が図られることが期待される。 

《事業実施による課題》 

私立保育園を含め、市内すべての学校園の実態を把握し効果、課題を検証すること。 

《次年度における改善策》 

私立保育園を含め、市内すべての学校園へ継続して働き掛け子どもの実態把握を行う。 

71 事業名 異校種合同研修事業 主担当課 学校教育課 

事
業
内
容 

事業方針 

就学前から小・中学校へ円滑に接続し、子どもの育ちや学びの連続性を確保する

保幼小中連携を進めるため、合同研修会の実施や中学校区での研究会を活用した

教職員間の交流を推進するとともに、保育や教育内容等の相互理解により就学前

から小・中学校への連続した教育活動の推進を図る。 

事業の対象 市内保育園、幼稚園、小学校、中学校の教職員 

連携・協働の相手 
公・私立保育園、外部講師（岡山県教育委員会所属のスーパーバイザーや保幼小

中連携推進市町村の学校教職員、民間の講師等） 

取組内容 

及び目標 

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

・公・私立保育園・幼稚園と

の合同研修の実施 

・保幼小合同研修会の開催 

⇒ ⇒ 

５６千円 ５６千円 ５６千円 
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72 事業名 教育支援委員会の活性化 主担当課 学校教育課 

事
業
内
容 

事業方針 
就学時に障害のある幼児児童生徒の現状把握を行い、必要な支援について検討する。学校訪問等を

行い、必要な支援等について専門的立場から学校に対し助言する。また、健康増進課・子育て支援課と連

携し、就学前の幼児に対しても必要に応じて将来を見通した幼稚園・保育園への助言等を行う。 

事業の対象 
障害があり就学について不安感のある幼児児童生徒、各幼稚園・保育園・小学校・

中学校 

連携・協働の相手 健康増進課、子育て支援課 

取組内容 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

・支援の必要な児童生徒の実態

把握、対応検討及び助言 

・就学後児童生徒の状況確認の

ための訪問及び学校への助言 

 

 

 
 
⇒ 

 

 

 
 

⇒ 

１０４千円 １０４千円 １０４千円 

実
施
状
況 

《平成２８年度の事業実績・効果》 達成度 ４ 

就学時に障害のある幼児児童生徒について、現状把握し必要な支援について検討した上で、学校を

訪問し、必要な支援等について専門的な立場から助言を行うことができた。また健康増進課・子育て

支援課と連携し、就学前幼児に対して、就学に向けて、幼稚園・保育園への助言を行うことができた。 

《事業実施による課題》 

専門的な立場からの助言・就学に向けた相談の希望が増えてきている。就学に関しては、子どもに現

状を把握した上での助言となるため、よりよい進め方を工夫する必要がある。 

《次年度における改善策》 

就学に関わる、個々の支援についての検討を充実させるよう、委員会の進め方を工夫する。 

72 事業名 教育支援委員会の活性化 主担当課 学校教育課 

事
業
内
容 

事業方針 
就学時に障害のある幼児児童生徒の現状把握を行い、必要な支援について検討する。学校訪問等を

行い、必要な支援等について専門的立場から学校に対し助言する。また、健康増進課・子育て支援課と連

携し、就学前の幼児に対しても必要に応じて将来を見通した幼稚園・保育園への助言等を行う。 

事業の対象 
障害があり就学について不安感のある幼児児童生徒、各幼稚園・保育園・小学校・

中学校 

連携・協働の相手 健康増進課、子育て支援課 

取組内容 

及び目標 

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

・支援の必要な児童生徒の実態

把握、対応検討及び助言 

・就学後児童生徒の状況確認の

ための訪問及び学校への助言 

・就学前幼児の実態把握のため

の訪問等（市就学相談への関わ

り） 

 
 

 
⇒ ⇒ 

１０４千円 １０４千円 １０４千円 
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73 事業名 通級指導教室の充実 主担当課 学校教育課 

事
業
内
容 

事業方針 
障害により通常の学級の指導だけでは能力を十分に伸ばすことが困難な子どもた

ちについて、適切な指導を受けることができる環境整備を行う。 

事業の対象 言語に障害があり、個別の指導を必要と判断される児童 

連携・協働の相手 教育総務課、通級指導教室担当教員 

取組内容 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

・分教室を置く学校の決定

及び指導者・指導体制の

決定 

・分教室の環境整備（設

備・備品等） 

各教室の運営方法、指導

者・指導体制の充実 

各教室の運営方法、指導

者・指導体制の充実 

通常事務費対応 １０千円 １０千円 

実
施
状
況 

《平成２８年度の事業実績・効果》 達成度 ４ 

通級指導教室の担当者と保護者・在籍学級担任の連携は細やかに行うことができた。 

通級前の保護者を対象とした説明会を行い、保護者の理解を深めることができた。 

通級児童数の増加に伴い、分級室を置く学校の決定と、備品整備、指導体制を整えることができた。 

《事業実施による課題》 

分教室を設置することになったが、通級指導教室の入室を希望しても、保護者の事情等で通級によ

る指導を受けられない児童もいる。 

指導者に対して入室者の数が増加しており、対応が困難な状況が出てきている。 

《次年度における改善策》 

通級による指導をうける児童に対する就学指導のあり方を検討する。 

分教室の運営の指導者・指導体制を充実し、今後の分教室運営のあり方等を検討する。 

73 事業名 通級指導教室の充実 主担当課 学校教育課 

事
業
内
容 

事業方針 
障害により通常の学級の指導だけでは能力を十分に伸ばすことが困難な子どもた

ちについて、適切な指導を受けることができる環境整備を行う。 

事業の対象 言語に障害があり、個別の指導を必要と判断される児童 

連携・協働の相手 教育総務課、通級指導教室担当教員 

取組内容 

及び目標 

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

各教室の運営方法、指導

者・指導体制の充実 

 
    ⇒ 

 
   ⇒ 

１０千円 ３０千円 ３０千円 



85 

  

74 事業名 つくしんぼ就学相談事業 主担当課 学校教育課 

事
業
内
容 

事業方針 

各学校の特別支援コーディネーターとの連携により、心身に障害のある幼児・児

童・生徒に適切な就学指導を行えるよう、１学期から夏季休業にかけて相談を行う。

（１学期中に市内の小・中学校に入学予定の児童生徒の保護者と面談を実施。夏季

休業中に翌々年度入学予定の児童生徒の保護者と面談を実施。） 

事業の対象 市内小・中学校入学予定の児童生徒の保護者 

連携・協働の相手 

各小・中学校特別支援コーディネーター（校長・教頭）、あかいわ発達障害者支援セ

ンター、幼児・児童・生徒の在籍する校園担当者、子育て支援課、社会福祉課、健康

増進課 

取組内容 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

・赤磐市就学相談の実施 

・教育支援委員会との連

携促進 

・関係機関が連携を図る

システムの構築 

・赤磐市就学相談の実施 

・関係機関が連携した就

学指導チームの作成、就

学前幼児の情報共有 

 

 
 

⇒ 

通常事務費対応 １３千円 １３千円 

実
施
状
況 

《平成２８年度の事業実績・効果》 達成度 ４ 

２８年度から対象を４、５歳児とした。また相談時期を見直し５歳児については７月までに相談を終

えることができるように整備した。 

２８年度は４歳児３８件、５歳児３３件、合計７１件の申込みがあり、各学校の特別支援コーディネー

ターとの連携により相談を実施した。特に４歳児をもつ保護者への相談では不安や悩みを抱えている

保護者を、就学予定校のコーディネーターや専門機関へつなげたりすることで、早期支援を行うこと

が可能となった。 

《事業実施による課題》 

就学に向け、必要感のあるすべての保護者からの申込みがあるわけではない。 

《次年度における改善策》 

子育て支援課、健康増進課、社会福祉課、発達障害支援センターなどの関係機関と情報共有を行

いながら、必要感のある保護者へ連携した働き掛けを行う。 

74 事業名 市就学相談事業（つくしんぼ就学相談） 主担当課 学校教育課 

事
業
内
容 

事業方針 

各学校の特別支援コーディネーターとの連携により、心身に障害のある幼児・児

童・生徒に適切な就学指導を行えるよう、１学期から夏季休業にかけて相談を行う。

（１学期中に市内の小・中学校に入学予定の児童生徒の保護者と面談を実施。夏季

休業中に翌々年度入学予定の児童生徒の保護者と面談を実施。） 

事業の対象 市内小・中学校入学予定の児童生徒の保護者 

連携・協働の相手 

各小・中学校特別支援コーディネーター（校長・教頭）、あかいわ発達障害者支援セ

ンター、幼児・児童・生徒の在籍する校園担当者、子育て支援課、社会福祉課、健康

増進課 

取組内容 

及び目標 

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

・赤磐市就学相談の実施 

・関係機関が連携した就

学指導チームの作成、就

学前幼児の情報共有 

 

 

 

⇒ 
 

⇒ 

１３千円 １３千円 １３千円 



86 

 

  

75 事業名 学校園間交流体験活動促進事業 主担当課 学校教育課 

事
業
内
容 

事業方針 

中学校区を中心として、学区内にある保育園・幼稚園・認定こども園・小学校・中

学校が異校種の子どもたちや地域の人々との交流活動を計画し、連携を進める。ま

た、子どもたちが体験活動を通して、豊かな心を育成することを目的とする。 

事業の対象 市内保育園、幼稚園、認定こども園、小学校、中学校の児童生徒等 

連携・協働の相手 中学校区内の各校・園、地域の公民館、地域にお住まいの方々、保護者 

取組内容 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

・体験活動の計画・実施 ・体験活動と日々の教育

活動との連携（道徳教育

との連携検討） 

 
⇒ 

通常事務費対応 １４千円 １４千円 

実
施
状
況 

《平成２８年度の事業実績・効果》 達成度 ４ 

平成２７年度から桜が丘中学校区、平成 28 年度から赤坂中学校区で交流授業、出前授業等の異校

種間の交流が進められている。 

城南小と仁美小、石相小・軽部小・笹岡小、豊田小・磐梨小では、宿泊行事を合同で行い、学校間交

流を充実させている。 

《事業実施による課題》 

他校種の連携には、時期、時間また、開催場所等の調整に十分な打ち合わせが必要になる。 

行事終了後の合同で行ったことの価値付けの時間をとることができにくい。 

《次年度における改善策》 

次年度以降数年を見越して、学校・園間で早い段階からの計画・準備を行う。 

75 事業名 学校園間交流体験活動促進事業 主担当課 学校教育課 

事
業
内
容 

事業方針 

中学校区を中心として、学区内にある保育園・幼稚園・認定こども園・小学校・中

学校が異校種の子どもたちや地域の人々との交流活動を計画し、連携を進める。ま

た、子どもたちが体験活動を通して、豊かな心を育成することを目的とする。 

事業の対象 市内保育園、幼稚園、認定こども園、小学校、中学校の児童生徒等 

連携・協働の相手 中学校区内の各校・園、地域の公民館、地域にお住まいの方々、保護者 

取組内容 

及び目標 

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

・体験活動と日々の教育

活動との連携（道徳教育

等との連携検討） 

 
⇒ ⇒ 

１４千円 １４千円 １４千円 



87 

 

 

 

76 事業名 家庭教育講座 主担当課 社会教育課 

事
業
内
容 

事業方針 
家庭における教育力の向上と地域の中で安心して楽しく子育てができる環境づく

りを推進するため、子どもの発達段階に応じた学習機会の提供を行う。 

事業の対象 乳幼児期・学童期の子どもをもつ保護者 

連携・協働の相手 学校、地域、家庭、企業等 

取組内容 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

・就学前子育て講座の開催 

・思春期子育て講座の開催 

・公民館子育て講座の開催 

・親育ち応援学習講座の開催 

・家庭教育支援の実施 

⇒ ⇒ 

１，５７６千円 １，６８０千円 １，６８０千円 

実
施
状
況 

《平成２８年度の事業実績・効果》 達成度 ４ 

子育て相談・交流広場「ファミリア｣を毎週月曜日に開催し、家庭教育支援チーム員による相談者へ

のきめ細やかな寄り添った支援が実施できた。また人材養成講座の実施により支援員としての資質

向上が図られた。小・中学校では就学時子育て講座、思春期子育て講座等の児童生徒の成長に合

わせた保護者への学習会を開催した。公民館子育て講座では参加者の自主的な学びの意識が高ま

り公民館登録グループが立ち上がった。親育ち応援学習プログラムの活用は２校と少なかったが、県

と共催した親育ち応援学習リーダー養成講座を開催し 11名のファシリテーターを新規登録した。 

《事業実施による課題》 

各学校・園での親育ち応援学習プログラムの活用の促進、赤磐市のファシリテーターの活用が難し
い。 

《次年度における改善策》 

親育ち応援学習プログラムの活用を促進するとともに、赤磐市のファシリテーターを活用し、保護
者の集まる様々な機会に学習の場を提供していき、保護者の家庭教育力の向上を図る。 

76 事業名 家庭教育講座 主担当課 社会教育課 

事
業
内
容 

事業方針 
家庭における教育力の向上と地域の中で安心して楽しく子育てができる環境づく

りを推進するため、子どもの発達段階に応じた学習機会の提供を行う。 

事業の対象 乳幼児期・学童期の子どもをもつ保護者 

連携・協働の相手 学校、地域、家庭、企業等 

取組内容 

及び目標 

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

・就学前子育て講座の開催 

・思春期子育て講座の開催 

・公民館子育て講座の開催 

・親育ち応援学習講座の開催 

・ファミリアの実施 

⇒ ⇒ 

１，６８０千円 １，６８０千円 １，６８０千円 
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77 事業名 青少年健全育成事業 主担当課 社会教育課 

事
業
内
容 

事業方針 
青少年の非行防止や有害環境への取組、青少年を犯罪から守るための活動を進

める。また、青少年関係団体との連携を進める等、必要なサポートを行う。 

事業の対象 青少年 

連携・協働の相手 学校関係者、保護者、地域 

取組内容 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

・青少年育成センター運営 

・青少年健全育成推進大会 

・明るい家庭づくり作文募集 

・青少年健全育成啓発訪問 等 

⇒ ⇒ 

６，３７６千円 ７，３８３千円 ６，０７６千円 

実
施
状
況 

《平成２８年度の事業実績・効果》 達成度 ４ 

育成員 3 名を配置し、相談活動、補導活動、啓発活動、環境浄化活動を行った。中学校区ごと市内 5

地区で、7 月と 11 月の年 2 回ブロック会議を開催し、家庭、学校、関係機関や団体の代表者等が地

域の現状把握情報交換を実施した。⇒参加者 366人 

青少年健全育成推進大会を開催し、明るい家庭づくり作文の表彰及び発表や国立大学法人香川大

学教育学部 准教授 大久保 智生氏を講師に「現代の青少年は社会性が欠如しているのか？コミ

ュニケーション能力と規範意識の低下言説から見る社会」と題して記念講演を行った。⇒230人 

《事業実施による課題》 

市民一人ひとりの青少年健全育成に対する意識の高揚を図るため、家庭・学校・地域が連携し、市民

層ぐるみで青少年健全育成の推進を図る必要がある。 

《次年度における改善策》 

地域社会を構成する大人の責任において、青少年の現状について関心を持っていただくよう、引き続

き各種事業の広報紙等を活用して情報発信を行うとともに、家庭・学校・地域の連携を強化する体制

づくりを推進する。 

77 事業名 青少年健全育成事業 主担当課 社会教育課 

事
業
内
容 

事業方針 
青少年の非行防止や有害環境への取組、青少年を犯罪から守るための活動を進

める。また、青少年関係団体との連携を進める等、必要なサポートを行う。 

事業の対象 青少年 

連携・協働の相手 学校関係者、保護者、地域、各関係課 

取組内容 

及び目標 

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

・青少年育成センター運営 

・青少年健全育成推進大会 

・明るい家庭づくり作文募集 

・青少年健全育成啓発訪問 等 

⇒ ⇒ 

７，３８３千円 ６，０７６千円 ６，０７６千円 
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78 事業名 ヤングボランティア養成事業（青少年健全育成事業） 主担当課 社会教育課 

事
業
内
容 

事業方針 

家庭、学校、関係機関、地域社会と連携を密にし、市内の中学生に、ボランティア

等社会参加活動の機会を提供し、ボランティア活動を通じて、自主性や社会性を育

みながら社会の一員であることの自覚を高めていく。 

事業の対象 市内の中学生 

連携・協働の相手 地域 

取組内容 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

・ヤングボランティアの募集 

・地域の事業や祭り等での

ボランティア活動の実施 

⇒ ⇒ 

０千円 １０千円 ０千円 

実
施
状
況 

《平成２８年度の事業実績・効果》 達成度 ４ 

教育委員会主催事業等でのボランティア活動 

⇒スポレクフェステ赤磐（桜が丘中 7 名）、熊山公民館まつり（磐梨中 4 名）、中央公民館まつり（高陽

中 8名、桜が丘中 11 名）、赤坂公民館まつり（赤坂中 10名、１日目は全校生徒が参加） 

《事業実施による課題》 

○実績ではボランティアを受け入れる事業が少ないが、実際には地域行事や社会福祉協議会主催

「夏のボランティア体験事業」に参加し中学生が活躍している。今後においても地域の中・高校生の活

躍の場の創出及び、地域に積極的に出て行き、活躍できる体制づくりが必要である。 

《次年度における改善策》 

○教育委員会主催事業以外のボランティア活動を受け入れ可能な事業を把握して、今後のサポート

体制を検討する。 

○平成 29 年度からは公民館事業へ所管を換え、中高生ボランティアを募り地域課題への解決やま

ちづくりに積極的に参画できるような活躍の場を創出することを目的とする事業を展開する。 

78 事業名 ヤングボランティア養成事業（青少年健全育成事業） 主担当課 
中央公民館（社

会教育課） 

事
業
内
容 

事業方針 

家庭、学校、関係機関、地域社会と連携を密にし、市内の中学生に、ボランティア

等社会参加活動の機会を提供し、ボランティア活動を通じて、自主性や社会性を育

みながら社会の一員であることの自覚を高めていく。 

事業の対象 市内の中学生 

連携・協働の相手 地域、各関係課、学校等 

取組内容 

及び目標 

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

・ヤングボランティアの募集 

・地域の事業や祭り等での

ボランティア活動の実施 

⇒ ⇒ 

１０千円 １０千円 １０千円 



90 

 

  

79 事業名 人権教育推進事業 主担当課 社会教育課 

事
業
内
容 

事業方針 
市民の自主性を尊重し、学校、地域、職場等あらゆる場を通じて、人権尊重の理念

に対する理解を深め、体得できるよう多様な機会を提供する。 

事業の対象 市民 

連携・協働の相手 各関係課、学校、地域、家庭、企業、社会教育施設等 

取組内容 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

・PTA人権教育推進事業 

・人権学習出前講座 

・人権教育指導者養成講座 

・PTA人権教育推進事業 

・人権学習出前講座 

・人権学習講座 

・PTA人権教育推進事業 

・人権学習出前講座 

・人権学習講座 

・市主催イベントでの啓発 

・人権に関する意識調査 

・第 3次赤磐市人権教育・

啓発推進計画策定 
９１１千円 １，３１０千円 １，５００千円 

実
施
状
況 

《平成２８年度の事業実績・効果》 達成度 ４ 

PTA人権教育研修会の開催：通年事業 ⇒ 受講者 31 校 3,075名 

人権学習出前講座の開催：通年事業 ⇒ 受講者 12団体 255名 

人権学習講座の開催：5月 26日、7月 26日 ⇒ 受講者 40名 

人権教育研修会、人権学習講座のほか、市主催イベント等で人権啓発事業を実施し、人権に対する

理解を深める機会を設けた。 

《事業実施による課題》 

各講座の参加者が減少傾向となっており、学校や幼稚園、保育園の保護者に、人権教育研修会を積

極的に開催するよう周知していくとともに、市内の各種団体に人権学習出前講座を実施してもらうよう

広く周知していく必要がある。 

また、人権に関する意識調査の結果から、課題別人権学習講座をどのように実施していくか検討が必

要である。 

《次年度における改善策》 

会議や活動の機会に市内各種団体の代表者や企業、公民館グループなどに「人権学習出前講座」の

チラシを配布し、講座の周知を図る。 

市主催イベント等での人権啓発事業が浸透してきているので、更に参加者を増やし人権に対する理

解を深めてもらう機会を提供するため、事業の内容や実施方法に工夫を加えていく。 

79 事業名 人権教育推進事業 主担当課 社会教育課 

事
業
内
容 

事業方針 
市民の自主性を尊重し、学校、地域、職場等あらゆる場を通じて、人権尊重の理念

に対する理解を深め、体得できるよう多様な機会を提供する。 

事業の対象 市民 

連携・協働の相手 各関係課、学校、地域、家庭、企業、社会教育施設等 

取組内容 

及び目標 

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

・PTA人権教育推進事業 

・人権学習出前講座 

・人権教育指導者養成講座 

・市主催イベントでの啓発 

・PTA人権教育推進事業 

・人権学習出前講座 

・人権学習講座 

・市主催イベントでの啓発 

・人権に関する意識調査 

・第 3次赤磐市人権教育・

啓発推進計画策定 

・PTA人権教育推進事業 

・人権学習出前講座 

・人権学習講座 

・市主催イベントでの啓発 

・第 3次赤磐市人権教育・

啓発推進計画施行 

１，３１０千円 １，５００千円 １，３００千円 
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80 事業名 食育推進事業 主担当課 給食センター（学校教育課） 

事
業
内
容 

事業方針 

学校給食への地場産物の利用割合を増加させるため、関係機関と連携し地元産

の食材を積極的に取り組む。また、食育だよりの発行や給食指導、料理教室、食育

ポスター展を開催し、食育の推進に努める。 

事業の対象 赤磐市内の児童・生徒 

連携・協働の相手 
【地産地消】あかいわ地産地消推進協議会 

【普及啓発】栄養教諭、各学校等 

取組内容 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

・学校給食地場食材利用

拡大モデル事業 

・食育だより発行 

・親子料理教室 

・食育標語・ポスター展 

⇒ ⇒ 

１０３千円 １０３千円 １０３千円 

実
施
状
況 

《平成２８年度の事業実績・効果》 達成度 ３ 

学校給食の地場産物の利用割合については、農林課、岡山東農協等関係機関が連携し、品目・重

量とも前年度より増加した。また、食育だよりの発行により、児童・生徒へ赤磐産の食材や生産者を

紹介することができた。親子料理教室の開催、ポスター・標語の募集及び作品展を通して児童・生徒

だけでなく、市民へ対しても基本的生活習慣の向上に向けた啓発ができた。 

《事業実施による課題》 

親子料理教室については、父親や山陽地域以外からの参加者を増やしていく必要がある。 

夏休の課題が競合し、標語・ポスター展への応募点数が減少している。 

《次年度における改善策》 

親子料理教室については、より広い地域からの参加を募ることができるよう、開催時期を工夫する。 

標語・ポスターの募集については、学校園へ継続的にはたらきかける。 

80 事業名 食育推進事業 主担当課 給食センター（学校教育課） 

事
業
内
容 

事業方針 

学校給食への地場産物の利用割合を増加させるため、関係機関と連携し地元産

の食材を積極的に取り組む。また、食育だよりの発行や給食指導、料理教室、食育

ポスター展を開催し、食育の推進に努める。 

事業の対象 赤磐市内の児童・生徒 

連携・協働の相手 
【地産地消】あかいわ地産地消推進協議会 

【普及啓発】栄養教諭、各学校等 

取組内容 

及び目標 

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

・学校給食地場食材利用

拡大モデル事業 

・食育だより発行 

・親子料理教室 

・食育標語・ポスター展 

⇒ ⇒ 

１９８千円 １９８千円 １９８千円 
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【重点戦略Ⅲ】多彩な人材の活躍により、地域が活性化しているまちを創る 

【戦略プログラム】移住・定住が進むまち創出プログラム 
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81 事業名 移住・定住を支援する体制の充実 主担当課 まち・ひと・しごと創生課 

事
業
内
容 

事業方針 

移住・定住を促進するため、移住を検討する人に有意義な情報を届けるとともに総合的な移住・

定住相談窓口を整備し、トータルサポートを行う。また、おためし住宅、空き家情報バンクの充実、

空き家改修補助金制度の創設等により、移住時の負担軽減を図る。意欲あふれる人材による新た

な発想と能力を活かした地域活性化を図る。 

事業の対象 市外から移住先を検討する人、赤磐市への移住を検討する人 

連携・協働の相手 地域に暮らす住民 

取組内容 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

・移住・定住に関するパンフレッ

ト、ホームページの作成 

・総合的な移住・定住相談窓口の

設置 

・移住コンシェルジュの設置 

・おためし住宅の整備 

・空き家改修補助金制度の創設 

・地域情報の掘り起こし 

・ホームページを活用した情報発信 

・地域情報の掘り起こし（空き家情

報） 

・総合的な移住・定住相談窓口の活

用 

・移住コンシェルジュの活用 

・連携中枢都市圏での移住・定住相

談会の実施 

・移住コンシェルジュによる、総

合的な移住・定住相談窓口の運

用 

・空き家の有効活用 

・移住者によるネットワークの構

築 

１０，８７５千円 １４，５０７千円 １０，０００千円 

実
施
状
況 

《平成２８年度の事業実績・効果》 達成度 ３ 

空き家情報バンクの成約物件数は、新たに７件増え、累計成約件数は１０件となった。 

おためし住宅利用世帯数は、桜が丘西７丁目（利用単位８～９０日） で２件。このほか、赤坂適塾（赤磐

市伝統的家屋活用交流施設）では６件の利用実績があった。 

新たに転入した世帯数は、809世帯。 

移住者へのサポートを行うため、移住コンシェルジュを設置した。 

《事業実施による課題》 

 空き家情報バンクの登録は依然として、売却希望の物件が多く、移住者が希望する賃貸物件が少ない

状況であり、移住希望者のニーズに即した物件の確保が求められている。 

《次年度における改善策》 

移住コンシェルジュが、主体的に、移住の受け皿となる新たな空き家情報バンク登録物件の発掘に努め

るとともに、移住者によるネットワークの構築等、移住の受け入れ態勢の拡充を図る。 

81 事業名 移住・定住を支援する体制の充実 主担当課 まち・ひと・しごと創生課 

事
業
内
容 

事業方針 

本市への移住・定住を促進するため、移住を検討する人に有意義な情報を届けるとともに、移

住コンシェルジュを活用し総合的な移住・定住相談窓口を整備し、トータルサポートを行う。また、

おためし住宅、空き家情報バンクの充実、空き家改修補助金制度の活用等により、移住者への情

報提供と負担軽減を図る。 

事業の対象 市外から移住先を検討する人、赤磐市への移住を検討する人 

連携・協働の相手 地域に暮らす住民 

取組内容 

及び目標 

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

・ホームページを活用した情報発信 

・地域情報の掘り起こし（空き家情報） 

・総合的な移住・定住相談窓口の活用 

・移住コンシェルジュの活用 

連携中枢都市圏での移住・定住相談会

の実施 

・移住コンシェルジュによる、総

合的な移住・定住相談窓口の運

用 

・空き家の有効活用 

・移住者によるネットワークの構

築 

・移住コンシェルジュによる、

総合的な移住・定住相談窓口

の運用を継続 

・空き家の有効活用 

・構築された移住者によるネッ

トワークにより、受け入れ態勢

の拡充。 

１４，５０７千円 １０，０００千円 １０，０００千円 
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82 事業名 あかいわに戻ろうプロジェクト 主担当課 まち・ひと・しごと創生課 

事
業
内
容 

事業方針 

赤磐市出身者等によるネットワーク組織を構築することにより交流機会を創出し、「同郷出身者

等のつながり」を強化するとともに、進学等で都市圏に住んでいる赤磐市出身者の若者を多方面

からサポートする体制を整える。 

また、ネットワーク組織や専用ホームページ、ＳＮＳ等のＩＣＴを活用して、地域の情報、仕事の情

報、住まいの情報等を発信する他、市内での就職説明会や婚活イベント等の開催、一時帰省する

際の費用助成や赤磐市で結婚・居住する場合の助成制度の創設等、若者の地域定着・ＵＩＪターン

のきっかけづくりを行う。 

事業の対象 赤磐市在住の若者、赤磐市出身の若者 等 

連携・協働の相手 同郷出身者ネットワーク組織、市内企業、ハローワーク、高校・専門学校・大学等 

取組内容 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

・ＨＰ、ＳＮＳ等による情報発

信 

・助成制度の活用 

・就職説明会、婚活イベント

等の開催 

・同郷出身者ネットワーク組

織の充実、拡大 

・HP、SNS等による情報発信 

・助成制度の活用、充実 

・就職説明会、婚活イベント

等の開催 

・同郷出身者ネットワーク組

織の充実、拡大 

・HP、SNS等による情報発信 

・助成制度の活用、充実 

・就職説明会、婚活イベント等の開

催 

・同郷出身者ネットワーク組織の充

実、拡大 

２３，０５１千円 １２，６４６千円 １１，０００千円 

実
施
状
況 

《平成２８年度の事業実績・効果》 達成度 ４ 

あかいわに戻ろうプロジェクト特設ホームページ「おかえりあかいわ」を活用した情報発信を行った。 

また、ホームページに動画投稿機能を追加し、「子育てするなら赤磐市」として子育て世帯に訴求する狙いを込めたＰ

Ｒ動画を作成した。 

さらには、将来的なＵＩＪターンへのきっかけづくりを行うため、東京及び大阪で本市にゆかりのある人が集まる機会を

創出した。 

《事業実施による課題》 

新規アクセス数を獲得するための対策及び、同郷出身者ネットワークの活用方法の検討 

《次年度における改善策》 

より効果的な PR方法を検討する 

同郷出身者ネットワーク会員の募集強化 

82 事業名 あかいわに戻ろうプロジェクト 主担当課 まち・ひと・しごと創生課 

事
業
内
容 

事業方針 

赤磐市出身者等によるネットワーク組織を構築することにより交流機会を創出し、「同郷出身者

等のつながり」を強化するとともに、進学等で都市圏に住んでいる赤磐市出身の若者を多方面か

らサポートする体制を整える。 

また、ネットワーク組織や専用ホームページ、ＳＮＳ等のＩＣＴを活用して、地域の情報、仕事の情

報、住まいの情報等を発信する他、市内での就職説明会や婚活イベント等の開催、一時帰省する

際の費用助成制度の創設、赤磐市で結婚・居住する場合の助成制度の創設等、若者の地域定

着・ＵＩＪターンのきっかけづくりを行う。 

事業の対象 赤磐市在住の若者、赤磐市出身の若者 等 

連携・協働の相手 同郷出身者ネットワーク組織、市内企業、ハローワーク、高校・専門学校・大学等 

取組内容 

及び目標 

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

・HP、SNS等による情報発信 

・助成制度の活用、充実 

・就職説明会、婚活イベント等の開

催 

・同郷出身者ネットワーク組織の充

実、拡大 

・HP、SNS等による情報発信 

・助成制度の活用、充実 

・就職説明会、婚活イベント等の

開催 

・同郷出身者ネットワーク組織の

充実、拡大 

・費用をかけずに事業実施する

方法の検討 

⇒ 

１１，４７２千円 １１，０００千円 ５００千円 
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83 事業名 住宅団地等まちづくり活性化対策事業 主担当課 まち・ひと・しごと創生課 

事
業
内
容 

事業方針 

大規模住宅団地とその周辺を含めた地域を赤磐市の中心的な役割を担う地域として

位置づけ、住宅団地は、オールドニュータウン問題を克服し、移住定住の受け皿として魅

力を高め、周辺地域では、雇用及び賑わい創出の場としての土地利用を行うことにより、

持続可能なまちづくりを行う。 

事業の対象 大型住宅団地及びその周辺の地域 

連携・協働の相手 県、住民、民間事業者 

取組内容 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

・ワーキンググループに

よる検討 

・本部会議の設置 

・有識者会議の設置 

・有識者会議の開催 

・基本構想策定 

・既存事業実施推進 

・実施計画策定 

・新規・既存事業実施推進 

- 千円 ５，８００千円 ６，０００千円 

実
施
状
況 

《平成２８年度の事業実績・効果》 達成度 ３ 

若手職員によるワ-キンググループを設置し、地元からの意見等を踏まえて、課題の洗い出し、解決策の

検討を行った。また。市長を本部長とし、幹部職員で構成された本部会議を立ち上げた。まちづくりの基

本構想を策定するために専門的な知見から意見をいただく有識者会議を設置した。 

《事業実施による課題》 

28 年度においては、有識者会議の設置にとどまったため、29 年度に会議を開催し、有効な意見を聴取し

ていく必要がある。 

《次年度における改善策》 

有識者で構成する会議において、意見聴取を行うとともに、先進事例を研究し、より有効な施策を検討し

ていく。 

83 事業名 住宅団地等まちづくり活性化対策事業 主担当課 まち・ひと・しごと創生課 

事
業
内
容 

事業方針 

大規模住宅団地とその周辺を含めた地域を赤磐市の中心的な役割を担う地域として

位置づけ、住宅団地は、オールドニュータウン問題を克服し、移住定住の受け皿として魅

力を高め、周辺地域では、雇用及び賑わい創出の場としての土地利用を行うことにより、

持続可能なまちづくりを行う。 

事業の対象 大型住宅団地及びその周辺の地域 

連携・協働の相手 県、住民、民間事業者 

取組内容 

及び目標 

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

・有識者会議の開催 

・基本構想策定 

・既存事業実施推進 

・実施計画策定 

・新規・既存事業実施推進 

・各事業実施推進 

５，８００千円 ６，０００千円 ６，０００千円 
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84 事業名 各種啓発事業（防災） 主担当課 くらし安全課 

事
業
内
容 

事業方針 

災害時に市民が自らの身を守り、被害を最小限度にとどめられるよう、食料・飲料

水の備蓄等の平常時からの備えや災害発生時の行動等、各種災害についての正し

い認識・知識の普及啓発を図る。 

事業の対象 市民 

連携・協働の相手 自治会、自主防災組織、防災士 

取組内容 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

・防災啓発講習、訓練

指導 

・広報紙、ＨＰ等での啓

発 

・地区防災マップワーク

ショップ 

・総合防災訓練の実施

及び市民参加 

・防災啓発講習、訓練

指導 

・広報紙、ＨＰ等での啓

発 

・地区防災マップワーク

ショップ 

・防災啓発講習、訓練指導 

・広報紙、ＨＰ等での啓発 

・地区防災マップワークショップ 

・総合防災訓練の実施及び市

民参加 

２，２０６千円 １，１３２千円 ２，６３７千円 

実
施
状
況 

《平成２８年度の事業実績・効果》 達成度 4 

地区への防災啓発の講習会、防災訓練の参加等を行い、身近な災害のリスクを認識してもらい、

自らが身を守る意識を持ち、それの対処方法などを学んでいただいた。また、地区からの希望で自主

防災組織の立ち上げについてもあわせて説明した。 

 地区の防災訓練への参加では、自分で出来る被害者応急救護について指導を行った。（簡易担

架の作成、三角巾を用いた応急手当等）。 

《事業実施による課題》 

住民一人ひとりが身近に迫る災害を知り、予防対策を講じることと合わせて、地区防災マップづくり

を通じて住民同士の話し合いの中から生まれる発見、気づきなどを皆で共有し、マップに反映し自分

たちが作りあげたマップを日常に備えておくことで防災意識の向上、意識統一が図れるよう、地域住

民の避難力を高め、災害に強いまちづくりを一層推進する。 

《次年度における改善策》 

住民への防災の講習会だけでなく、防災リーダーも育てるといった取り組みが必要。 

また、受動的な防災の説明を聞くだけで終わるのではなく、災害対応の実技も含めた参加型の講

習会のようなものに移行したほうがより身近に防災を感じられると思われる。 

84 事業名 各種啓発事業（防災） 主担当課 くらし安全課 

事
業
内
容 

事業方針 

災害時に市民が自らの身を守り、被害を最小限度にとどめられるよう、食料・飲料

水の備蓄等の平常時からの備えや災害発生時の行動等、各種災害についての正し

い認識・知識の普及啓発を図る。 

事業の対象 市民 

連携・協働の相手 自治会、自主防災組織、防災士 

取組内容 

及び目標 

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

・防災啓発講習、訓練指導 

・広報紙、ＨＰ等での啓発 

・地区防災マップワークショ

ップ 

・防災啓発講習、訓練指導 

・広報紙、ＨＰ等での啓発 

・地区防災マップワークショ

ップ 

・総合防災訓練の実施及び

市民参加 

・防災啓発講習、訓練

指導 

・広報紙、ＨＰ等での啓

発 

・地区防災マップワーク

ショップ 

１，１３２千円 ２，６３７千円 １，１３２千円 
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85 事業名 ごみ減量化・３Ｒ推進事業 主担当課 環境課 

事
業
内
容 

事業方針 

家庭排出ごみの抑制のため、ごみの資源化や減量化の啓発をすすめるとともに

生ごみ処理容器購入補助事業を見直し、拡充を図る。 

快適な生活環境を確保するため、リサイクルプラザを拠点にリサイクル、リユース

の推進事業を行う。収集したごみや市民から提供された不用品を整備、修理して希

望者への譲渡、抽選会、また入札会への出展を行う。また、環境学習教室や講座、

イベントを開催し市民のエコ意識の醸成を図る。 

事業の対象 市民 

連携・協働の相手 岡山県環境保全事業団 

取組内容 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

・ごみ減量化啓発活動 

・リサイクル推進員育成 

・生ごみ処理容器購入補助 

・一般廃棄物集積場所整備補助 

・ごみ減量化・再資源化・再利用

体験学習 

⇒ ⇒ 

１０，７１８千円 １０，７１８千円 １０，７１８千円 

実
施
状
況 

《平成２８年度の事業実績・効果》 達成度 ４ 

市内全地区にリサイクル推進員を設置し、地域ごとに年２回の会議と研修会を実施した。 

家庭ごみの減量化のため、ごみ処理容器補助金の利用促進を図った。（４７件） 

ごみ排出にかかる地域環境整備のため地区に集積場所の整備費を補助した。（１７地区） 

３Ｒ運動の拠点となるリサイクルプラザで、抽選会や入札会を行った。（入札会５回、抽選会５回） 

ごみ排出事業者向けにごみ調査を実施するとともに啓発を行った。 

《事業実施による課題》 

市民によるリサイクルプラザの拠点化の推進が必要。事業系ごみの質の改善並びにごみ量の減少

に向けた分別の推進が必要。 

《次年度における改善策》 

リサイクル・リユースの推進とプラザの拠点化のためフリーマーケットを実施する。環境学習推進のた

め岡山市と連携し水辺事業、環境啓発事業を実施する。事業系ごみを収集する業者を集めて改善へ

の協力を要請する。 

85 事業名 ごみ減量化・３Ｒ推進事業 主担当課 環境課 

事
業
内
容 

事業方針 

家庭排出ごみの抑制のため、ごみの資源化や減量化の啓発をすすめるとともに

生ごみ処理容器購入補助事業を見直し、拡充を図る。 

快適な生活環境を確保するため、リサイクルプラザを拠点にリサイクル、リユース

の推進事業を行う。収集したごみや市民から提供された不用品を整備、修理して希

望者への譲渡、抽選会、また入札会への出展を行う。また、環境学習教室や講座、

イベントを開催し市民のエコ意識の醸成を図る。 

事業の対象 市民 

連携・協働の相手 岡山県環境保全事業団 

取組内容 

及び目標 

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

・ごみ減量化啓発活動 

・リサイクル推進員育成 

・生ごみ処理容器購入補助 

・一般廃棄物集積場所整備補助 

・ごみ減量化・再資源化・再利用

体験学習 

⇒ ⇒ 

１０，７１８千円 １０，７１８千円 １０，７１８千円 
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86 事業名 つつじ作業所改修事業 主担当課 社会福祉課 

事
業
内
容 

事業方針 

障害福祉サービス充実のため、つつじ作業所の老朽化に伴う改修を行う。改修後

は、赤磐市障害者地域活動支援センター条例に加え、公の施設に位置づける。指定

管理者制度を活用し地域生活支援事業から障害者総合支援法の法定給付事業へ

移行を目指し、サービスの充実を図り、障害者の自立と社会参加を促進する。 

事業の対象 つつじ作業所利用者 

連携・協働の相手 家族会を主体としたＮＰＯ法人、ボランティア団体 

取組内容 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

・屋根修繕他 

 
－ － 

２４，６１７千円 -千円 －千円 

実
施
状
況 

《平成２８年度の事業実績・効果》 達成度 ４ 

つつじ作業所改修工事を実施。老朽化に伴う屋根修繕（カバー工法）及び界壁整備（防火性能が向

上）等を実施する。 

《事業実施による課題》 

工事期間の安全対策、利用者調整、運営委託者との調整。 

改修後は、公の施設に位置づけ、指定管理者制度を活用し管理運営する。 

《次年度における改善策》 

公の施設として指定管理者制度を活用し、管理運営する。地域生活支援事業から障害者総合支援

法の法定給付事業へ移行を目指し、サービスの充実を図り、障害者の自立と社会参加を促進する。 

86 事業名 つつじ作業所改修事業 主担当課 社会福祉課 

事
業
内
容 

事業方針 

指定管理者制度を活用し、地域生活支援事業から障害者総合支援法の法定給付

事業へ移行を目指し、サービスの充実を図り、障害者の自立と社会参加を促進す

る。 

事業の対象 つつじ作業所利用者 

連携・協働の相手 家族会を主体としたＮＰＯ法人、ボランティア団体 

取組内容 

及び目標 

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

 
－ － － 

-千円 －千円 -千円 
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87 事業名 魅力的な中心市街地の形成（土地区画整理事業） 主担当課 都市計画課 

事
業
内
容 

事業方針 市街化区域内の未利用地の宅地化により定住人口の増加を図る 

事業の対象 市民、赤磐市への転入を考えている市外在住者 

連携・協働の相手 県、民間力、土地区画整理組合（地権者で組織） 

取組内容 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

・組合による土地区画整

理事業への支援（土地区

画整理事業補助金） 

・土地区画整理事業完了 

 
－ 

５４，９６９千円 ― 千円 ― 千円 

実
施
状
況 

《平成２８年度の事業実績・効果》 達成度 ４ 

H28.8 造成工事完了 保留地エリアの 42区画は売却済 

H29.3 末着工 20棟（販売好調） 

H29 より換地エリアの販売開始予定 

《事業実施による課題》 

販売好調であるが、継続して不動産市場の動向をチェックし、早期販売完了の支援を行う。 

《次年度における改善策》 

平成 29 年度に精算、組合解散予定であり、事業完了。これにより市の支援終了し、通常業務での対

応 

87 事業名 魅力的な中心市街地の形成（土地区画整理事業） 主担当課 都市計画課 

事
業
内
容 

事業方針 市街化区域内の未利用地の宅地化により定住人口の増加を図る 

事業の対象 市民、赤磐市への転入を考えている市外在住者 

連携・協働の相手 県、民間力、土地区画整理組合（地権者で組織） 

取組内容 

及び目標 

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

・土地区画整理事業完了  

－ － 

― 千円 ― 千円 ― 千円 
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88 事業名 特定施設周辺地域環境整備事業 主担当課 建設課 

事
業
内
容 

事業方針 津崎地内のごみ処理施設建設に伴い、周辺地域の環境整備を行う。 

事業の対象 津崎地内 

連携・協働の相手 － 

取組内容 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

・津崎地区ほ場整備 

・津崎地区排水路整備 

・津崎堰改修 

・市道津崎中線改良 

・市道津崎中道線改良 

⇒ ⇒ 

４４，４９１千円 ５４，０００千円 ５４，０００千円 

実
施
状
況 

《平成２８年度の事業実績・効果》 達成度 ４ 

圃場整備は換地業務を行っており平成３０年度より整地工を行う。 

排水路整備は大型水路工をＬ＝４０３ｍの整備を行った。 

市道津崎中線は道路改良工をＬ＝１４０ｍの整備を行った。 

 

《事業実施による課題》 

県営事業において予算割り当てが少なく当初の計画から遅延している。 

《次年度における改善策》 

早期完了に向け県へ要望していく。 

88 事業名 特定施設周辺地域環境整備事業 主担当課 建設課 

事
業
内
容 

事業方針 津崎地内のごみ処理施設建設に伴い、周辺地域の環境整備を行う。 

事業の対象 津崎地内 

連携・協働の相手 － 

取組内容 

及び目標 

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

・津崎地区ほ場整備 

・津崎地区排水路整備 

・お宮下農道整備 

・市道津崎中線改良 

・市道津崎中道線改良 

・津崎地区ほ場整備 

・津崎地区排水路整備 

・市道津崎中線改良 

・市道津崎中道線改良 

⇒ 

５４，０００千円 ５４，０００千円 ５４，０００千円 
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89 事業名 山陽団地公共擁壁維持管理事業 主担当課 建設課 

事
業
内
容 

事業方針 

山陽団地内の道路に隣接した宅地の地盤を支えるための公共擁壁（コンクリート

ブロック積擁壁）に部分的な変状が生じているため、調査・修繕計画の策定を行い、

計画的に修繕工事を実施する。 

事業の対象 山陽団地内公共擁壁 

連携・協働の相手 － 

取組内容 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

・調査業務等 ・修繕計画への地元同

意、詳細設計など 

・修繕工事 

７，９４９千円 調査業務等による 詳細設計による 

実
施
状
況 

《平成２８年度の事業実績・効果》 達成度 ３ 

 実地調査を行った。現在の公共擁壁の状況を把握し、効果的な修繕計画を立案した。 

《事業実施による課題》 

 修繕計画では隣接の個人所有地内への構造物施工が必要なため同意が必要となる。 

《次年度における改善策》 

 隣地地権者の同意を得次第、速やかな事業実施を行うため補正予算対応を行う。 

89 事業名 山陽団地公共擁壁維持管理事業 主担当課 建設課 

事
業
内
容 

事業方針 

山陽団地内の道路に隣接した宅地の地盤を支えるための公共擁壁（コンクリート

ブロック積擁壁）に部分的な変状が生じているため、調査・修繕計画の策定を行い、

計画的に修繕工事を実施する。 

事業の対象 山陽団地内公共擁壁 

連携・協働の相手 － 

取組内容 

及び目標 

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

・修繕計画への地元同

意、詳細設計など 

・修繕工事 - 

調査業務等による 詳細設計による - 千円 
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90 事業名 雨水対策事業 主担当課 建設課 

事
業
内
容 

事業方針 正崎地内の浸水被害に伴う内水排除対策として、排水ポンプの設置を行う。 

事業の対象 市民 

連携・協働の相手 － 

取組内容 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

・調査、概略設計等 ・調査結果報告 未定 

３，７４８千円 ０千円 未定 

実
施
状
況 

《平成２８年度の事業実績・効果》 達成度 ３ 

 岡山県が事業推進している砂川暫定改修工事計画と平成２４年７月洪水を検討対象降雨として、浸

水想定について調査検討を行った。工事計画が実施完了されれば許容湛水位が宅地より小さくなる

結果が得られたため排水ポンプについては設置を見合わせます。 

《事業実施による課題》 

 砂川暫定改修工事の早期完了が望まれる。 

《次年度における改善策》 

 同上 

90 事業名 雨水対策事業 主担当課 建設課 

事
業
内
容 

事業方針 正崎地内の浸水被害に伴う内水排除対策として、排水ポンプの設置を行う。 

事業の対象 市民 

連携・協働の相手 － 

取組内容 

及び目標 

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

・調査結果報告 詳細設計 工事施行 

0千円 未定 未定 
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91 事業名 消防体制の充実強化 主担当課 警防課 

事
業
内
容 

事業方針 
大規模災害、特殊災害に備え、消防・救急等の資機材の計画的な整備を図るとと

もに、各種応援協定に基づく関係機関との連携強化を図る。 

事業の対象 防災関係各機関 

連携・協働の相手 
県南高速道路消防連絡協議会、危険物等運搬車両事故防止対策協議会、岡山県

警高速道路交通警察隊、赤磐市消防団 

取組内容 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

・中国四国緊急消防

援助隊合同訓練への

参加 

・高規格救急自動車

の更新 

・救助工作車の更新 ・高規格救急自動車の更

新 

３３，１０７千円 ８０，０００千円 ３５，０００千円 

実
施
状
況 

《平成２８年度の事業実績・効果》 達成度 ５ 

・ 平成２８年１０月２９日に予定されていた中国四国緊急消防援助隊合同訓練会は、同年１０月２１日に鳥取 

県中部地震が発生したため訓練中止となっております。 

・ 救急の高度化と市民の救急に対する需要の高まりを受け、計画的な更新計画に基づき高規格救急自動車 

を更新しました。 

《事業実施による課題》 

・ 特殊車両は年々製造コストと医療資機材の単価が上がり、救急資機材の充実強化と救急車内 

での活動の利便性を追求した車両が整備しづらくなっている。 

《次年度における改善策》 

・ 多種多様な災害に対応すべく車両の更新と資機材の充実は、災害の頻度と優先順位を鑑み市

民保護の観点からも順次整備を進めてまいります。 

91 事業名 消防体制の充実強化 主担当課 警防課 

事
業
内
容 

事業方針 
大規模災害、特殊災害に備え、消防・救急等の資機材の計画的な整備を図るとと

もに、各種応援協定に基づく関係機関との連携強化を図る。 

事業の対象 防災関係各機関 

連携・協働の相手 
県南高速道路消防連絡協議会、危険物等運搬車両事故防止対策協議会、岡山県

警高速道路交通警察隊、赤磐市消防団 

取組内容 

及び目標 

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

・救助工作車の更新 ・高規格救急自動車の更新 

・軽四事務連絡車２台 

・指揮車 1台、ポンプ車 2

台、人員搬送車 1、二輪

3台 

１０４，６６５千円 ３７，３００千円 ８４，９９０千円 
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92 事業名 消費者対策の充実 主担当課 くらし安全課 

事
業
内
容 

事業方針 

消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができるよう、「消費者安全

法」に基づき、消費生活における被害の発生、拡大防止、消費者事故などの情報提

供や相談窓口体制の充実を図る。 

事業の対象 市民 

連携・協働の相手 市民、関係団体、県、警察 

取組内容 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

・情報提供の充実 

・消費者教育の充実 

・相談業務の充実 

・消費生活センター設置

準備 

・情報提供の充実 

・消費者教育の充実 

・相談業務の充実 

・消費生活センター設置 

・情報提供の充実 

・消費者教育の充実 

・相談業務の充実 

   

３，２７７千円 ５，９４４千円 ５，５８０千円 

実
施
状
況 

《平成２８年度の事業実績・効果》 達成度 ４ 

・消費生活相談窓口を開設し相談を受付けた。→１８４件 

・消費生活講座を３回開催した。 

・地域に出向いての出前講座を１１回開催した。 

・広報あかいわにて消費のアドバイスを毎月掲載し、消費者被害の防止に努めた。 

・消費生活問題研究協議会活動を支援した。 

・消費生活センター設置に向け、準備した。 

 

《事業実施による課題》 

・高齢化社会の到来、情報通信技術やサービスの急速な発展、それに伴う電子取引の増加など、社

会情勢は大きく変化し、消費者問題も複雑化、多様化しており、特に高齢者を狙った悪質商法や特殊

詐欺などの被害は依然として多発している。またさまざまな世代でインターネット関連の被害も増加し

ている。こういったことからさらに拡大した消費者教育の推進、相談体制の充実に取り組む必要があ

る。 

《次年度における改善策》 

・消費生活センターを設置し相談体制を充実させる。 

・消費者教育をさらに充実させ、消費者の意識啓発を引き続き行う。 

92 事業名 消費者対策の充実 主担当課 くらし安全課 

事
業
内
容 

事業方針 

消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができるよう、「消費者安全

法」に基づき、消費生活における被害の発生、拡大防止、消費者事故などの情報提

供や相談窓口体制の充実を図る。 

事業の対象 市民 

連携・協働の相手 市民、関係団体、県、警察 

取組内容 

及び目標 

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

・情報提供の充実 

・消費者教育の充実 

・相談業務の充実 

・消費生活センター設置 

・情報提供の充実 

・消費者教育の充実 

・相談業務の充実 

   

 

⇒ 

５，９４４千円 ５，５８０千円 ５，５８０千円 
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93 事業名 交通安全指導・啓発事業及び交通安全施設整備事業 主担当課 くらし安全課 

事
業
内
容 

事業方針 
交通事故を未然に防止し、安全かつ快適な交通を確保していくため、交通安全意

識の高揚及び危険箇所への交通安全施設の整備・適正な管理の充実を図る。 

事業の対象 市民 

連携・協働の相手 警察、市民、関係団体 

取組内容 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

・交通安全意識高揚啓発活動 

・交通安全教室の実施 

・交通安全施設の必要箇所の把握 

・交通安全施設の整備及び修繕 

⇒ ⇒ 

１５，６４６千円 １５，６４６千円 １５，６４６千円 

実
施
状
況 

《平成２８年度の事業実績・効果》 達成度 ４ 

・平成２８年４月６日～１５日に春の交通安全県民運動街頭啓発、平成２８年９月２１日～９月３０日に

秋の交通安全県民運動街頭啓発、平成２８年１１月２６日に交通安全推進大会、平成２８年１２月１９

日年末・年始の交通事故防止県民運動街頭啓発、平成２８年５月～平成２９年３月の交通事故・交通

違反ゼロの日、交通安全日に職員による街頭啓発、平成２８年６月～９月に交通安全標語の募集・優

秀作品の決定を行った。 

・幼稚園・保育園で５４回、小学校・中学校で２１回、高齢者・団体等で６回交通安全指導を行った。 

・地区などからの要望によりカーブミラーの新規・修繕を１８基、ガードレース・区画線等の整備を４２

箇所行った。 

・市内人身事故が 181 件と合併以来最も低い数値となった。 

《事業実施による課題》 

・啓発や交通安全教室が毎年同じ方法であるため、事故状況、道路交通法などの社会状況に応じて

変更する必要がある。 

・指導場所が毎年同じ傾向があるため、増やす必要がある。 

・毎年地区などから要望があるが、予算上実施できない箇所が多く残り、施設整備が追い付いていな

い。 

・カーブミラー等が老朽化して折損するなどの把握・修繕ができていない。 

《次年度における改善策》 

・社会状況に応じた啓発・交通安全教室を検討実施する。 

・指導を行っていない園などに対して引き続き働きかけを行う。 

・緊急性が高い交通安全施設を抽出し、必要な予算措置を行う。 

・カーブミラー等の点検・修繕を引き続き行う。 

93 事業名 交通安全指導・啓発事業及び交通安全施設整備事業 主担当課 くらし安全課 

事
業
内
容 

事業方針 
交通事故を未然に防止し、安全かつ快適な交通を確保していくため、交通安全意

識の高揚及び危険箇所への交通安全施設の整備・適正な管理の充実を図る。 

事業の対象 市民 

連携・協働の相手 警察、市民、関係団体 

取組内容 

及び目標 

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

・交通安全意識高揚啓発活動 

・交通安全教室の実施 

・交通安全施設の必要箇所の把握 

・交通安全施設の整備及び修繕 

⇒ ⇒ 

１５，６４６千円 １５，６４６千円 １５，６４６千円 
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94 事業名 環境保全対策事業 主担当課 環境課 

事
業
内
容 

事業方針 

不法投棄の予防啓発等、地域と協力して監視体制を維持継続し地域環境の保全

に努める。また、大気・水質・自動車騒音の監視を行い、快適な住環境の向上にか

かせない問題の早期発見、早期対応を図るとともに市民への適切な注意情報を提

供する。 

事業の対象 市内全域 

連携・協働の相手 
【環境保全活動】地区、町内会、アダプト団体 

【不法投棄指導】赤磐警察署、岡山県 

取組内容 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

・不法投棄パトロール、撤去、啓発活動 

・公害対策監視業務 

・環境衛生地区補助事業 

・清掃ボランティア団体育成 

・アダプト事業推進補助金 

⇒ ⇒ 

４７，５８６千円 ４７，５８６千円 ４７，５８６千円 

実
施
状
況 

《平成２８年度の事業実績・効果》 達成度 ４ 

不法投棄によるごみの撤去を３２回実施した。そのうち２か所で地元地区と協働し撤去に当たった。ま

た、懸案であった大量の産廃の処分に岡山県産廃協会と協力しクリーン作戦を１１月に行った。ま

た、ごみの回収場所には新たに看板を設置し啓発を行った。９月には市内一斉の清掃を行った。 

地域環境の整備や環境美化を目的に市内の全地区に環境衛生補助金を交付した。 

地域の美化推進を図るためのアダプト推進のため、活動団体に補助を行った。（２６団体） 

《事業実施による課題》 

不法投棄の被害件数は減少の傾向が続いているが、公道上のポイ捨てごみ等は減少していない。ご

みの多い地区とは情報交換しながら対応しているが更なる啓発が必要である。 

《次年度における改善策》 

アダプト活動団体の増加に向けて、事業所等に協力要請を行う。広報や啓発看板の設置を進めた

い。 

94 事業名 環境保全対策事業 主担当課 環境課 

事
業
内
容 

事業方針 

不法投棄の予防啓発等、地域と協力して監視体制を維持継続し地域環境の保全

に努める。また、大気・水質・自動車騒音の監視を行い、快適な住環境の向上にか

かせない問題の早期発見、早期対応を図るとともに市民への適切な注意情報を提

供する。 

事業の対象 市内全域 

連携・協働の相手 
【環境保全活動】地区、町内会、アダプト団体 

【不法投棄指導】赤磐警察署、岡山県 

取組内容 

及び目標 

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

・不法投棄パトロール、撤去、啓発活動 

・公害対策監視業務 

・環境衛生地区補助事業 

・清掃ボランティア団体育成 

・アダプト事業推進補助金 

⇒ ⇒ 

４７，５８６千円 ４７，５８６千円 ４７，５８６千円 
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95 事業名 障害者支援事業 主担当課 社会福祉課 

事
業
内
容 

事業方針 

障害者等が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は

社会生活を営むことができるよう利用者の状況に応じた各種事業を計画的に実施す

る。また、障害の有無に関わらず市民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らす

ことのできる地域社会の実現に寄与する。 

事業の対象 障害者、家族、市民 

連携・協働の相手 市民、障害者団体、家族会、社会福祉協議会、障害者福祉サービス事業所、相談員 

取組内容 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

・基幹相談支援センター 

・地域生活支援事業 

・障害者施設維持管理 

・ピーチネット 

・身体・知的相談員委託 

・身障福祉協議会補助他 

⇒ ⇒ 

５９，９３４千円 ７６，７８０千円 ７６，７８０千円 

実
施
状
況 

《平成２８年度の事業実績・効果》 達成度 ４ 

相談支援の充実、ピーチネット（障害者自立支援協議会）の充実、障害者地域生活支援事業等の実

施により障害者の地域生活を支援した。障害福祉団体の助成を行った。 

《事業実施による課題》 

相談支援の充実、ピーチネット（障害者自立支援協議会）の更なる充実が必要。 

《次年度における改善策》 

基幹相談支援センター及び子育て世代包括支援センターの業務を一体的に行う組織を創設。 

95 事業名 障害者支援事業 主担当課 社会福祉課 

事
業
内
容 

事業方針 

障害者等が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は

社会生活を営むことができるよう利用者の状況に応じた各種事業を計画的に実施す

る。また、障害の有無に関わらず市民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らす

ことのできる地域社会の実現に寄与する。 

事業の対象 障害者、家族、市民 

連携・協働の相手 市民、障害者団体、家族会、社会福祉協議会、障害者福祉サービス事業所、相談員 

取組内容 

及び目標 

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

・基幹相談支援センター 

・地域生活支援事業 

・障害者施設維持管理 

・ピーチネット 

・身体・知的相談員委託 

・身障福祉協議会補助他 

⇒ ⇒ 

７６，７８０千円 ７６，７８０千円 ７６，７８０千円 
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96 事業名 人材確保支援、UIJ ﾀｰﾝ、地域の若者の定着推進事業 主担当課 商工観光課 

事
業
内
容 

事業方針 

関係機関と顔の見える関係を構築して求職者の情報把握を進めるとともに、企業

やハローワーク等と連携し、県内高等学校、県内外の専門学校・大学、市役所等で

就職説明会を開催する等して求職者の市内への就業促進を図り、都市部への人口

流出の防止、UIJ ターンを促進する。 

事業の対象 卒業予定者、未就職卒業者、UIJ ターン希望の求職者 

連携・協働の相手 市内企業、ハローワーク、県内高等学校、県内外の専門学校、大学等 

取組内容 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

・就職説明会の開催 

・就職説明会参加企業へ

の補助金支援 

 

⇒ ⇒ 

６，５００千円 ６，５００千円 ６，５００千円 

実
施
状
況 

《平成２８年度の事業実績・効果》 達成度 ３ 

3/17 高校生対象合同企業説明会開催（高校生８２名、市内業者１５社参加） 

《事業実施による課題》 

一定の効果はあったが、開催時期、会場、対象者の選定、ＰＲ方法について見直しの必要がある。 

《次年度における改善策》 

 対象者の整理を行い、参加者・出展市内企業等のニーズを踏まえた、開催時期、会場、ＰＲ・事前

周知などの検討を行う。 

96 事業名 人材確保支援、UIJ ﾀｰﾝ、地域の若者の定着推進事業 主担当課 商工観光課 

事
業
内
容 

事業方針 

関係機関と顔の見える関係を構築して求職者の情報把握を進めるとともに、企業

やハローワーク等と連携し、県内高等学校、県内外の専門学校・大学、市役所等で

就職説明会を開催する等して求職者の市内への就業促進を図り、都市部への人口

流出の防止、UIJ ターンを促進する。 

事業の対象 卒業予定者、未就職卒業者、UIJ ターン希望の求職者 

連携・協働の相手 市内企業、ハローワーク、県内高等学校、県内外の専門学校、大学等 

取組内容 

及び目標 

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

・就職説明会の開催 

就職説明会参加企業への

補助金支援 

⇒ ⇒ 

６，５００千円 ６，５００千円 ６，５００千円 



109 

 

 

 

 

 

 

 

97 事業名 魅力的な中心市街地の形成（公営住宅） 主担当課 都市計画課 

事
業
内
容 

事業方針 

市営住宅について、民間供給とのバランスやセーフティネットとしての機能を十分

に踏まえつつ、立地状況を把握し、耐用年数が経過したものについては用途廃止を

行う。また、跡地利用計画を策定し、有効な土地活用を図る。 

事業の対象 市営住宅 

連携・協働の相手 国、県、民間 

取組内容 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

・解体除却  

⇒ ⇒ 

８，３２０千円 ８，３２０千円 ８，３２０千円 

実
施
状
況 

《平成２８年度の事業実績・効果》 達成度 ４ 

平成 26 年 3 月に策定した赤磐市公営住宅長寿命化計画に基づき、老朽化した公営住宅のうち入居

者が退去した棟において、 用途廃止を行い平成 29年.3月に解体に着手した。 

H29.8末 解体工事完了予定 

《事業実施による課題》 

長寿命化計画により政策空き家を進めており、同計画で「維持管理」と位置づけされた物件について

は、修繕の上随時入居募集を行っていく。 

用途廃止物件については、地元の意向を踏まえ売却（財産活用）等を進める。 

《次年度における改善策》 

財源を確保し計画的に全戸退去物件より解体に着手 

Ｈ29 山陽（1棟）、吉井（２棟）で解体予定 

97 事業名 魅力的な中心市街地の形成（公営住宅） 主担当課 都市計画課 

事
業
内
容 

事業方針 

市営住宅について、民間供給とのバランスやセーフティネットとしての機能を十分

に踏まえつつ、立地状況を把握し、耐用年数が経過したものについては用途廃止を

行う。また、跡地利用計画を策定し、有効な土地活用を図る。 

事業の対象 市営住宅 

連携・協働の相手 国、県、民間 

取組内容 

及び目標 

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

・用途廃止した物件の解

体除却 ⇒ ⇒ 

８，３２０千円 ８，３２０千円 ８，３２０千円 
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98 事業名 老朽管更新・改良事業 主担当課 上下水道課 

事
業
内
容 

事業方針 

水道管の老朽化による漏水が多発し、修繕費用による経営圧迫、断水時の地域

住民への不便等が発生している。平成２７年度に実施したアセットマネジメントによ

り、国庫補助事業を活用した基幹管路の更新事業策定等を行う。 

また、老朽管等の更新・改良工事による安定した水の供給をはじめ、修繕費の削

減により経営の健全化を図る。 

事業の対象 水道利用者 

連携・協働の相手 水道利用者（地域住民） 

取組内容 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

・更新・改良工事（山陽

7丁目、日古木、町苅

田、山口、大屋地区） 

・更新・改良工事（熊山工業団

地、町苅田地区） 

・主幹路等更新・改良

（山陽団地） 

１５０，０００千円 １５０，０００千円 １５０，０００千円 

実
施
状
況 

《平成２８年度の事業実績・効果》 達成度 4 

水道管更新・改良工事  

大屋地区：本設 HPPEφ100 L=72.7ｍ HIVPφφ50 L=2.1ｍ 

町苅田地区：本設 HPPEφ75 L=72.9ｍ 

山陽 7丁目（3工区）：本設 HPPEφ150 L=240.4 φ75 L=431.3ｍ φ50 L=38.3ｍ 

日古木その 2地区：本設 HPPEφ75 L=141ｍ DIP-GXφ75 L=5ｍ 

山口地区：本設 DCIP-Neφ100 L=105.96ｍ 

《事業実施による課題》 

突発漏水事故に対して迅速で適正な対応が求められている。早急な老朽管等の更新・改良工事の事

業策定が必要である。 

《次年度における改善策》 

漏水の早期発見及び市民への丁寧な応対に努め、早期管路更新に着手したい。 

98 事業名 老朽管更新・改良事業 主担当課 上下水道課 

事
業
内
容 

事業方針 

水道管の老朽化による漏水が多発し、修繕費用による経営圧迫、断水時の地域

住民への不便等が発生している。平成２７年度に実施したアセットマネジメントによ

り、国庫補助事業を活用した基幹管路の更新事業策定等を行う。 

また、老朽管等の更新・改良工事による安定した水の供給をはじめ、修繕費の削

減により経営の健全化を図る 

事業の対象 水道利用者 

連携・協働の相手 水道利用者（地域住民） 

取組内容 

及び目標 

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

・更新・改良工事（熊山工業団

地、町苅田地区） 

・主幹路等更新・改良

（山陽団地） 

・主幹路等更新・改良

（山陽団地） 

１７７，０００千円 １５０，０００千円 １５０，０００千円 
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99 事業名 下水道整備事業 主担当課 上下水道課 

事
業
内
容 

事業方針 

下水道未普及地域において、効率的な下水道等汚水処理施設の整備を推進し、

公共用水域の水質汚濁を防止するとともに、快適な生活環境を保全するまちづくりを

目指す。 

事業の対象 下水道未普及地域 

連携・協働の相手 下水道未普及地域（住民） 

取組内容 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

・未普及解消（岩田・斎富・

正崎・津崎・鴨前地区の一

部の整備） 

・未普及解消（岩田・穂崎・

沼田・二井・津崎・鴨前地

区の一部の整備） 

・未普及解消（穂崎・沼

田・二井・五日市・津崎・

西中地区の一部の整備） 
４００，０００千円 ４００，０００千円 ４００，０００千円 

実
施
状
況 

《平成２８年度の事業実績・効果》 達成度 ３ 

 汚水管渠埋設工事 ： 5地区（岩田その 11 施工延長 L=491m、河本その 9 施工延長 L=838m 

日古木その 2 施工延長 L=897m、正崎その 5 施工延長 L=229m 

殿谷その 6 施工延長 L=175m） 

 舗装復旧工事 ： 1 地区（正崎その 4・1工区 施工面積 A=598㎡） 

 マンホールポンプ設置工事 ： 3箇所（正崎その 2、津崎その 1、殿谷その 1） 

《事業実施による課題》 

下水道未普及地域において早期整備が求められている。 

国庫補助も低下の傾向にあり、財源確保も困難な状況にある。 

《次年度における改善策》 

 陳情等要望活動により財源確保を行い、引続き下水道未普及地域の解消を図る。 

 （岩田・穂崎・沼田・二井・津崎･鴨前地区の一部の整備） 

99 事業名 下水道整備事業 主担当課 上下水道課 

事
業
内
容 

事業方針 

下水道未普及地域において、効率的な下水道等汚水処理施設の整備を推進し、

公共用水域の水質汚濁を防止するとともに、快適な生活環境を保全するまちづくりを

目指す。 

事業の対象 下水道未普及地域 

連携・協働の相手 下水道未普及地域（住民） 

取組内容 

及び目標 

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

・未普及解消（岩田・穂崎・

沼田・二井・津崎・鴨前地

区の一部の整備） 

・未普及解消（穂崎・沼田・

二井・五日市・津崎・西中

地区の一部の整備） 

・未普及解消（穂崎・二

井・五日市・津崎・西中地

区の一部の整備） 

４００，０００千円 ４００，０００千円 ４００，０００千円 
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100 事業名 防災体制の強化 主担当課 建設課 

事
業
内
容 

事業方針 
市民が安心して暮らすことができる生活環境向上のため、未改修河川の改修、急

傾斜地等の防止整備を促進する。 

事業の対象 河川、急傾斜地等 

連携・協働の相手 国、県 

取組内容 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

・吉井川中流地区河川改修促進期成会での要

望活動 

・吉井川下流改修促進協力会での要望活動 

・砂川改修河川改修促進期成会での要望活動 

・県へ未改修河川の改修促進及び河川内の浚

渫、立竹木の伐採要望 

・危険箇所の基礎調査実施、警戒区域の設定 

 
 
 
 

⇒ 

⇒ 

６８千円 ６８千円 ６８千円 

実
施
状
況 

《平成２８年度の事業実績・効果》 達成度 ４ 

各河川改修促進期成会において、平成２９年度国の予算への要望箇所等をとりまとめ、７月に国土交通省中国

地方整備局、８月に国土交通省本省及び岡山県選出国会議員に対して早期整備促進の要望を行った。岡山県

が滝山川の立竹木の伐採及び河川内の浚渫を実施した。また、砂川の未改修部分については、事業着手となり

今後３年を目標に事業完了を目指す。 

危険箇所（特別警戒区域）については、２４地区７３箇所の調査を実施した。 

《事業実施による課題》 

岡山県の河川内浚渫事業については、各市町で残土場の確保が必要となっており赤磐市において

は草生地区内に残土場があるが、ほぼ一杯となり受け入れが困難な状況であるため残土場の候補

地選定を行った。候補地の関係者との協議が必要である。 

《次年度における改善策》 

上記の課題について、残土置き場の候補地選定を行う。 

100 事業名 防災体制の強化 主担当課 建設課 

事
業
内
容 

事業方針 
市民が安心して暮らすことができる生活環境向上のため、未改修河川の改修、急

傾斜地等の防止整備を促進する。 

事業の対象 河川、急傾斜地等 

連携・協働の相手 国、県 

取組内容 

及び目標 

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

・吉井川中流地区河川改修促進期

成会での要望活動 

・吉井川下流改修促進協力会での

要望活動 

・砂川改修河川改修促進期成会で

の要望活動 

・県へ未改修河川の改修促進及び

河川内の浚渫、立竹木の伐採要

望 

・危険箇所の基礎調査実施、警戒

区域の設定 

⇒ ⇒ 

６８千円 ６８千円 ６８千円 
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101 事業名 消防団員の入団促進 主担当課 消防総務課 

事
業
内
容 

事業方針 

地域防災力の充実を図るため、幅広い層から消防団に参加できる者を探し入団

促進を図る。また、日中の災害対応の充実強化を図るため、消防団協力事業所の認

定促進事業と並行して、基本団員とは別に機能別団員の制度を導入し消防団員 OB

等の採用を促進する。 

事業の対象 赤磐市消防団の入団資格を有する者、消防団員 OB等 

連携・協働の相手 各地区の区長、現役消防団員 

取組内容 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

・消防団組織の見直し検討 ・機能別団員制度の導入検

討 

 

・機能別団員の入団促

進に係る関係条例等の

整備 

・基本団員の入団勧誘

活動 
通常事務費対応 通常事務費対応 ６００千円 

実
施
状
況 

《平成２８年度の事業実績・効果》 達成度 ４ 

消防団組織の見直し検討を年５回開催し、上位の役員会を５回開催して、消防団組織の一部の改

正を決定して関係規則の整備を行った。 

なお、改正に伴う条例改正は、平成２９年度に実施する。 

会議参加延べ人員（５５名） 

《事業実施による課題》 

通年４回の協議において、組織の方向性を協議決定しなければならないことから、効率のよい議事

進行が求められるが、平成２８年度は５回実施し、これ以上の会議数の増は全体調整が困難な状況

である。 

《次年度における改善策》 

一会議一議案で協議を進め、効率的な議事進行を行う。 

101 事業名 消防団員の入団促進 主担当課 消防総務課 

事
業
内
容 

事業方針 

地域防災力の充実を図るため、幅広い層から消防団に参加できる者を探し入団

促進を図る。また、日中の災害対応の充実強化を図るため、消防団協力事業所の認

定促進事業と並行して、基本団員とは別に機能別団員の制度を導入し消防団員 OB

等の採用を促進する。 

事業の対象 赤磐市消防団の入団資格を有する者、消防団員 OB等 

連携・協働の相手 各地区の区長、現役消防団員 

取組内容 

及び目標 

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

・機能別団員制度の導入

検討 

・機能別団員の入団促進

に係る関係条例等の整備 

・基本団員の入団勧誘活

動 

・基本団員の入団勧誘活

動 

・機能別団員の入団勧誘

活動 

通常事務費対応 ６００千円 ６００千円 
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102 事業名 消防団協力事業所認定促進事業 主担当課 消防総務課 

事
業
内
容 

事業方針 

地域防災体制の一層の充実と強化を図るため、「消防団協力事業所表示制度（勤

務時間中の従業員の消防団活動等を認める事業所を表示する制度）」の普及を図

り、被雇用者が消防団員として入団しやすくかつ活動しやすい環境を整備する。 

事業の対象 赤磐市消防団員を雇用する赤磐市内の事業所 

連携・協働の相手 赤磐市内の事業所に勤務している消防団員 

取組内容 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

・事業所訪問等普及啓発 

・消防団協力事業所認定促進 ⇒ ⇒ 

２７千円 ２７千円 ２７千円 

実
施
状
況 

《平成２８年度の事業実績・効果》 達成度 ４ 

平成２８年度の春の火災予防運動時期に、赤磐市内の事業所の４社の交付式を行った。 

現在１６社 

《事業実施による課題》 

協力事業所の条件として、消防違反がある場合は認定することが困難なため、担当課と協力しな

がら消防違反の是正を図りつつ、新規の協力事業所の開拓を推進する。 

《次年度における改善策》 

毎年提出する異動報告書の勤務先名の記載を促し、団員の市内就業状況を再把握する。 

102 事業名 消防団協力事業所認定促進事業 主担当課 消防総務課 

事
業
内
容 

事業方針 

地域防災体制の一層の充実と強化を図るため、「消防団協力事業所表示制度（勤

務時間中の従業員の消防団活動等を認める事業所を表示する制度）」の普及を図

り、被雇用者が消防団員として入団しやすくかつ活動しやすい環境を整備する。 

事業の対象 赤磐市消防団員を雇用する赤磐市内の事業所 

連携・協働の相手 赤磐市内の事業所に勤務している消防団員 

取組内容 

及び目標 

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

・事業所訪問等普及啓発 

・消防団協力事業所認定促進 ⇒ ⇒ 

２７千円 ２７千円 ２７千円 
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103 事業名 生活の安全確保対策（住宅用火災警報器） 主担当課 予防課 

事
業
内
容 

事業方針 

住宅用火災警報器や消火器の設置率の向上を図り、万が一火災が発生した場合

も早期発見し、初期消火によって住民の生命、身体及び財産を最小限度の被害にと

どめる。 

事業の対象 市民 

連携・協働の相手 地域 

取組内容 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

・啓発活動（設置状況調

査）の未実施地区（山

陽団地及び桜が丘東）

の実施 

・既設住宅の維持管理指

導 

・広報活動 

・災害弱者住宅並びに低

普及地区への重点設

置推進活動の実施 

・普及啓発活動（広報紙・

防火講習会等） 

・普及啓発活動（広報紙・

防火講習会等） 

・既設住宅の維持管理

指導 

通常事務費対応 通常事務費対応 通常事務費対応 

実
施
状
況 

《平成２８年度の事業実績・効果》 達成度 ４ 

平成２８年度の春の火災予防運動において設置状況調査の未実施地区（山陽団地及び桜が丘

東）の調査を実施した。これを以って調査は完了したため赤磐市内全域での住宅用火災警報器の設

置状況が明らかとなった。 

《事業実施による課題》 

設置状況調査の結果、行政区によって差があり、低普及地区への設置推進活動が必要である。 

《次年度における改善策》 

設置推進に向けて広報誌等への掲載を通じて文書啓発を実施する。また住宅用火災警報器の

維持管理についても広報活動を行う。 

103 事業名 生活の安全確保対策（住宅用火災警報器） 主担当課 予防課 

事
業
内
容 

事業方針 

住宅用火災警報器や消火器の設置率の向上を図り、万が一火災が発生した場合

も早期発見し、初期消火によって住民の生命、身体及び財産を最小限度の被害にと

どめる。 

事業の対象 市民 

連携・協働の相手 地域 

取組内容 

及び目標 

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

・災害弱者住宅並びに低

普及地区への重点設

置推進活動の実施 

・普及啓発活動（広報紙・

防火講習会等） 

・普及啓発活動（広報紙・

防火講習会等） 

・既設住宅の維持管理指

導  

・普及啓発活動（広報紙・

防火講習会等） 

・既設住宅の維持管理指

導   

通常事務費対応 通常事務費対応 通常事務費対応 
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【重点戦略Ⅲ】多彩な人材の活躍により、地域が活性化しているまちを創る 

 

【戦略プログラム】支えあいを中心とした協働によるまちづくり推進プログラ

ム 
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104 事業名 公共交通機関の整備・確保と利用促進 主担当課 
秘書企画課 

都市計画課 

事
業
内
容 

事業方針 

自家用車と公共交通機関が役割を分担してバランスの良い共存が可能となるよう、市民バス、広域路線

バスを運営して公共交通機関の利便性及び効率性の向上を図るとともに、将来を見据えた公共交通体系

の再構築等について、地域と行政が一緒になって検討を進めていく。 

事業の対象 自家用車を利用できない人、通勤や買物等にバスを利用できる人 

連携・協働の相手 地域公共交通会議、周辺関係市町、市民 

取組内容 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

・生活交通対策事業 

・市民バス運行事業 

・広域路線バス運行事業 

・モビリティ・マネジメントの実

施・検証 

・公共交通マップの見直し 

・熊山駅前周辺整備事業 

・生活交通対策事業 

・市民バス運行事業 

・広域路線バス運行事業 

・赤磐市地域公共交通総合

連携計画の評価検証 

・赤磐市公共交通総合連携

計画の見直し 

・運行の見直し 

・熊山駅前周辺整備事業 

 

 

 

 

⇒ 

８３，６５８千円 ２１６，８１７千円 １５４，９６２千円 

実
施
状
況 

《平成２８年度の事業実績・効果》 達成度 ４ 

平成２６年度からの赤磐市公共交通総合連携計画評価検証業務の３年目として、計画の振り返り及

び平成３０年策定予定の公共交通網形成計画に向けた情報の整理、地域での公共交通についての

座談会等を実施し、住民ニーズの把握に努めた。 

《事業実施による課題》 

情報の整理や総合連携計画の振り返りの結果、特に赤坂・吉井地域において公共交通の再編が急

務であり、そちらについては平成３０年の計画策定を待たずに随時開始していく必要がある。 

《次年度における改善策》 

平成２９年度においては、これまでの評価検証業務の整理及び現状の把握に加えて、平成３０年度

における地域公共交通網形成計画の策定に向けた市民アンケート、交通事業者ヒアリング等を実施

し、更なる住民ニーズの把握とこれからの赤磐市の公共交通像を描いていく必要がある。 

104 事業名 公共交通機関の整備・確保と利用促進 主担当課 秘書企画課 

事
業
内
容 

事業方針 

自家用車と公共交通機関が役割を分担してバランスの良い共存が可能となるよう、市民バ

ス、広域路線バスを運営して公共交通機関の利便性及び効率性の向上を図るとともに、将来

を見据えた公共交通体系の再構築等について、地域と一緒になって検討を進めていく。 

事業の対象 自家用車を利用できない人、通勤や買物等にバスを利用する人 

連携・協働の相手 地域公共交通会議、周辺関係市町、市民 

取組内容 

及び目標 

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

・生活交通対策事業 

・市民バス運行事業 

・広域路線バス運行事業 

・赤磐市地域公共交通総合連携

計画の評価検証及び見直し 

・赤磐市地域公共交通網形成計

画策定に向けた調査の実施 

・運行の見直し 

・熊山駅前周辺整備事業 

・生活交通対策事業 

・市民バス運行事業 

・広域路線バス運行事業 

・赤磐市地域公共交通網形成計

画の策定 

・運行の見直し 

・熊山駅前周辺整備事業 

・生活交通対策事業 

・市民バス運行事業 

・広域路線バス運行事業 

・赤磐市地域公共交通網形成計

画に基づいた市内公共交通の

見直し 

・赤磐市地域公共交通網形成計

画の評価検証業務 

・熊山駅前周辺整備事業 

２１６，８１７千円 １５４，９６２千円 １４０，１００千円 
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105 事業名 避難行動要支援者名簿整備事業 主担当課 くらし安全課 

事
業
内
容 

 

事業方針 

高齢者や障害者等、災害発生時に自ら避難することが困難な市民を把握して避

難行動要支援者名簿を作成し、本人からの同意を得たうえで平常時から消防等関

係者や民生委員等の避難支援等関係者に情報提供することで、要支援者の生命と

身体を守ることのできる避難支援体制の構築を図る。 

事業の対象 避難行動要支援者（災害発生時に自ら避難することが困難な市民） 

連携・協働の相手 自治会、自主防災組織 

取組内容 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

・避難行動要支援者管

理システムの導入 

・避難行動要支援者名

簿の作成 

・名簿情報を外部提供す

ることについての同意確

認 

・支援等関係者への名

簿情報の提供 

・避難行動要支援者名簿の

更新 

・支援等関係者への名簿情

報の提供 

 
 
⇒ 

１，５４２千円 １，５２９千円 １，５２９千円 

実
施
状
況 

《平成２８年度の事業実績・効果》 達成度 ４ 

プロポーザル方式により避難行動要支援者システムの導入を行った。これにより、避難行動要支

援者対象者に対して名簿掲載同意書兼申請書を送付し、名簿掲載の同意を得られた者について、平

成２９年度より、地区・町内会長、民生委員、社会福祉協議会、消防、警察等避難支援等関係者へ名

簿の提供を行っていく。 

《事業実施による課題》 

今までの災害時要援護者台帳は民生委員が対象者宅を回って作成していたが、避難行動要支援

者名簿は対象者に市が直接申請書を送付し、返信してもらっているため、民生委員が把握していな

い人が載っていたり、支援が必要な人が載っていなかったりしている。 

《次年度における改善策》 

避難行動要支援者名簿登録対象者で未提出の者について、民生委員や地区町内会長等の協力

をいただき、名簿登録申請書の提出を促してもらう。 

105 事業名 避難行動要支援者名簿整備事業 主担当課 くらし安全課 

事
業
内
容 

事業方針 

高齢者や障害者等、災害発生時に自ら避難することが困難な市民を把握して避

難行動要支援者名簿を作成し、本人からの同意を得たうえで平常時から消防等関

係者や民生委員等の避難支援等関係者に情報提供することで、要支援者の生命と

身体を守ることのできる避難支援体制の構築を図る。 

事業の対象 避難行動要支援者（災害発生時に自ら避難することが困難な市民） 

連携・協働の相手 自治会、自主防災組織 

取組内容 

及び目標 

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

・避難行動要支援者名簿の

更新 

・支援等関係者への名簿情

報の提供 

 

 ⇒ 

 

 ⇒ 

１，５２９千円 １，５２９千円 １，５２９千円 
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106 事業名 協働のまちづくり推進事業 主担当課 協働推進課 

事
業
内
容 

事業方針 
市民が主体となったまちづくりを進めるため、「協働のまちづくり指針」に基づき、

市民が活動しやすく参加しやすい環境をつくる。 

事業の対象 市民、市民活動団体、事業者等 

連携・協働の相手 市民、市民活動団体、事業者等 

取組内容 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

・広報紙、ＨＰ等を活用し

た協働情報の発信 

・まちづくり人材養成講座

の開催（市民・職員対象） 

・協働のまちづくり事業検

討委員会 

・市民活動実践モデル事

業の実施 

・広報紙、ＨＰ等を活用し

た協働情報の発信 

・まちづくり人材養成講座

の開催（講座、研修会、フ

ォーラム等） 

・市職員研修の実施 

・市役所庁内組織の充実 

・市民活動実践モデル事

業の実施 

・広報紙、ＨＰ等を活用し

た協働情報の発信 

・まちづくり人材養成講座

の開催（講座、研修会、フ

ォーラム等） 

・市職員研修の実施 

・市役所庁内組織の充実 

・市民活動実践モデル事

業の実施 
１，３４５千円 ２，６２３千円 ２，８００千円 

実
施
状
況 

《平成２８年度の事業実績・効果》 達成度 ４ 

・まちづくりワークショップ：７月 31日、８月７日、中央図書館多目的ホールで開催⇒参加 22人 

・まちづくり人材養成講座：２月 26日、中央図書館多目的ホールで開催⇒参加 30 人 

・協働のまちづくり事業検討委員会：３回／年開催 

・市民活動実践モデル事業：５事業実施 

 

 

  

《事業実施による課題》 

・市民活動実践モデル事業を実施しているが、５事業全てが「市民提案型事業」であり、より事業効果

を高めるためには、「行政提案型事業」の充実を図る必要がある。 

《次年度における改善策》 

・市民活動実践モデル事業の充実を図る。 

・「協働のまちづくり」の推進に向け、人材の発掘及び人材育成を行う。 

106 事業名 協働のまちづくり推進事業 主担当課 協働推進課 

事
業
内
容 

事業方針 
市民が主体となったまちづくりを進めるため、「協働のまちづくり指針」に基づき、

市民が活動しやすく参加しやすい環境をつくる。 

事業の対象 市民、市民活動団体、事業者等 

連携・協働の相手 市民、市民活動団体、事業者等 

取組内容 

及び目標 

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

・広報紙、ＨＰ等を活用した

協働情報の発信 

・まちづくり人材養成講座

の開催（講座、研修会、フ

ォーラム等） 

・市職員研修の実施 

・市役所庁内組織の充実 

・市民活動実践モデル事業

の実施 

・広報紙、ＨＰ等を活用し

た協働情報の発信 

・まちづくり人材養成講座

の開催（講座、研修会、フ

ォーラム等） 

・市職員研修の実施 

・市役所庁内組織の充実 

・市民活動実践モデル事

業の実施 

・広報紙、ＨＰ等を活用し

た協働情報の発信 

・まちづくり人材養成講座

の開催（講座、研修会、フ

ォーラム等） 

・市職員研修の実施 

・市役所庁内組織の充実 

・市民活動実践モデル事

業の実施 

２，６２３千円 ２，８００千円 ２，８００千円 
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107 事業名 
旧赤磐市民病院施設を活用した地域包括ケアシステム

の地域拠点づくり 
主担当課 健康増進課 

事
業
内
容 

事業方針 
熊山地域の中心である旧赤磐市民病院施設を活用し、在宅療養を支援する介

護・福祉の拠点を整備する。 

事業の対象 市民 

連携・協働の相手 民間事業者 

取組内容 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

・施設構成、規模、導入機

能、事業手法等の決定 

 

・事業者の募集、選定 

・実施設計 

・施設整備 

・施設運用開始 

５，９４０千円 ３７１，６４０千円 詳細検討中 

実
施
状
況 

《平成２８年度の事業実績・効果》 達成度 ４ 

旧赤磐市民病院跡地活用に係る基本構想策定 

運営事業者説明会及び直接対話を行い、事業に対する参画意欲等を把握した。 

住民説明会の実施 

先進事例の視察 

《事業実施による課題》 

財源（起債）の確保 

他部署との連携、相談 

新たな手法による事業準備であるため、従来の方式との違いを明確にしながら柔軟に対応する。 

《次年度における改善策》 

担当課だけでは処理できない分野は、必要な部署に早期に相談し、協議する。 

107 事業名 
旧赤磐市民病院施設を活用した地域包括ケアシステム

の地域拠点づくり 
主担当課 健康増進課 

事
業
内
容 

事業方針 
熊山地域の中心である旧赤磐市民病院施設を活用し、在宅療養を支援する介

護・福祉の拠点を整備する。 

事業の対象 市民 

連携・協働の相手 民間事業者 

取組内容 

及び目標 

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

・事業者の募集、選定 

・実施設計 

・施設整備 

・施設運用開始 

運用管理 

３７１，６４０千円 詳細検討中 詳細検討中 
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108 事業名 安心して利用できる道路等の整備 主担当課 建設課 

事
業
内
容 

事業方針 

道路施設の長寿命化対策等により既存の道路や橋梁の安全性を高める。また、

生活道路網については、交通安全施設整備など高齢者、障害者及び子どもたちに

配慮した安全な道路の整備を計画的に推進する。 

事業の対象 道路、橋梁 

連携・協働の相手 地元地区 

取組内容 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

・道路、橋梁の点検 

・道路改良工事 

・橋梁の修繕計画の策

定 

・道路、橋梁の点検 

・道路改良工事 

・橋梁の修繕計画の策

定 

・橋梁の長寿命化対策

工事 

 
 
 
⇒ 

 

９３，８７９千円 ６０，０００千円 ６０，０００千円 

実
施
状
況 

《平成２８年度の事業実績・効果》 達成度 ４ 

道路については、委託業務による定期的な点検を実施した。橋梁点検については、１６４橋の点検を

実施した。 

道路整備については、市道正崎宮下線の新設改良工事（延長 L=５５m）等を施工した。また、交通安

全施設整備については、カ－ブミラ－N=１１基、防護柵 L=４３m、視線誘導標 N=１０本、区画線 L=６７

５０m等を実施した。 

《事業実施による課題》 

橋梁点検の結果により緊急度が高いものについては、早急の修繕対応が必要となる。 

《次年度における改善策》 

上記課題に伴う財源の確保を行い、交通安全施設整備など高齢者、障害者及び子どもたちに配慮し

た安全な道路の整備を計画的に推進する。 

108 事業名 安心して利用できる道路等の整備 主担当課 建設課 

事
業
内
容 

事業方針 

道路施設の長寿命化対策等により既存の道路や橋梁の安全性を高める。また、

生活道路網については、交通安全施設整備など高齢者、障害者及び子どもたちに

配慮した安全な道路の整備を計画的に推進する。 

事業の対象 道路、橋梁 

連携・協働の相手 地元地区 

取組内容 

及び目標 

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

・道路、橋梁の点検 

・道路改良工事 

・橋梁の修繕計画の策

定 

・橋梁の長寿命化対策

工事 

 
 
 
⇒ 

 

 

 

 

⇒ 
 

６０,０００千円 ６０，０００千円 ６０，０００千円 
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109 事業名 行政推進事業（自治振興事業） 主担当課 くらし安全課 

事
業
内
容 

事業方針 

コミュニティの醸成及び活動の活性化のため、市内の自治会（区・町内会）を通じ、市行政

施策の効率的かつ効果的な伝達を図るとともに、各区長会及び連合町内会相互の連携と

協調による市政の発展と良好な地域社会の維持及び形成を進める。 

事業の対象 市民 

連携・協働の相手 自治連合会、各区・町内会 

取組内容 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

・市民への行政施策の伝達

（行政事務連絡業務の委託） 

・自治連合会への補助 

・各区長、町内会長等会議

の開催 

⇒ ⇒ 

４６，２１１千円 ４６，２１１千円 ４６，２１１千円 

実
施
状
況 

《平成２８年度の事業実績・効果》 達成度 ４ 

・赤磐市行政事務連絡業務委託に関する規則に基づく同業務委託契約を市内全自治会 132 地区と締結し、

きめの細かいオーダーメイド型の行政施策の浸透、及び市民の生の声を反映した市民参画に基づく行政事

務の推進を効率的かつ効果的に展開した。 

･各区長､町内会長等会議の開催(山陽･赤坂･熊山･吉井の各地域にて年２回) 

その他各自治会においてそれぞれ役員会や定例会等を開催 

・自治連合会会議(役員会･全体会･各部会)・全体研修会・視察研修 

《事業実施による課題》 

･行政事務連絡業務委託制度に関しては、その業務の性質から歴史的経緯も含め内容及び範囲、業務対価

の正当性等につき、一部不明瞭な部分があると指摘を受けている。 

･自治連合会に関しては、市に対して発する要望の実現性につき、十分な対応がされていない部分があると

指摘を受けている。 

《次年度における改善策》 

･行政事務連絡業務委託については、より透明性の高い、市民等に対し説明責任を全うできる制度となるよ

う、他制度の構築等も含め総合的な見直しを図る。 

･自治連要望については、事業実現の可否結果に関わらず、検討等の経緯も含め十分理解が得られるよう

説明等報告を市から発信する。 

109 事業名 行政推進事業（自治振興事業） 主担当課 くらし安全課 

事
業
内
容 

事業方針 

コミュニティの醸成及び活動の活性化のため、市内の自治会（区・町内会）を通じ、市行政

施策の効率的かつ効果的な伝達を図るとともに、各区長会及び連合町内会相互の連携と

協調による市政の発展と良好な地域社会の維持及び形成を進める。 

事業の対象 市民 

連携・協働の相手 自治連合会、各区・町内会 

取組内容 

及び目標 

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

・市民への行政施策の伝達

（行政事務連絡業務の委託） 

・自治連合会への補助 

・各区長、町内会長等会議

の開催 

⇒ ⇒ 

４６，２１１千円 ４６，２１１千円 ４６，２１１千円 
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110 事業名 男女共同参画事業 主担当課 協働推進課 

事
業
内
容 

事業方針 

男女がお互いの個性や能力を認め合い、その個性や能力が発揮でき、生活できるよう男女共

同参画の意識の醸成を図る普及啓発活動を推進する。ＤＶ予防の意識啓発を行うとともに、庁内

連携組織をはじめとした関係機関との連携を強化し、ＤＶ被害者等の相談・支援体制の充実を図

る。 

事業の対象 市民 

連携・協働の相手 赤磐市男女共同参画団体ネットワーク、人権擁護委員、警察、配偶者暴力相談支援センター等 

取組内容 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

・男女共同参画推進審議会 

・男女共同参画ネットワーク 

・男女共同参画講演会等の

開催 

・ＤＶ被害者等相談・支援活

動 

・ＤＶ防止啓発事業 

・ＤＶ被害者等自立支援事業

補助金 

・ＤＶ被害者等緊急一時保護 

・第３次男女共同参画基本計

画策定 

・男女共同参画推進審議会 

・男女共同参画ネットワーク 

・男女共同参画講演会等の

開催 

・ＤＶ被害者等相談・支援活

動 

・ＤＶ防止啓発事業 

・ＤＶ被害者等自立支援事業

補助金 

・ＤＶ被害者等緊急一時保護 

・男女共同参画推進審議会 

・男女共同参画団体ネットワー

ク 

・男女共同参画講演会等の開

催 

・ＤＶ被害者等相談・支援活動 

・ＤＶ防止啓発事業 

・ＤＶ被害者等自立支援事業補

助金 

・ＤＶ被害者等緊急一時保護 

５，８２９千円 ９５５千円 １，５００千円 

実
施
状
況 

《平成２８年度の事業実績・効果》 達成度 ４ 

・男女共同参画推進審議会(４回) 

・第３次男女共同参画基本計画を策定した。 

・男女共同参画団体ネットワークと共催で、男女共同参画セミナーを開催した(３回) 

・ＤＶ相談(１２件)、緊急一時保護(１件)女性相談所⇒さんかくナビに引き継ぐ 

・ＤＶ被害者等自立支援事業補助金  

《事業実施による課題》 

・男女共同参画団体ネットワークとの連携 

・セミナーなどへの若年層、男性の参加の呼びかけ 

・ＤＶ相談窓口の周知、相談体制の充実、庁内ＤＶネットワーク連絡会議の活用による横の連携 

《次年度における改善策》 

・各種団体との連絡、連携を継続していく。 

・広報誌、チラシの活用 

110 事業名 男女共同参画事業 主担当課 協働推進課 

事
業
内
容 

事業方針 

男女がお互いの個性や能力を認め合い、その個性や能力が発揮でき、生活できるよう男女共

同参画の意識の醸成を図る普及啓発活動を推進する。ＤＶ予防の意識啓発を行うとともに、庁内

連携組織をはじめとした関係機関との連携を強化し、ＤＶ被害者等の相談・支援体制の充実を図

る。 

事業の対象 市民 

連携・協働の相手 赤磐市男女共同参画団体ネットワーク、人権擁護委員、警察、配偶者暴力相談支援センター等 

取組内容 

及び目標 

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 
・男女共同参画推進審議会 

・男女共同参画団体ネットワーク 

・男女共同参画セミナー等の開

催 

・ＤＶ被害者等相談・支援活動 

・ＤＶ防止啓発事業 

・ＤＶ被害者等自立支援事業補

助金 

・ＤＶ被害者等緊急一時保護 

・男女共同参画推進審議会 

・男女共同参画団体ネットワーク 

・男女共同参画講演会等の開催 

・ＤＶ被害者等相談・支援活動 

・ＤＶ防止啓発事業 

・ＤＶ被害者等自立支援事業補助

金 

・ＤＶ被害者等緊急一時保護 

・男女共同参画推進審議会 

・男女共同参画団体ネットワーク 

・男女共同参画セミナー等の開催 

・ＤＶ被害者等相談・支援活動 

・ＤＶ防止啓発事業 

・ＤＶ被害者等自立支援事業補助

金 

・ＤＶ被害者等緊急一時保護 

９５５千円 １，５００千円 １，２００千円 
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111 事業名 人権啓発事業・各種相談事業 主担当課 協働推進課 

事
業
内
容 

事業方針 
人権尊重都市宣言の更なる市民への周知や、学校、地域、家庭、職場等あらゆる

場を通じた人権啓発活動を行うことで、広く市民の間に人権意識の普及・高揚を図る。 

事業の対象 市民 

連携・協働の相手 人権擁護委員、社会教育課 

取組内容 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

・人権を考えるつどいの開催 

・人権の花運動 

・人権スポーツふれあい教室 

・各種相談事業 

・広報紙、ＨＰその他人権啓発

活動 

⇒ ⇒ 

４，２２８千円 ４，６１４千円 ４，３００千円 

実
施
状
況 

《平成２８年度の事業実績・効果》 達成度 ４ 

・人権を考えるつどい(12/4) 佐々部清監督の講演、映画上映会 

・人権の花運動、人権スポーツふれあい教室(仁美小学校) 

・各種相談業務(年間５３回) 

・市主催行事での啓発。 

・人権擁護委員との連携 

《事業実施による課題》 

・若年層への周知、メディアの使い方については、全年齢層での啓発が必要。 

《次年度における改善策》 

・啓発は機会を逃さないようにする。 

111 事業名 人権啓発事業・各種相談事業 主担当課 協働推進課 

事
業
内
容 

事業方針 
人権尊重都市宣言の更なる市民への周知や、学校、地域、家庭、職場等あらゆる

場を通じた人権啓発活動を行うことで、広く市民の間に人権意識の普及・高揚を図る。 

事業の対象 市民 

連携・協働の相手 人権擁護委員、社会教育課 

取組内容 

及び目標 

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

・人権を考えるつどいの開催 

・人権の花運動 

・人権スポーツふれあい教室 

・各種相談事業 

・広報紙、ＨＰその他人権啓発

活動 

⇒ ⇒ 

４，６１４千円 ４，３００千円 ４，３００千円 
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【重点戦略Ⅲ】多彩な人材の活躍により、地域が活性化しているまちを創る 

 

【戦略プログラム】高齢者が生きがいを持ち元気に暮らせる地域創出プログラ

ム 
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112 事業名 地域医療ミーティング推進事業 主担当課 健康増進課 

事
業
内
容 

事業方針 

赤磐市における地域医療の現状認識・課題について共有し、その解決に向けて協

議する。（特に、へき地医療や医師不足の問題等医療体制の構築に向け協議を進

める。） 

事業の対象 市民 

連携・協働の相手 

保健医療・福祉関係機関及び従事者等(赤磐医師会、赤磐歯科医師会、備前保健

所、赤磐市社会福祉協議会、自治連合会、民生児童委員会、愛育委員会、栄養改

善協議会、赤磐商工会、中学校、保育園、ＰＴＡ連合会、老人クラブ等) 

取組内容 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

・協議会、ワーキンググル

ープ会議 

・交流会、講演会 

・健康増進計画策定勉強

会 

・協議会、ワーキンググ

ループ会議 

・先進地視察研修、交流

会、講演会 

・健康増進計画の啓発・

実施 

協議会、ワーキンググルー

プ会議 

・先進地視察研修、交流

会、講演会 等 

 

５０２千円 ４００千円 ４００千円 

実
施
状
況 

《平成２８年度の事業実績・効果》 達成度 ４ 

地域医療ミーティング推進協議会全体会議を 3回、ワーキンググループを 3回実施した。 

アドバイザーを迎えて、「第２次赤磐市健康増進計画」を策定した。策定した健康増進計画を委員が

所属する団体でどのように活用し、健康増進に関する意識を高められるかを検討した。 

《事業実施による課題》 

「第２次赤磐市健康増進計画」の活用及び実施管理 

《次年度における改善策》 

地域医療について考える機会を設ける。 

112 事業名 地域医療ミーティング推進事業 主担当課 健康増進課 

事
業
内
容 

事業方針 

赤磐市における地域医療の現状認識・課題について共有し、その解決に向けて協

議する。（特に、へき地医療や医師不足の問題等医療体制の構築に向け協議を進

める。） 

事業の対象 市民 

連携・協働の相手 

保健医療・福祉関係機関及び従事者等(赤磐医師会、赤磐歯科医師会、備前保健

所、赤磐市社会福祉協議会、自治連合会、民生児童委員会、愛育委員会、栄養改

善協議会、赤磐商工会、中学校、幼稚園、ＰＴＡ連合会、老人クラブ等) 

取組内容 

及び目標 

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

・協議会、ワーキンググル

ープ会議 

・先進地視察研修、交流

会、講演会 

・健康増進計画の啓発・実

施 

協議会、ワーキンググルー

プ会議 

・先進地視察研修、交流会、

講演会 等 

 

・協議会、ワーキンググ

ループ会議 

・先進地視察研修、交

流会、講演会 等 

 

４００千円 ４００千円 ４００千円 
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113 事業名 赤磐市健康増進計画策定 主担当課 健康増進課 

事
業
内
容 

事業方針 

生涯を通して健やかに暮らせる生活の質の向上を図ることを目的に、現代社会の

特徴、赤磐市総合計画やデータヘルス計画等を考慮した市独自の健康増進計画を

策定する。 

事業の対象 市民 

連携・協働の相手 市民 

取組内容 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

・第 1次赤磐市健康増進

計画の評価と第 2次健康

増進計画の策定業務 

・第 2次赤磐市健康増進

計画に基づく事業の実施 

・第 2 次赤磐市健康増進

計画に基づく事業の実施 

４，５１８千円 通常事務費対応 通常事務費対応 

実
施
状
況 

《平成２８年度の事業実績・効果》 達成度 ４ 

地域医療ミーティング推進協議会（推進会議 3 回、ワーキング 3 回）において、内容を検討した。子ど

もの保護者、小中学生、高校生、成人を対象にアンケート調査を実施し、既存の基礎データ、赤磐市

総合計画やデータヘルス計画等との整合性も図りながら、ライフステージごとに取り組む項目を決定

した。また、平成 38年度に向けて数値目標を決定した。 

概要版を市内各戸に、関係機関には冊子を配布した。 

《事業実施による課題》 

市民に周知し、積極的に取り組んでもらうよう啓発を行う必要がある。また、公助である行政が中心と

なって行う項目については、既存の事業も含め、事業の見直しや新規事業の提案などに取り組む必

要がある。 

《次年度における改善策》 

愛育委員、栄養委員、地区、その他関係団体等と、既存事業はスムーズに実施できるように、新規事

業は積極的に提案し実施できるように、適宜協議を重ねる。 

1年ごとの進行管理を行うこととし、各担当課、団体の進捗状況を把握し、各事業のアンケート調査等

で市民の意識の変化や満足度を把握し、改善を行う。 

113 事業名 赤磐市健康増進計画の推進 主担当課 健康増進課 

事
業
内
容 

事業方針 

生涯を通して健やかに暮らせる生活の質の向上を図ることを目的に、現代社会の

特徴、赤磐市総合計画やデータヘルス計画等を考慮した市独自の健康増進計画を

推進する。 

事業の対象 市民 

連携・協働の相手 市民 

取組内容 

及び目標 

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

・第 2次赤磐市健康増進

計画に基づく事業の実施 

・第 2次赤磐市健康増進

計画に基づく事業の実施 

・第 2 次赤磐市健康増進

計画に基づく事業の実施 

通常事務費対応 通常事務費対応 通常事務費対応 
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114 事業名 買い物支援見守り事業 主担当課 社会福祉課 

事
業
内
容 

事業方針 

高齢者の生活行動範囲の中では買物をすることができない地域が拡大してきてい

るため、移動販売車による買物支援に併せて、独居高齢者等の見守り・話し相手・困

りごと相談等を行う多機能な地域支えあいシステムを構築する。 

事業の対象 市内の買い物空白地域に住む高齢者 

連携・協働の相手 移動販売及び見守り活動を行う民間事業者 

取組内容 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

・移動販売車による買物

支援及び見守り活動の

実施 

・移動販売車による買物支

援及び見守り活動の実施 ⇒ 

９２６千円 １，８４６千円 １，８４６千円 

実
施
状
況 

《平成２８年度の事業実績・効果》 達成度 ３ 

市内の２事業所（小野田ふれあい市場・まちづくり夢百笑）に委託し、事業を行った。 

登録者数：１４７人 

見守り件数：７，０９４件 

《事業実施による課題》 

地理的条件等により、当初見込みより燃料費などの必要経費が高く、委託料の見直しが必要であ

る。 

《次年度における改善策》 

平成２９年度末で試行期間の２年が経過するため、今後の事業のやり方を見直す必要がある。 

114 事業名 買い物支援見守り事業 主担当課 社会福祉課 

事
業
内
容 

事業方針 

高齢者の生活行動範囲の中では買物をすることができない地域が拡大してきてい

るため、移動販売車による買物支援に併せて、独居高齢者等の見守り・話し相手・困

りごと相談等を行う多機能な地域支えあいシステムを構築する。 

事業の対象 市内の買い物空白地域に住む高齢者 

連携・協働の相手 移動販売及び見守り活動を行う民間事業者 

取組内容 

及び目標 

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

・移動販売車による買物支

援及び見守り活動の実施 ⇒ ⇒ 

１，８４６千円 １，８４６千円 １，８４６千円 
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115 事業名 山陽老人福祉センター源泉ポンプ交換・修繕 主担当課 社会福祉課 

事
業
内
容 

事業方針 

山陽老人福祉センター浴場に供給している温泉の源泉ポンプ交換修繕を実施す

る。温泉を活用し、高齢者の健康を増進する。また、災害時には福祉避難所として活

用する。 

事業の対象 山陽老人福祉センター浴場利用者 

連携・協働の相手 社会福祉法人赤磐市社会福祉協議会 

取組内容 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

・ＥＳＰポンプ引き上げ、据

付、点検整備 

 
－ － 

６，３７５」千円 －千円 －千円 

実
施
状
況 

《平成２８年度の事業実績・効果》 達成度 ４ 

山陽老人福祉センターの源泉ポンプ交換・修繕を実施した。（３年ごと） 

《事業実施による課題》 

ＥＳＰポンプは特殊なポンプであるため、メンテナンスを行うことに業者が限られることが課題 

《次年度における改善策》 

次期の源泉ポンプ交換・修繕は、平成３１年度の予定。 

115 事業名 山陽老人福祉センター源泉ポンプ交換・修繕 主担当課 社会福祉課 

事
業
内
容 

事業方針 

山陽老人福祉センター浴場に供給している温泉の源泉ポンプ交換修繕を実施す

る。温泉を活用し、高齢者の健康を増進する。また、災害時には福祉避難所として活

用する。 

事業の対象 山陽老人福祉センター浴場利用者 

連携・協働の相手 社会福祉法人赤磐市社会福祉協議会 

取組内容 

及び目標 

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

 
－ － 

・ＥＳＰポンプ引き上げ、据

付、点検整備 

千円 －千円 ７，５５０千円 
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116 事業名 図書推進活動事業 主担当課 図書館（社会教育課） 

事
業
内
容 

事業方針 

市民の文化、教養、調査研究、レクリエーション等に必要な資料・情報を収集し提

供する役割を持つ生涯学習の拠点として、必要な図書や情報を提供し、市民の豊か

な生活と学習意欲の向上に努める。 

事業の対象 市民 

連携・協働の相手 

県内外の公共図書館、国立国会図書館、その他関係機関、市内の幼稚園・保育園・

子育て支援センター・小学校・中学校、庁内関係各課（健康増進課、介護保険課ほ

か） 

取組内容 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

・図書館資料の充実・保存 

・図書館主催講座の実施 

・学校図書館支援 

・子どもの読書活動推進 

・お出かけ図書館事業 

・図書館資料の充実・保存 

・図書館主催講座の実施 

・学校図書館支援 

・子どもの読書活動推進 

・お出かけ図書館事業 

取り組み内容の５つの柱 

の事業内容をさらに充実

させていく。 

 

２２，９４２千円 ２３，２１５千円 ２３，２１５千円 

実
施
状
況 

《平成 28 年度の事業実績・効果》 達成度 ４ 

資料については、利用者からのリクエストを積極的に受付けることで利用者ニーズを把握するととも 

に、力を入れている「暮らしに役立つ資料」「子育て応援関係資料」の収集を行い、利用者に提供する 

ことができた。⇒図書購入点数８，７２５点 

一般向け講座・イベントへの参加者数⇒７９０人 

学校などへの団体貸出冊数⇒２５，９５４冊 

読み聞かせ・子ども向きイベント等への参加者数⇒３，４０６人 

お出かけ図書館参加者数⇒幼稚園２、保育園３、参加者数５８２人 

赤磐市内４図書館が協力して効果的に資料の収集にあたることができ、主催講座等で有効に資料を 

紹介することができ、利用につなげることもできた。 

《事業実施による課題》 

資料の充実にあわせ、配架の見直しや書架整理なども随時行い、見やすく、探しやすい書架づくりを 

行なうとともに、散逸しやすく出版の情報が入りにくい郷土・行政資料の網羅的な収集が課題。 

主催講座においては、内容にマンネリ化が見受けられることから検討が必要。 

《次年度における改善策》 

「暮らしに役立つ図書館」をキーワードに、特に子育て応援関係資料の充実をはかる。また、各館の

個性を活かした蔵書の構築を目標に資料の収集に当たるとともに、効果的な資料の購入や書架づく

りなどで課題改善に努める。講座内容等については、積極的に参加者の声を聞きながら、企画を進

める。 

116 事業名 図書推進活動事業 主担当課 図書館（社会教育課） 

事
業
内
容 

事業方針 

市民の文化、教養、調査研究、レクリエーション等に必要な資料・情報を収集し提

供する役割を持つ生涯学習の拠点として、必要な図書や情報を提供し、市民の豊か

な生活と学習意欲の向上に努める。 

事業の対象 市民 

連携・協働の相手 

県内外の公共図書館、国立国会図書館、その他関係機関、市内の幼稚園・保育園・

子育て支援センター・小学校・中学校、庁内関係各課（健康増進課、介護保険課ほ

か） 

取組内容 

及び目標 

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

・図書館資料の充実・保存 

・図書館主催講座の実施 

・学校図書館支援 

・子どもの読書活動推進 

・お出かけ図書館事業 

取り組み内容の５つの柱 

の事業内容をさらに充実

させていく。 

 

取り組み内容の５つの柱 

の事業内容をさらに充実

させていく。 

 

２３，２１５千円 ２３，２１５千円 ２３，２１５千円 
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117 事業名 公民館学習活動推進事業（主催講座） 主担当課 公民館（社会教育課） 

事
業
内
容 

事業方針 

地域に根ざした学習講座や市民のニーズに応えた魅力ある公民館主催講座を積

極的に取り入れ、公民館グループの自立と活性化を支援する。 

市民に身近な施設として、学習効果が高まるよう地域リーダーの養成や確保に努

め、市民同士による学習の輪が広がるよう取り組む。 

事業の対象 市民 

連携・協働の相手 庁内関係各課（学校教育課、健康増進課、社会福祉課、介護保険課、環境課等） 

取組内容 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

・公民館主催講座 

・公民館まつり 

・老人大学補助金 

・地域公民館活動活性化

補助金 

⇒ ⇒ 

５，０３６千円 ５，０３６千円 ５，０３６千円 

実
施
状
況 

《平成２８年度の事業実績・効果》 達成度 ４ 

公民館主催講座は 8 公民館において、約 100 講座が開催され、延べ７２９回実施し、17,562 人の参

加があった。公民館まつりは 7 公民館で開催され、各館が公民館グループの皆さんや地域の皆さん

とともに創意工夫を凝らして開催することができ、８，３４２人の来館者で賑った。特に中学生ボランテ

ィアが活躍し、まつりを盛り上げた。 

老人大学や地域活動活性化事業に対し補助金を交付し、地域のニーズに沿った取り組みを行い、地

域を活性化した。 

《事業実施による課題》 

公民館まつりでは運営予算が少なく、また、ボランティアスタッフも高齢になってきている。そのため、

中高学生ボランティアに企画段階から参画してもらい、まつり自体を活性化させる必要がある。 

《次年度における改善策》 

今までは各公民館で中学生ボランティアを募集し、まつりのお手伝いをしてもらったが、今後は中央

公民館で中高生ボランティアを募集し、各公民館まつりの実行委員会の会議から参加し、中高生が

企画・実施を行うことによりまつりを盛り上げる。この経験を基に地域のイベントに参画し、中高生が

活躍する場を創設する。 

117 事業名 公民館学習活動推進事業（主催講座） 主担当課 公民館（社会教育課） 

事
業
内
容 

事業方針 

地域に根ざした学習講座や地域住民のニーズに応えた魅力ある公民館主催講座

を積極的に取り入れ、公民館グループの自立と活性化を支援する。 

子育てに関する学習活動等のきめ細やかな家庭教育支援や子どもたちの学習の

場の確保に努める。 

事業の対象 市民 

連携・協働の相手 庁内関係各課（学校教育課、健康増進課、社会福祉課、介護保険課、環境課等） 

取組内容 

及び目標 

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

・公民館主催講座 

・公民館まつり 

・老人大学補助金 

・地域公民館活動活性化

補助金 

⇒ ⇒ 

５，５１３千円 ５，５１３千円 ５，５１３千円 
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118 事業名 健康増進事業（健康教育、訪問指導、健康診査等） 主担当課 健康増進課 

事
業
内
容 

事業方針 

がん検診や健康診査等を実施し、生活習慣病の予防や早期発見に繋ぐ。また、健

診等の結果を有効に活用して訪問、健康教室等を実施し、生活習慣病予防の指導

を効果的に実施する。 

事業の対象 市民 

連携・協働の相手 医師会、医療機関、健診・検診機関 

取組内容 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

・特定健康診査・健康診査 

・各種がん検診 

・訪問指導・健康相談 

・健康教室・出前講座 

   ⇒    ⇒ 

５０，１０４千円 ６０，８０１千円 ６０，８０１千円 

実
施
状
況 

《平成２８年度の事業実績・効果》 達成度 ４ 

６～１２月に各種がん検診（集団・個別）等を実施し、要精検者には、訪問や通知により受診勧奨を行

い、がん発見者もいた。受診者がやや減少した検診もあったが、概ね横ばいで、乳がん検診は受診

者が増加した。 

わかりやすい啓発を工夫したり、愛育委員活動とタイアップして啓発文の回覧や街頭啓発活動をする

など、検診受診者の増加のための活動を実施した。 

健康相談：１０５回開催 ⇒２，４６９人 健康教室：１３４回開催 ⇒５，５４６人 出前講座：２２回開催 

⇒５０４人 

《事業実施による課題》 

特定健診は受診率を上昇させ、特定保健指導終了者をを増やす。 

検診については、比較的高い年齢層の受診が多く、若い年代の受診がなかなか増えない。 

受診しやすい検診体制の整備。 

《次年度における改善策》 

受診券により、広く対象者に検診の受診啓発を行う。 

個別検診化を進める。 

118 事業名 健康増進事業（健康教育、訪問指導、健康診査等） 主担当課 健康増進課 

事
業
内
容 

事業方針 

がん検診や健康診査等を実施し、生活習慣病の予防や早期発見に繋ぐ。また、健

診等の結果を有効に活用して訪問、健康教室等を実施し、生活習慣病予防の指導

を効果的に実施する。 

事業の対象 市民 

連携・協働の相手 医師会、医療機関、健診・検診機関 

取組内容 

及び目標 

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

・特定健康診査・健康診査 

・各種がん検診（女性がん

検診の若い年代の自己負

担を軽減） 

・訪問指導・健康相談 

・健康教室・出前講座 

⇒ ⇒ 

６０，８０１千円 ６０，８０１千円 ６０，８０１千円 
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119 事業名 佐伯北・是里診療所運営事業 主担当課 健康増進課 

事
業
内
容 

事業方針 
北部地域は開業医が少なく、医療機関が必要であるため、佐伯北・是里診療所を

運営して外来診療を実施し、地域の医療提供体制を確保する。 

事業の対象 市民 

連携・協働の相手 赤磐医師会病院 

取組内容 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

・外来診察の実施 

・佐伯北診療所の玄関・ト

イレのバリアフリー化、屋

上防水工事等 

・外来診察の実施 

・耐震改修工事 

・ＣＴ購入 

・外来診察の実施 

 

２０８，８７６千円 ２４８，８６３千円 １９０，０００千円 

実
施
状
況 

《平成２８年度の事業実績・効果》 達成度 ４ 

《佐伯北診療所》 

診療日数 283日  外来患者数 11,631 人 

《是里診療所》 

診療日数 92日  外来患者数 490人 

 

佐伯北診療所は 28年度 4月より日曜日の診療を実施。 

《事業実施による課題》 

市北部地域における医療体制の確保 

《次年度における改善策》 

外来診療、検査の充実 

119 事業名 佐伯北・是里診療所運営事業 主担当課 健康増進課 

事
業
内
容 

事業方針 
北部地域は開業医が少なく、医療機関が必要であるため、佐伯北・是里診療所を

運営して外来診療を実施し、地域の医療提供体制を確保する。 

事業の対象 市民 

連携・協働の相手 赤磐医師会病院 

取組内容 

及び目標 

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

・外来診察の実施 

・耐震改修工事 

・ＣＴ購入 

・外来診察の実施 

 

・外来診察の実施 

 

２３２，７２８千円 １９０，０００千円 １９０，０００千円 
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120 事業名 熊山診療所運営事業 主担当課 健康増進課 

事
業
内
容 

事業方針 
熊山地域は開業医が少なく、医療機関が必要であるため、熊山診療所を運営し

て、閉院した赤磐市民病院の外来機能の役割を果たす診療を実施する 

事業の対象 市民 

連携・協働の相手 赤磐医師会病院、岡山大学病院 

取組内容 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

・外来診察の実施 

⇒ ⇒ 

４１７，８０１千円 ５０１，９７５千円 ５０１，９７５千円 

実
施
状
況 

《平成２８年度の事業実績・効果》 達成度 ４ 

診療日数 244日  外来患者数 13,936 人 

《事業実施による課題》 

熊山地域における医療体制の確保 

《次年度における改善策》 

在宅療養を支援する外来診療の充実 

120 事業名 熊山診療所運営事業 主担当課 健康増進課 

事
業
内
容 

事業方針 
熊山地域は開業医が少なく、医療機関が必要であるため、熊山診療所を運営し

て、閉院した赤磐市民病院の外来機能の役割を果たす診療を実施する 

事業の対象 市民 

連携・協働の相手 赤磐医師会病院、岡山大学病院 

取組内容 

及び目標 

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

・外来診察の実施 

⇒ ⇒ 

３９５，１７５千円 ３９５，１７５千円 ３９５，１７５千円 
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121 事業名 訪問看護ステーション運営事業 主担当課 健康増進課 

事
業
内
容 

事業方針 
在宅で適切な医療が受けられるよう、地域のかかりつけ医と連携し、看護師が自

宅を訪問して在宅療養支援を行う。 

事業の対象 市民 

連携・協働の相手 赤磐医師会、地域のかかりつけ医 

取組内容 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

・在宅医療支援（訪問看

護）の実施 

・過疎地域への普及活動 

⇒ ⇒ 

４２，２００千円 ４０，０００千円 ４０，０００千円 

実
施
状
況 

《平成２８年度の事業実績・効果》 達成度 ４ 

市内全域及び市周辺地域の療養中の方に訪問看護を行い、在宅生活の支援を行った。（年間 2,302

件） 

訪問看護師が 24 時間体制で、かかりつけ医と連携しながら在宅での看取りを支援した。看護師が、

事業にも慣れ、契約数は増加傾向にある。 

《事業実施による課題》 

事業内容及び事業所について市民や医療機関、ケアマネジャーに知ってもらう。 

《次年度における改善策》 

市民や医療機関、ケアマネジャーへの啓発を行う。 

121 事業名 訪問看護ステーション運営事業 主担当課 健康増進課 

事
業
内
容 

事業方針 
在宅で適切な医療が受けられるよう、地域のかかりつけ医と連携し、看護師が自

宅を訪問して在宅療養支援を行う。 

事業の対象 市民 

連携・協働の相手 赤磐医師会、地域のかかりつけ医 

取組内容 

及び目標 

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

・在宅医療支援（訪問看

護）の実施 

・過疎地域への普及活動 

⇒ ⇒ 

４０，０００千円 ４０，０００千円 ４０，０００千円 
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122 事業名 包括的支援事業 主担当課 介護保険課 

事
業
内
容 

事業方針 

高齢者が住み慣れた地域で安心して最後まで生活できるよう、在宅医療・介護連携や生活支援体制整備を推進すると

同時に、ケアマネジャーの支援等を行う。 

また、認知症の早期発見や早期受診及び認知症の症状に応じた適切なサービス提供ができるよう認知症地域支援推

進員の設置を行うと同時に認知症初期集中支援チームの設置に向けての準備を行う。 

事業の対象 ６５歳以上高齢者 

連携・協働の相手 医療・介護関係者、生活支援サービス担う事業主体・関係者、住民、ボランティア 

取組内容 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 
・相談業務、権利擁護業務 

・在宅医療・介護推進協議会の

設置、関係者の連携推進や研

修等の企画・実施 

・在宅医療・介護推進フェアの

開催 

・介護予防・生活支援サービス

整備推進協議体の設置、コー

ディネーターの配置 

・生活支援情報ネットワーク事

業の開始。 

・定期的な個別地域ケア会議の

開催、介護支援専門員の参加

呼びかけ。 

・相談業務、権利擁護業務 

・在宅医療・介護推進協議会で

の関係者の連携推進や研修等

の企画・実施 

・介護予防・生活支援サービス

整備推進協議体とコーディネー

ターの連携促進及び新たな生活

支援サービスの創設と体制整備 

・定期的な個別地域ケア会議の

開催、自立に向けたプランの作

成 

・認知症地域支援推進員の設置 

・認知症初期集中支援チームの

設置準備 

・相談業務、権利擁護業務 

・在宅医療・介護推進協議会での

関係者の連携推進や研修等の企

画・実施 

・介護予防・生活支援サービス整

備推進協議体とコーディネーター

の連携促進及び新たな生活支援

サービスの創設と体制整備 

・定期的な個別地域ケア会議の

開催、自立に向けたプランの作成 

・認知症地域支援推進員の設置 

・認知症初期集中支援チームの

設置 

６５，０９５千円 ７３，４０７千円 ７５，８００千円 

実
施
状
況 

《平成２８年度の事業実績・効果》 達成度 ４ 

・在宅医療・介護推進フェアを１１月２７日に開催し、一般住民へ在宅医療・介護の啓発や専門職の連携を深めることができ

た。また、専門職対象の研修会を３回、ケアカフェを２回開催し、専門職のネットワークの構築を図ることができた。 

・赤磐市地域支え合いネットワーク推進協議会を３回開催し、参加する委員に協議会の目的や意義の統一を図ることができ

た。 

・生活支援コーディネーターを配置し、生活支援情報ネットワーク事業を開始して１２事業者の登録があった。 

・個別地域ケア会議を１２回開催し、後半からは地域の介護支援専門員も事例提供を行い、より適正なプラン作成について学

ぶことができた。 

《事業実施による課題》 

・専門職との連携を行っていく中、認知症の方の在宅支援に困っているとの意見が多く出る。 

・新たな生活支援サービスの構築に住民自らの協力が必要だということを住民に理解していただく必要がある。 

・第２層の協議体設置に向けての準備が必要。 

《次年度における改善策》 

・専門職に対して、認知症についての研修を実施すると同時に、認知症初期集中支援チームの設置等の認知症施策の取り組

みを充実する。 

・地域住民に生活支援サービスの構築についての理解を得て、協力をお願いする。 

122 事業名 包括的支援事業 主担当課 介護保険課 

事
業
内
容 

事業方針 
高齢者が住み慣れた地域で安心して最後まで生活できるよう、病気等により虚弱や介護が必要になっ

ても、高齢者が在宅で生活できるような体制を整備する。 

事業の対象 ６５歳以上高齢者 

連携・協働の相手 医療・介護関係者、生活支援サービス担う事業主体・関係者、住民、ボランティア 

取組内容 

及び目標 

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 
・ケアマネジャーを対象に個別

地域ケア会議を開催すると同時

に、医療や介護の専門職を対

象に研修会等を開催する。 

・在宅医療・介護推進フェアの

開催 

・地域住民自らが生活支援サー

ビスを構築する必要があること

の理解を深めるために「地域支

え合いフォーラム」を新規事業

として開催する。 

・生活支援サービス情報ネット

ワーク事業登録事業者を増や

す。 

・日常生活圏域で協議体設置

の準備を行う。 

・認知症初期集中支援チームを

設置する。 

・個別地域ケア会議や医療・介

護の専門職を対象にや研修会を

開催する。 

・在宅医療・介護推進フェアの開

催 

・地域支え合いフォーラムの開催 

・生活支援サービス情報ネットワ

ーク事業登録事業者を増やす。 

・日常生活圏域で協議体設置の

準備を行う。 

 

・認知症初期集中支援チームが

稼動する。  

・在宅医療・介護の連携が深ま

り、在宅療養者が増える。 

・生活サービス情報ネットワーク

の情報を利用する住民が増える。 

・第２層の協議体設置ができる。 

・地域で住民主体の生活支援サ

ービスが誕生する。 

７１，７２２千円 ７２，０００千円 ７２，０００千円 
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123 事業名 地域包括ケアシステム構築促進事業 主担当課 介護保険課 

事
業
内
容 

事業方針 

高齢者が住み慣れた地域で自立した生活を送れるよう、医療、介護等のサービス

が切れ目なく提供される「地域包括ケアシステム」の実現に向け、介護予防教室など

市内で活動を行う法人、ＮＰＯ、各種団体等の取り組みを支援する。 

事業の対象 ６５歳以上高齢者 

連携・協働の相手 市内で活動する法人、ＮＰＯ、各種団体、住民による任意団体等 

取組内容 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

・事業の普及啓発 

・いきいき百歳体操（介護予

防事業）との連携・普及啓発 

・体操等の介護予防教室、趣

味活動等を通じた集いの場、

認知症カフェ等を運営する各

種団体等への助成 

・事業の普及啓発 

・いきいき百歳体操（介護予防事業）との連

携・普及啓発 

・体操等の介護予防教室、趣味活動等を通

じた集いの場、認知症カフェ等を運営する

各種団体等への助成 

・日常生活支援総合事業の開始に伴い、こ

の事業を地域の介護予防事業に位置づけ

ていく。 

・日常生活支援総合事業

の中の「住民主体による

通所型サービス」として位

置付け、事業の見直し及

び継続を行う。 

１，８４５千円 ２，３３０千円 ２，０００千円 

実
施
状
況 

《平成２８年度の事業実績・効果》 達成度 ４ 

高齢者の介護予防や閉じこもり予防を目的とし、地域での住民主体による集いの場の開設支援を行

った。百歳体操の会などを中心に 22か所（前年度から 14か所増）の開設に至った。住民が体操以外

のメニューについても創意工夫し、実施することで、参加者増につながるとともに地域の高齢者が定

期的に集う場所となり、生きがいづくりにもなっている。 

《事業実施による課題》 

体操を中心とした「集いの場」としては一定の成果が上がっているが、要支援認定を受けた高齢者等

を含む介護予防の場（総合事業サービス）には、まだ至っていない。 

《次年度における改善策》 

県補助金は今年度で終了するため、介護予防・日常生活支援総合事業における「住民主体による通

所型サービス」への移行等について、事業内容の再検討を行う必要がある。 

123 事業名 地域包括ケアシステム構築促進事業 主担当課 介護保険課 

事
業
内
容 

事業方針 

高齢者が住み慣れた地域で自立した生活を送れるよう、医療、介護等のサービス

が切れ目なく提供される「地域包括ケアシステム」の実現に向け、介護予防教室など

市内で活動を行う法人、ＮＰＯ、各種団体等の取り組みを支援する。 

事業の対象 ６５歳以上高齢者 

連携・協働の相手 市内で活動する法人、ＮＰＯ、各種団体、住民による任意団体等 

取組内容 

及び目標 

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

・事業の普及啓発 

・いきいき百歳体操（介護予防事業）と

の連携・普及啓発 

・体操等の介護予防教室、趣味活動等

を通じた集いの場、認知症カフェ等を運

営する各種団体等への助成 

・介護予防・日常生活支援総合事業の

開始に伴い、この事業を地域の介護予

防事業に位置づけていく。 

・介護予防・日常生活

支援総合事業の中の

「住民主体による通所

型サービス」として位

置付け、事業の見直し

及び継続を行う。 

・介護予防・日常生活支

援総合事業の中の「住

民主体による通所型サ

ービス」として位置付け

事業を継続する。 

２，３３０千円 ２，０００千円 ２，０００千円 
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124 事業名 高齢者介護予防施策事業 主担当課 介護保険課 

事
業
内
容 

事業方針 

高齢者自身が早くから介護予防に取り組むことで元気高齢者が増え、互いに支え

あう仕組みづくりにもつながるため、高齢者一人ひとりが自らの健康づくりを認識し、

介護予防に取り組むことができるよう、必要な知識の普及啓発や知識を習得する場

を提供する。 

事業の対象 ６５歳以上高齢者 

連携・協働の相手 介護予防支援ボランテイア、公民館等 

取組内容 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 
・各地域への出前介護予防講座 

・腰掛タップ（介護予防体操）講

師派遣 

・いきいき百歳体操（介護予防体

操）普及啓発 

・認知症予防教室（いきいき脳） 

・認知症予防教室（音楽教室）の

新規開催及び自主化への移行

支援 

・一次介護予防教室の開催（元

気もりもり講座、元気はつらつ

塾） 

・各地域への出前介護予防講座 

・腰掛タップ（介護予防体操）講

師派遣 

・いきいき百歳体操（介護予防体

操）普及啓発 

・認知症予防教室（音楽教室）の

開催及び自主化への移行支援 

・公民館、図書館等との連携によ

る介護予防事業推進 

・各地域への出前介護予防講座 

・腰掛タップ（介護予防体操）講

師派遣 

・いきいき百歳体操（介護予防体

操）普及啓発 

・公民館、図書館等との連携によ

る介護予防事業推進 

・自主的な活動の支援 

・認知症予防教室の開催 

７７１千円 ６００千円 ６００千円 

実
施
状
況 

《平成２８年度の事業実績・効果》 達成度 ４ 

介護予防支援ボランティアと協力して、介護予防体操の普及啓発や認知症予防のための教室を開催

した。 

認知症予防教室を開催し、教室終了後も継続的な活動となるよう地域住民に呼びかけ、ＯＢ会などの

自主的な活動へと移行することができた。 

腰掛タップダンスは市内６会場で講習会を実施。一次介護予防教室（公民館との共催）は、各エリア

で開催し、介護予防知識を広めるとともに地域活動の重要性について理解を深めた。 

《事業実施による課題》 

介護予防に関する講座や教室を実施したのちに、住民による主体的な活動として継続していくような

支援が必要である。 

《次年度における改善策》 

介護予防の取り組みとして地域づくりや仲間づくりが有効であると働きかけ、住民自らが地域で活動

していける仕組みを検討する。 

124 事業名 高齢者介護予防施策事業 主担当課 介護保険課 

事
業
内
容 

事業方針 

高齢者自身が早くから介護予防に取り組むことで元気高齢者が増え、互いに支えあう仕組みづくりにも

つながるため、高齢者一人ひとりが自らの健康づくりを認識し、介護予防に取り組むことができるよう、必

要な知識の普及啓発や知識を習得する場を提供する。 

事業の対象 ６５歳以上高齢者 

連携・協働の相手 介護予防支援ボランテイア、公民館等 

取組内容 

及び目標 

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 
・各地域への出前介護予防講座 

・腰掛タップ（介護予防体操）講

師派遣 

・いきいき百歳体操（介護予防体

操）普及啓発 

・認知症予防教室（音楽教室）の

開催及び自主化への移行支援 

・公民館、図書館等との連携によ

る介護予防事業推進 

・各地域への出前介護予防講座 

・腰掛タップ（介護予防体操）講

師派遣 

・いきいき百歳体操（介護予防体

操）普及啓発 

・公民館、図書館等との連携によ

る介護予防事業推進 

・自主的な活動の支援 

・認知症予防教室の開催 

・各地域への出前介護予防講座 

・腰掛タップ（介護予防体操）講

師派遣 

・いきいき百歳体操（介護予防体

操）普及啓発 

・公民館、図書館等との連携によ

る介護予防事業推進 

・自主的な活動の支援 

・認知症予防教室の開催 

６００千円 ６００千円 ６００千円 
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125 事業名 認知症の見守り事業 主担当課 介護保険課 

事
業
内
容 

事業方針 

認知症高齢者が尊厳を保ちながら穏やかに生活を送ることができ、また家族も安 

心して社会生活を営むことができるよう、地域で認知症の方や家族を見守る認知

症サポーターを育成するとともに、地域の見守りネットワークの構築を図る。 

事業の対象 市民等 

連携・協働の相手 市民、地域組織、事業所等 

取組内容 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

・認知症支援ボランティアの育成

（講座の実施） 

・認知症サポーターの養成（講座

の実施） 

・地域見守りネットワーク事業（事

業者募集・協定締結、見守りの実

施、普及啓発活動） 

・認知症支援ボランティアの活動

の充実 

・認知症サポーターの養成（講座

の実施） 

・地域見守りネットワーク事業（事

業者募集・協定締結、見守りの実

施、普及啓発活動） 

認知症徘徊模擬訓練の実施 

⇒ 

１５５千円 ２００千円 ２２０千円 

実
施
状
況 

《平成２８年度の事業実績・効果》 達成度 ４ 

市民を対象とした認知症予防に関する講演会（２会場）や認知症サポーター養成講座を開催し、認知

症の知識、予防や地域での支え合いの大切さについて普及啓発を行った。また、昨年に引き続き、認

知症支援ボランティアの養成を行い、ボランティアの数は４４名となった。ボランティアの協力で地域の

方と専門家、介護者が自由に集えるカフェを１１回開催し、参加者の憩いの場となっている。地域見守

りネットワーク事業は、新たに１２事業所と協定を結び、連携を取っている。（５２事業所） 

《事業実施による課題》 

今後も認知症の方を支える地域づくりのために、市民への啓発、ボランティアの活躍の場をつくって

いく必要がある。 

《次年度における改善策》 

ボランティアが活動しやすいような活動の方法を検討していきながら、認知症の見守り、早期対応の

システムがより充実するように、研修等を組み入れていく。 

125 事業名 認知症の見守り事業 主担当課 介護保険課 

事
業
内
容 

事業方針 

認知症高齢者が尊厳を保ちながら穏やかに生活を送ることができ、また家族も安

心して社会生活を営むことができるよう、地域で認知症の方や家族を見守る認知症

サポーターを育成するとともに、地域の見守りネットワークの構築を図る。 

事業の対象 市民等 

連携・協働の相手 市民、地域組織、事業所等 

取組内容 

及び目標 

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

・認知症支援ボランティア

の活動の充実 

・認知症サポーターの養成

（講座の実施） 

・地域見守りネットワーク事

業（事業者募集・協定締

結、見守りの実施、普及啓

発活動） 
 

・認知症支援ボランティアの

活動の充実 

・認知症サポーターの養成

（講座の実施） 

・地域見守りネットワーク事

業（事業者募集・協定締

結、見守りの実施、普及啓

発活動） 
・認知症キャラバン・メイト

養成講座の開催 

・認知症支援ボランティ

アの活動の充実 

・認知症サポーターの

養成（講座の実施） 

・地域見守りネットワー

ク事業（事業者募集・協

定締結、見守りの実

施、普及啓発活動） 
・認知症キャラバン・メイ

ト養成講座の開催 

３０６千円 ３０６千円 ３０６千円 



140 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

126 事業名 集いの場の開拓 主担当課 介護保険課 

事
業
内
容 

事業方針 介護予防を目的に、地域に密接した場で集いの場所をつくる。 

事業の対象 ６５歳以上高齢者 

連携・協働の相手 運動支援ボランティア、養成講座における講師 

取組内容 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

・運動支援ボランティア養

成講座開催 

・「いきいき百歳体操」の

集い開催 

・「いきいき百歳体操の集

い」代表者交流会 

・「いきいき百歳体操」の

集い開催 

 
 

⇒ 

４４４千円 ３０千円 ３０千円 

実
施
状
況 

《平成２８年度の事業実績・効果》 達成度 ４ 

運動支援ボランティアとともに、H28 年度「いきいき百歳体操の集い」を新たに３３会場立ちあげ、市内

で４４会場の高齢者の集いの場ができた。また百歳体操の集いの世話役交流会も開催し、百歳体操

の集いの活性化をはかるとともに、地域の支えあいの体制作りにつながるような支援を行った。あわ

せて認知症の当事者や介護者の方、また地域の高齢者などが気軽に集まれる場所として市内の施

設等の協力のもと「さんさんカフェ」を認知症支援ボランテイアとともに開催した。高齢者が地域の身

近な場所で集い交流をもつ機会が増えている。 

《事業実施による課題》 

いきいき百歳体操の集いの場の新規立ち上げ会場数が停滞している。普及啓発活動を行うとともに

地域のニーズを掘り起こし、集いの場の立ち上げにつなげる必要がある。 

《次年度における改善策》 

いきいき百歳体操の集いの場の新規立ち上げ支援を続ける一方、以前から継続している集いの場が

今後も意欲的に続き、発展していくよう、世話役交流会や定期的な体力測定などを通して支援を行

う。 

126 事業名 集いの場の開拓 主担当課 介護保険課 

事
業
内
容 

事業方針 介護予防を目的に、地域に密接した場で集いの場所をつくる。 

事業の対象 ６５歳以上高齢者 

連携・協働の相手 運動支援ボランティア、養成講座における講師 

取組内容 

及び目標 

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

・「いきいき百歳体操」の

集い開催 

・運動支援ボランティア養

成講座開催 

・「いきいき百歳体操」の

集い開催 
 

・「いきいき百歳体操」の

集い開催 

 

 

４４４千円 ３０千円 ３０千円 
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127 事業名 高齢者福祉事業 主担当課 社会福祉課 

事
業
内
容 

事業方針 

地域を基盤とする高齢者の自主的な組織である老人クラブを支援し、高齢者の生

きがいや健康づくりを推進する。また、高年齢者が働くことを通じて生きがいを得ると

ともに、地域社会の活性化に貢献する組織であるシルバー人材センターを支援す

る。 

事業の対象 高齢者 

連携・協働の相手 老人クラブ、シルバー人材センター、社会福祉協議会、民生委員児童委員他 

取組内容 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

・シルバー人材センター補助 

・老人クラブ補助 

・シルバー人材センター

補助 

・老人クラブ補助 

⇒ 

１９，２１１千円 １９，４７１千円 １９，４７１千円 

実
施
状
況 

《平成２８年度の事業実績・効果》 達成度 ４ 

高齢者の生きがいや健康づくりが推進できた。 

【シルバー人材センター】 

会員数 363人、受注件数：受託 4,017件、派遣 5件、 

事業収入：受託 183,104,066 円、派遣 35,462,911 円 

市補助金  11,381,000 円 

【老人クラブ】 

会員数 4,719人、単位老人クラブ数 91 クラブ、支部老連 4支部 

市補助金  7,830,000 円 

《事業実施による課題》 

【シルバー人材センター】請負・委任による就業のみでなく、高齢者活用・現役世代雇用サポート事業

を活用したシルバー派遣事業を拡大する必要がある。 

【老人クラブ】対象人口は増加しているが、加入者が減少傾向である。 

《次年度における改善策》 

【シルバー人材センター】高齢者活用・現役世代雇用サポート事業の充実を図る。 

【老人クラブ】老人クラブによる会員拡大事業を展開する。 

127 事業名 高齢者福祉事業 主担当課 社会福祉課 

事
業
内
容 

事業方針 

地域を基盤とする高齢者の自主的な組織である老人クラブを支援し、高齢者の生

きがいや健康づくりを推進する。また、高年齢者が働くことを通じて生きがいを得ると

ともに、地域社会の活性化に貢献する組織であるシルバー人材センターを支援す

る。 

事業の対象 高齢者 

連携・協働の相手 老人クラブ、シルバー人材センター、社会福祉協議会、民生委員児童委員他 

取組内容 

及び目標 

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

・シルバー人材センター補助 

・老人クラブ補助 ⇒ ⇒ 

１９，４７１千円 １９，４７１千円 １９，４７１千円 
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128 事業名 介護予防・生活支援事業 主担当課 社会福祉課 

事
業
内
容 

事業方針 

軽易な日常生活上の援助を必要とする在宅のひとり暮らし高齢者等に対して、必

要な日常生活上の支援を行い自立した生活の継続を可能にする。また、地域住民の

参加と利用者相互のふれあいを活かした効果的な統合ケアを促進するとともに健康

保持、孤独感の解消及び安否の確認行う。 

事業の対象 在宅高齢者等 

連携・協働の相手 民生委員児童委員、社協、地域等 

取組内容 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

・配食サービス 

・ホームヘルプ 

・統合ケア 

⇒ ⇒ 

１１，５６１千円 １５，４４０千円 １５，４４０千円 

実
施
状
況 

《平成２８年度の事業実績・効果》 達成度 ４ 

【配食サービス】高齢者の健康保持、孤独感の解消及び安否確認が図れた。 

利用者実人数 ２９７人、延べ利用件数 ３９，９９８件 

【ホームヘルプ】介護保険認定者以外の日常生活が困難な高齢者に家事支援等を行い、安定した 

生活が図れた。派遣対象者 ０人、派遣時間 ０時間 

【統合ケア】地域住民の生活に密着した環境の中で、地域住民の参加と利用者相互のふれあいを 

活かした効果的な統合ケアを提供した。 

開設日数 １３３日  延べ利用者（母子）１，６３０人 

《事業実施による課題》 

【配食サービス】利用者増に伴う経費の増大。 

【ホームヘルプ】利用対象者の状況判断。 

【統合ケア】  事業目的の整理、事業継続の可否検討。 

《次年度における改善策》 

軽易な日常生活上の援助を必要とする在宅のひとり暮らし高齢者等に対して、必要な日常生活上の

支援を行い自立した生活の継続を可能にする施策の継続。 

128 事業名 介護予防・生活支援事業 主担当課 社会福祉課 

事
業
内
容 

事業方針 

軽易な日常生活上の援助を必要とする在宅のひとり暮らし高齢者等に対して、必

要な日常生活上の支援を行い自立した生活の継続を可能にする。また、地域住民の

参加と利用者相互のふれあいを活かした効果的な統合ケアを促進するとともに健康

保持、孤独感の解消及び安否の確認行う。 

事業の対象 在宅高齢者等 

連携・協働の相手 民生委員児童委員、社協、地域等 

取組内容 

及び目標 

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

・配食サービス 

・ホームヘルプ 

・統合ケア 

⇒ ⇒ 

１５，４４０千円 １５，４４０千円 １５，４４０千円 
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129 事業名 あかまつ荘改修事業 主担当課 社会福祉課 

事
業
内
容 

事業方針 
要介護者利用の利便性向上のため、あかまつ荘の改修工事を実施する。また、

改修により施設の長寿命化を図り、吉井地域の在宅サービス提供体制を確保する。 

事業の対象 あかまつ荘利用者 

連携・協働の相手 指定管理者である社会福祉法人 

取組内容 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

・建築主体工事、外溝工

事、電気設備工事、機械

設備工事 

 
－ － 

５２，２７５千円 －千円 －千円 

実
施
状
況 

《平成２８年度の事業実績・効果》 達成度 ４ 

改修内容 ：外部（屋根・外壁）全部改修、間仕切り改修、電気・機械設備の更新（省エネ化） 

床 面 積 ：５１４．４㎡ 

建物構造 ：鉄筋コンクリート造平屋建て 

効  果 ：施設の長寿命化により介護サービス提供体制が確保 

《事業実施による課題》 

経費節減、工事期間の安全対策、利用者調整、指定管理者との調整。 

《次年度における改善策》 

改修後の介護保険制度及び利用者ニーズの動向を注視し、転換等も含めた運営方針の検討が必

要。 

129 事業名 あかまつ荘改修事業 主担当課 社会福祉課 

事
業
内
容 

事業方針 
要介護者利用の利便性向上のため、あかまつ荘の改修工事を実施する。また、

改修により施設の長寿命化を図り、吉井地域の在宅サービス提供体制を確保する。 

事業の対象 あかまつ荘利用者 

連携・協働の相手 指定管理者である社会福祉法人 

取組内容 

及び目標 

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

 
－ － － 

-千円 －千円 －千円 
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130 事業名 体育協会育成事業 主担当課 スポーツ振興課 

事
業
内
容 

事業方針 
体育協会や加盟競技団体に指導・助言行うとともに連携を強化し、スポーツ競技

力の向上を目指す。また、教室や大会等イベントの参加者を増やす。 

事業の対象 市民 

連携・協働の相手 
市内小学校、中学校、高校、スポーツ少年団、体育協会加盟競技団体、スポーツ推

進委員 

取組内容 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

・体育協会主催事業（スポ

ーツ安全教室、スポレクフ

ェステ赤磐、晴れの国岡

山駅伝競走大会等）への

助成 

⇒ ⇒ 

２，５７３千円 ２，５７３千円 ２，５７３千円 

実
施
状
況 

《平成２８年度の事業実績・効果》 達成度 ４ 

① ｽﾎﾟｰﾂ安全教室：8月７日(日)に開催し、119人の参加があった。 

② スポレクフェステ赤磐：毎年、体育の日にあわせて実施しているイベントであり、今年度は 3,000

人の参加があった。 

③ 晴れの国岡山駅伝競走大会：本大会を含め選考会から選手・スタッフ総勢約 150 人の参加があ

った。 

毎年、上記以外のイベントも含め、参加者を増やすため多くの方がスタッフとして参加している。 

《事業実施による課題》 

スポレクフェステのような大きな規模のイベントになると、イベント当日は取りまとめ役１人に対して多

数の関係者と対処する必要があるため、対応方法を検討する必要がある。 

《次年度における改善策》 

スポレクフェステについて、担当者を総合リーダーとし、各コーナーにコーナーリーダーを置くことで、

各コーナーからの質問等の対応を迅速に行えるようスタッフに周知を徹底する。 

130 事業名 体育協会育成事業 主担当課 スポーツ振興課 

事
業
内
容 

事業方針 
体育協会や加盟競技団体に指導・助言行うとともに連携を強化し、スポーツ競技

力の向上を目指す。また、教室や大会等イベントの参加者を増やす。 

事業の対象 市民 

連携・協働の相手 
市内小学校、中学校、高校、スポーツ少年団、体育協会加盟競技団体、スポーツ推

進委員 

取組内容 

及び目標 

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

・体育協会主催事業（スポ

ーツ安全教室、スポレクフ

ェステ赤磐、晴れの国岡

山駅伝競走大会等）への

助成 

⇒ ⇒ 

２，５７３千円 ２，５７３千円 ２，５７３千円 



145 

 

 

 

 

  

131 事業名 チャレンジデーへの参加事業 主担当課 スポーツ振興課 

事
業
内
容 

事業方針 

笹川スポーツ財団主催で、５月最後の水曜日に１５分以上の運動を行った人の参

加率を競う市民総参加型イベント「チャレンジデー」に参加し、市民の日常的な運動・

スポーツのきっかけづくりと赤磐市の一体感の醸成を図る。 

事業の対象 赤磐市在住・在勤者、イベント開催時に赤磐市内で運動した者 

連携・協働の相手 
市内保育園、幼稚園、小学校、中学校、各企業、地区・町内会、老人クラブ等各種団

体、スポーツ推進委員 

取組内容 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

・チャレンジデーへの参加

率向上促進 ⇒ ⇒ 

５６３千円 ５７５千円 ５７５千円 

実
施
状
況 

《平成２８年度の事業実績・効果》 達成度 ４ 

事業費を５７９千円とし、笹川スポーツ財団助成金上限額４６０千円（市補助金と合わせた総事業費

の８０％）を確実に交付してもらえるようにした。それによりチャレンジデー事業活動費が組みやすくな

った。また市主催事業に加え、２８年度は吉井スポレククラブの事業協力があり参加者が増加した。

加えて更なる参加率向上のため、市内立地企業等への訪問を積極的に行い、参加呼び掛けをした。 

そのため、参加率が対前年度４８．４％から６１．０％へ、参加人数も対前年度２１，６６８人から２７，３

２０人に上った。 

《事業実施による課題》 

当市がチャレンジデーに参加してから７年目になり、市主催イベントで一部マンネリ化している事業が

ある。しかし平日の日中は年代の高い人達しかいない事が多く、年代の高い人達を対象としたイベン

ト事業にかたよる傾向になってしまう。またチャレンジデー実施日が５月最終水曜日であり、特に会社

勤めの人達には例年一番企業等が忙しい時期に重なってしまう。 

広報あかいわへの参加募集チラシの折込や区長会・町内会長会、市ホームページや大型スーパー

等でチャレンジデーへの参加呼び掛けを行っているが、当市がチャレンジデーを実施している事を初

めて知ったなど、今まで参加したことのない人達の参加申込の呼び掛け方法の検討が必要。 

《次年度における改善策》 

２９年度より事前宣言報告書及び当日報告書を参加者の年代が把握できる様式に変更し、分析結果

を踏まえて３０年度からは参加率の低い年代層が参加できる新規イベント事業等を検討する。また市

主催イベント開始時間を早くするなど、幅広い年代層が参加しやすいようにする。あわせてチャレンジ

デーが毎日継続的な運動を行うきっかけ作りとなり、参加者の健康増進につながるように関連部署と

の連携を図る。 

131 事業名 チャレンジデーへの参加事業 主担当課 スポーツ振興課 

事
業
内
容 

事業方針 

笹川スポーツ財団主催で、５月最後の水曜日に１５分以上の運動を行った人の参

加率を競う市民総参加型イベント「チャレンジデー」に参加し、市民の日常的な運動・

スポーツのきっかけづくりと赤磐市の一体感の醸成を図る。 

事業の対象 赤磐市在住・在勤者、イベント開催時に赤磐市内で運動した者 

連携・協働の相手 
市内保育園、幼稚園、小学校、中学校、各企業、地区・町内会、老人クラブ等各種団

体、スポーツ推進委員 

取組内容 

及び目標 

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

・チャレンジデーへの参加

率向上促進 ⇒ ⇒ 

５８３千円 ５９０千円 ５９０千円 
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132 事業名 
社会体育施設管理運営及び学校体育施設開放

事業 
主担当課 スポーツ振興課 

事
業
内
容 

事業方針 

だれもが気軽に生涯にわたってスポーツに親しめるよう、施設修繕、補修をおこな

いスポーツを推進する環境づくりに努める。また学校施設を開放し、地域スポーツ活

動の充実を図る。 

事業の対象 市民 

連携・協働の相手 
市内小・中学校、スポーツ少年団、体育協会加盟競技団体、青少年育成団体、定期

利用団体 

取組内容 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

・体育施設の運営、維持管理、

修繕・補修 

・学校施設開放事業による地域

スポーツ活動への支援 

・吉井Ｂ＆Ｇ海洋センターの指定

管理者制度導入 

・赤磐市グラウンド・ゴルフ場の

指定管理者制度更新 

・体育施設の運営、維持

管理、修繕・補修 

・学校施設開放事業によ

る地域スポーツ活動への

支援 

・体育施設の運営、維持

管理、修繕・補修 

・学校施設開放事業によ

る地域スポーツ活動へ

の支援 

・山陽ふれあい公園及び

吉井Ｂ＆Ｇ海洋センター

の指定管理者公募 

１４６，７０１千円 １４９，１４４千円 １４９，１４４千円 

実
施
状
況 

《平成２８年度の事業実績・効果》 達成度 ４ 

・平成２８年４月１日現在、開放体育施設２５施設、定期登録団体１４４団体、登録人数２，５５６人。 

・平成２８年度利用者数 ４１７，９５２人。 

・多数の利用があり、市民がスポーツに親しみやすい環境を提供することができた。 

《事業実施による課題》 

利用が多い施設、時間においては、新規の定期登録が困難な状況になっている。 

《次年度における改善策》 

既存の定期利用団体（特に減免、免除の対象団体）に対して、利用時間を必要最小限にするよう求

める。 

132 事業名 
社会体育施設管理運営及び学校体育施設開放

事業 
主担当課 スポーツ振興課 

事
業
内
容 

事業方針 

だれもが気軽に生涯にわたってスポーツに親しめるよう、施設修繕、補修をおこな

いスポーツを推進する環境づくりに努める。また学校施設を開放し、地域スポーツ活

動の充実を図る。 

事業の対象 市民 

連携・協働の相手 
市内小・中学校、スポーツ少年団、体育協会加盟競技団体、青少年育成団体、定期

利用団体 

取組内容 

及び目標 

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

・体育施設の運営、維持

管理、修繕・補修 

・学校施設開放事業によ

る地域スポーツ活動への

支援 

・体育施設の運営、維持

管理、修繕・補修 

・学校施設開放事業によ

る地域スポーツ活動へ

の支援 

・山陽ふれあい公園及び

吉井Ｂ＆Ｇ海洋センタ

ーの指定管理者公募 

・体育施設の運営、維持

管理、修繕・補修 

・学校施設開放事業によ

る地域スポーツ活動への

支援 

１４９，１４４千円 １４９，１４４千円 １４９，１４４千円 
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133 事業名 救急隊員の資質向上並びに医療機関等との連携強化 主担当課 警防課 

事
業
内
容 

事業方針 

救急救命士の養成と教育体制の充実、医療機関との顔の見える関係づくりを推進

し、すべての救急患者が迅速に適切な医療が受けられる体制作りを図るとともに、

救急車の適正利用についても普及啓発に努める。 

また、救急講習体制を見直し、救命処置ができる市民の養成を促進する。 

事業の対象 救急隊員、医療機関、市民 

連携・協働の相手 赤磐医師会、岡山県南東部メディカルコントロール協議会 

取組内容 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

・救急救命士・救急隊員の

資質向上（病院実習、受

入検討会、研修会等） 

・市民の救命処置方法習

得促進（救急講習） 

・救急車の適正利用に関

する啓発 

⇒ ⇒ 

４，２７２千円 ５，５２５千円 ５，０００千円 

実
施
状
況 

《平成２８年度の事業実績・効果》 達成度 ４ 

・ 新規救急救命士の育成をすることで救急医療体制のさらなる充実を図った。 

・ 防災士に関連した救命講習体制の見直しにより、多くの市民が講習会に参加した。 

・ 保育園、幼稚園、小中高校の教員を対象とした救命処置研修会を開催することで、有事の際の 

応急処置の質が向上することにより学校教育の中に安全安心が生まれた。 

《事業実施による課題》 

・ 救命処置が誰に対しても躊躇なく実施できる講習を目指しているが、募集に対し応募人数が横 

ばいである。 

《次年度における改善策》 

・ 受動的な講習の呼びかけではなく能動的で、また救命の効果が感じられ満足感を得られる様な 

講習会の実現を目指します。 

133 事業名 救急隊員の資質向上並びに医療機関等との連携強化 主担当課 警防課 

事
業
内
容 

事業方針 

救急救命士の養成と教育体制の充実、医療機関との顔の見える関係づくりを推進

し、すべての救急患者が迅速に適切な医療が受けられる体制作りを図るとともに、

救急車の適正利用についても普及啓発に努める。 

また、救急講習体制を見直し、救命処置ができる市民の養成を促進する。 

事業の対象 救急隊員、医療機関、市民 

連携・協働の相手 赤磐医師会、岡山県南東部メディカルコントロール協議会 

取組内容 

及び目標 

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

・救急救命士・救急隊員の

資質向上（病院実習、受

入検討会、研修会等） 

・市民の救命処置方法習

得促進（救急講習） 

・救急車の適正利用に関

する啓発 

⇒ ⇒ 

５，４３７千円 ５，０００千円 ５，０００千円 


